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研究科の理念と目標

本研究科では，高い異文化理解能力と自在なコミュニケーション能力を有し，豊かな学識と創造的な

研究能力を備えた人材を養成することを目指しています。

上記の教育研究上の目標をふまえ，本研究科が求めるのは次のような学生です。

前期課程

・文化を複合体として捉え，異文化間の関係性を多角的に探究することに強い意欲を持ち，それを達

成する基礎的な能力を有する学生

・言語情報コミュニケーションの動態を深く理解し，現代のグローバル社会の諸課題に取り組むこと

に強い意欲を持ち，それを達成する基礎的な能力を有する学生

・高い専門性の上に立った学際的研究を行うことに強い意欲を持ち，それを達成する基礎的な能力を

有する学生

後期課程

・複合体としての文化の構造と動態を究明し，文化研究の先端的な領域を主体的に開拓することに強

い意欲を持ち，それを達成する基礎的な能力を有する学生

・言語情報コミュニケーションの諸問題を探求し，グローバル化する現代世界を多角的に研究するこ

とに強い意欲を持ち，それを達成する基礎的な能力を有する学生

・高度な専門性の上に立った領域横断的な研究を行うことに強い意欲を持ち，それを達成する基礎的

な能力を有する学生



大学院国際文化学研究科の沿革略史

平成19年４月 大学院総合人間科学研究科の改組により，大学院国際文化学研究科（博士課程）が創設
され，２専攻６講座（４基幹講座，１協力講座及び１連携講座）が設置された。

 文化相関専攻 地域文化論講座
  異文化コミュニケーション論講座

 グローバル文化専攻 現代文化システム論講座
  言語情報コミュニケーション論講座
  外国語教育論講座（協力講座）
  先端コミュニケーション論講座（連携講座）

 入学定員は，前期課程50人，後期課程15人とされた。

 大学院国際文化学研究科に異文化研究交流センターが設置された。

平成20年４月 大学院国際文化学研究科にメディア文化研究センターが設置された。

平成26年７月 大学院国際文化学研究科に異文化研究交流センターとメディア文化研究センターを統
合し，国際文化学研究推進センターが設置された。

平成28年４月 大学院国際文化学研究科（博士課程前期課程）の入学定員が47人に改訂された。
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１　神戸大学教学規則

 （平成16年４月１日制定）
目次
第１章　総則（第１条－第９条）
第２章　学部
　第１節　入学（第10条－第21条）
　第２節　修業年限，教育課程，課程の履修等（第22条－第39条）
　第３節　留学及び休学（第40条－第44条）
　第４節　退学及び除籍（第45条－第47条）
　第５節　卒業要件及び学士の学位（第48条・第49条）
　第６節　授業料（第50条－第54条）
　第７節　賞罰（第55条・第55条の２）
第３章　大学院
　第１節　入学（第56条－第62条）
　第２節　修業年限，教育方法，修了要件等（第63条－第71条）
　第３節　準用規定（第72条－第77条）
第４章　学位プログラム（第77条の２）
第５章　特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生
　（第78条－第83条）
第６章　授業料，入学料及び検定料の額（第84条・第84条の２）
第７章　教育職員免許状（第85条）
附　則



第１章 総則
（趣　　旨）

第 1条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年４月１日制定）第29条の規定に基づき，学
生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。
（教育憲章）

第 2条 本学の教育は，神戸大学教育憲章（平成14年５月16日制定）に則り，行うものとする。
（学　　部）

第 3条 本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。
文 学 部 人文学科
国際人間科学部 グローバル文化学科，発達コミュニティ学科，環境共生学科，子ども教育学科
法 学 部 法律学科
経 済 学 部 経済学科
経 営 学 部 経営学科
理 学 部 数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科
医 学 部 医学科，保健学科
工 学 部 建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科，情報知能工

学科
農 学 部 食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科
海事科学部 グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニアリング学科
（大 学 院）

第 4条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。

研究科名 専攻名 課程の別

人文学研究科 文化構造専攻，社会動態専攻 博 士 課 程

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博 士 課 程

人間発達環境学
研 究 科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博 士 課 程

法 学 研 究 科
理論法学専攻，政治学専攻 博 士 課 程

実務法律専攻 専門職学位
課 程

経済学研究科 経済学専攻 博 士 課 程

経営学研究科
経営学専攻 博 士 課 程

現代経営学専攻 専門職学位
課 程

理 学 研 究 科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博 士 課 程

医 学 研 究 科
バイオメディカルサイエンス専攻 修 士 課 程

医科学専攻 博 士 課 程

法学政治学専攻



保健学研究科 保健学専攻 博 士 課 程

工 学 研 究 科 建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，機械工学専攻，
応用化学専攻 博 士 課 程

シ ス テ ム
情報学研究科　システム科学専攻，情報科学専攻，計算科学専攻　 博 士 課 程　

農 学 研 究 科 食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，生命機能科学専攻 博 士 課 程

海事科学研究科 海事科学専攻 博 士 課 程

国際協力研究科 国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博 士 課 程

科 学 技 術 イノ
ベーション研究科 科学技術イノベーション専攻 修 士 課 程

２　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研究科，

３　法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校教育法（昭和
22年法律第26号。以下「法」という。）第99条第２項に規定する専門職大学院の課程とし，法学研究
科の専門職学位課程は，専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）第18条第１項に規定
する法科大学院とする。
（乗船実習科）

第 5条 本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則（平成16年４月１日制定）で
定める。
（収容定員）

第 6条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。
（学　　年）

第 7条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終る。
（学期・クォーター）

第 8条 学年を分けて，次の２期とする。
　　前期　４月１日から９月30日まで
　　後期　10月１日から翌年３月31日まで
２　前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができる。
３　各クォーターの始期及び終期については，別に定める。
（休 業 日）

第 9条 定期の休業日は，次のとおりとする。
　日曜日及び土曜日
　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
　本学創立記念日　５月15日
　夏季休業　８月８日から９月30日まで

　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研

究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究

科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程は，これを前期２年の課程（以下

「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分し，前期課程は，こ

れを修士課程として取り扱うものとする。

博 士 課 程



　冬季休業　12月25日から翌年１月７日まで
２　臨時の休業日は，学長が定める。
３　教育上必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，各学部及び
各研究科において学長の承認を得て変更することができる。
４　教育上必要と認めるときは，第１項から前項までの規定にかかわらず，休業日において授業等を行
うことができる。

第２章 学　　　　　部
第１節 入学

（入学許可）
第10条 学長は，次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第17条に規定する入学手続
を完了した者（第18条の規定により入学料の免除を申請している者及び第19条の規定により入学料の
徴収猶予を申請している者を含む。）に対し，入学を許可する。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，前号に相当す
る学校教育を修了した者
⑶　外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指
定したもの
⑷　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課
程を修了した者
⑸　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
⑹　文部科学大臣の指定した者（昭和23年文部省告示第47号）
⑺　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試
験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省
令第13号。以下「旧規程」という。）による大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格し
た者を含む。）
⑻　法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における教育を受
けさせるにふさわしい学力があると認めたもの
⑼　本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で，18歳に達したもの
（早期入学）

第11条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める分野にお
いて特に優れた資質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。
⑴　高等学校に２年以上在学した者
⑵　中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に２年以上在学した者
⑶　外国において，学校教育における９年の課程に引き続く学校教育の課程に２年以上在学した者
⑷　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設（高等学



校の課程に相当する課程を有する者として指定したものを含む。）の当該課程に２年以上在学した
者
⑸　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。）第150条第３号の規
定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める
日以後において２年以上在学した者
⑹　文部科学大臣が指定した者（平成13年文部科学省告示第167号）
⑺　高等学校卒業程度認定試験規則第４条に定める試験科目の全部（試験の免除を受けた試験科目を
除く。）について合格点を得た者（旧規程第４条に規定する受検科目の全部（旧検定の一部免除を
受けた者については，その免除を受けた科目を除く。）について合格点を得た者を含む。）で，17歳
に達したもの

２　前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（入 学 期）

第12条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従い，学生
を入学させることができる。
（編 入 学）

第13条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，第10条の規定
にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
⑴　大学を卒業した者
⑵　法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
⑶　施行規則附則第７条に規定した者
２　前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で文学部，法学部，経済学部又は経営
学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
⑴　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
⑵　短期大学を卒業した者
⑶　高等専門学校を卒業した者
⑷　外国において，前３号と同程度の課程を修了した者
３　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で発達科学部，理学部，工学部，農
学部又は海事科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することが
ある。
⑴　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者
⑵　短期大学を卒業した者
⑶　高等専門学校を卒業した者
⑷　外国において，前３号と同程度の課程を修了した者
⑸　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満た
すものに限る。）を修了した者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。）

４　第１項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で医学部保健学科に編入学を志望す
る者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
⑴　大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者



⑵　短期大学を卒業した者
⑶　外国において，前２号と同程度の課程を修了した者
⑷　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満た
すものに限る。）を修了した者（第10条各号のいずれかに該当する者に限る。）
（転 入 学）

第14条 他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第10条の規定にかか
わらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。
（再 入 学）

第15条 本学を第45条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の学部に入学を志望
する者があるときは，第10条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を
許可することがある。
（入学志願）

第16条 入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検定料払込証明書
及び別に指定する書類を提出しなければならない。
２　既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する
額を還付するものとする。
⑴　学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り学力検査
その他により第二段階目の選抜を行う場合において，第一段階目の選抜で不合格となった者が第二
段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。
⑵　学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入試センター試験において受験す
ることを課した教科・科目を受験していないことにより，出願の資格がないことが判明した者が第
二段階目の選抜に係る額の返還を申し出たとき。
⑶　検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，返還を申し出
たとき。
⑷　検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合において，返還を申し
出たとき。
（入学者選抜）

第16条の２　入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。
（入学手続）

第17条 入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わなければならない。
２　既納の入学料は，還付しない。
（入学料の免除）

第18条 入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全額又は半額を免除すること
がある。
２　入学料の免除の取扱いについては，別に定める。
（入学料の徴収猶予等）

第19条 入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の徴収を猶予す
ることがある。



２　前条第１項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は，免除又は徴
収猶予を許可し，又は不許可とするまでの間は，徴収を猶予する。
３　入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者（次項により徴
収猶予の申請をした者を除く。）は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した
日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
４　入学料の免除を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者が，第１項に規定する徴収猶予を
受けようとする場合は，免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収
猶予の申請を行わなければならない。
５　入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。
（死亡等による入学料の免除）

第20条 前条第１項又は前条第２項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が，その期間内にお
いて死亡したことにより除籍された場合は，未納の入学料の全額を免除する。
２　入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が，前条第３項に
規定する入学料の納付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第47条第１号の規定に
より除籍された場合は，その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
（宣　　誓）

第21条 入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。

第２節　修業年限，教育課程，課程の履修等
（修業年限）

第22条 学部の修業年限は，４年とする。ただし，本学に３年以上在学した者（施行規則第149条に規
定する者を含む。）が，卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀な成績で修得したものと認め
られ，かつ，学生が卒業を希望する場合には卒業することができる。
２　前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は，学部規則において定め，公表するものとする。
３　医学部医学科については，第１項の規定にかかわらず，その修業年限は６年とする。
４　学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課
程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教授会の議を経て，その計画的な履修を認
めることができる。
５　前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（修業年限の通算）

第23条 科目等履修生（大学の学生以外の者に限る。）として本学において一定の単位を修得した者が
本学に入学する場合においては，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められ
るときは，教授会の議を経て，修得した単位数その他の事項を勘案して前条の修業年限の２分の１を
超えない期間を修業年限に通算することができる。
（在学年限）

第24条 学生は，修業年限の２倍を超えて在学することはできない。
２　第22条第４項の規定により履修を認められた学生（以下「長期履修学生」という。）の在学年限に
ついては，関係の学部規則で定める。



（教育課程）
第25条 学部は，本学，学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を次条第１項に
定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。
（授業科目の区分）

第26条 授業科目の区分は，次のとおりとする。
　基礎教養科目
　総合教養科目
　外国語科目
　情報科目
　健康・スポーツ科学
　高度教養科目
　専門科目（専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。）
　関連科目
　資格免許のための科目
　その他必要と認める科目
２　前項に規定するもののほか，外国人留学生のための授業科目として，日本語及び日本事情に関する
科目を置くことができる。
（授業の方法）

第27条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う
ものとする。
２　前項に規定する授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用し
て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
３　第１項に規定する授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディ
アを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。
４　第１項に規定する授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設以外
の場所で行うことができる。
５　前４項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（履修方法及び試験）

第28条 第26条第１項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関することは，
各学部規則，神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定。以下「履修規則」という。）
及び神戸大学大学教育推進機構国際教養教育院高度教養科目履修規程（平成28年３月22日制定）で定
める。
２　第26条第２項の規定により開設される授業科目（以下「日本語等授業科目」という。）及びその履
修方法並びに試験に関することは，各学部規則及び神戸大学日本語等授業科目履修規則（平成16年４
月１日制定）で定める。
（履修科目の登録の上限）

第29条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修得すべき
単位数について，学生が１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は各学部規則に



おいて定めるものとする。
２　各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前
項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
（成績評価基準）

第30条 各学部は，各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示するととも
に，学生の授業への取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定め，公表するものとする。
（単位の授与）

第31条 一の授業科目を履修した者に対しては，試験の上，単位を与える。ただし，第32条第４項の授
業科目については，各学部規則で定める方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
（単位の基準）

第32条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては，１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内
容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必
要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算するものとする。
⑴　講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で各学部規則で定める時間の授業をもっ
て１単位とする。
⑵　実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲で各学部規則で定める時間の授業
をもって１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業については，当
該学部規則で定める時間の授業をもって１単位とすることができる。
⑶　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う場合
については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して各学部規則で定める時間の
授業をもって１単位とする。

２　前項各号の規定にかかわらず，全学共通授業科目（履修規則で定める全学に共通する授業科目をい
う。）については，次の基準により単位数を計算するものとする。
⑴　講義については，15時間の授業をもって１単位とする。
⑵　演習，実験，実習及び実技については，30時間の授業をもって１単位とする。
⑶　一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う場合
については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもっ
て１単位とする。

３　第１項の規定にかかわらず，日本語等授業科目については，30時間の授業をもって１単位とする。
４　第１項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，研究指導等の授業科目については，これらの学
修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮
して，単位数を各学部規則で定めることができる。
（他学部の授業科目の履修）

第33条 学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。この場合は，所属学部長を経て，当該
学部長の許可を受けなければならない。
（他の大学又は短期大学における授業科目の履修）

第34条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）との
協定に基づき，学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。



２　前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに
学生に外国の大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。
３　前２項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60単位を超えない範囲で本学にお
いて修得したものとみなすことがある。
４　前３項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修
させる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
いて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授
業科目を我が国において履修させる場合について準用する。
５　前４項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関係の学部規則で定める。
（休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い）

第34条の２　教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に本学と協定を締結している外国の大学又
は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学において修得したものとみなす
ことができる。
２　前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，学生が休学期間中
に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本
学において修得したものとみなすことができる。
３　前２項により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第３項及び第４項により本学にお
いて修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
４　前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（大学以外の教育施設等における学修）

第35条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その
他文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることがで
きる。
２　前項により与えることができる単位数は，第34条第３項及び第４項並びに前条第１項及び第２項に
より本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
３　前２項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。
（入学前の既修得単位等の認定）

第36条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外国の大学又は短
期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単
位を含む。以下「既修得単位」という。）を，本学に入学した後の本学における授業科目の履修によ
り修得したものとみなすことができる。
２　教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，本学
における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。
３　前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転入学及び再入
学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第34条第３項及び第４項，第34
条の２第１項及び第２項並びに前条第１項により本学において修得したものとみなし，又は与えるこ
とのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
４　前３項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。



（編入学，転入学，再入学者の修業年数等）
第37条 第13条から第15条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべき科目及びその単
位については，教授会の議を経て，これを定める。
（転 学 部）

第38条 学長は，学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志望学部の教授会
の議を経て，許可することがある。
（転 学 科）

第39条 学長は，学生で転学科を希望する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。

第３節　留学及び休学
（留　　学）

第40条 第34条第１項又は第２項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，
所属学部長の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けて留学した期間は，第22条の修業年限に算入するものとする。
（休学の許可）

第41条 学生が，疾病その他の理由により，３か月以上修学を休止しようとするときは，所属学部長の
許可を得て休学することができる。
２　前項の休学期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，学部長は，更に
１年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了し
た場合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。
第41条の２　前条の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，第60条第１項の規定により医学
研究科博士課程に早期入学するときは，医学部長の許可を得て，休学することができる。
２　前項の休学期間は，４年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，医学部長は，更
に１年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了
した場合において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。
（休学の解除）

第42条 前条の休学期間中にその理由が消滅したときは，所属学部長の許可を得て，復学することがで
きる。
（休学の命令）

第43条 学生で，疾病により３か月以上修学を休止させることが適当と認められる者があるときは，学
部長の申請により，学長が休学を命ずる。
（休学期間の取扱い）

第44条 休学の期間は，通算して３年を超えることはできない。ただし，第41条の２に規定する学生の
休学期間の通算については，８年を限度として，医学部において別に定める。
２　休学期間は，在学年数に算入しない。



第４節 退学及び除籍
（退　　学）

第45条 学生が，退学しようとするときは，その理由を具し，所属学部長に願い出て許可を受けなけれ
ばならない。
（疾病等による除籍）

第46条 学生が，疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるときは，学部長の申請に
より，学長がこれを除籍する。
（入学料等未納による除籍）

第47条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除籍する。
⑴　第18条又は第19条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，免除若しくは徴収猶
予が不許可になったもの又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になったものが，その者に係る納付
すべき入学料を納付期限内に納付しないとき。
⑵　授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付しないとき。

第５節 卒業要件及び学士の学位
（卒業要件）

第48条 卒業の要件は，第22条に定める期間在学し，124単位（医学部医学科にあっては，188単位。以
下同じ。）以上を各学部規則の定めるところにより修得することとする。
２　前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち，第27条第２項の授業の方法により
修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし，124単位を超える単位数を卒業の要件とし
ている場合においては，同条第１項に規定する授業により64単位（医学部医学科にあっては，128単
位）以上を修得しているときは，60単位を超えることができることとする。
（学士の学位授与）

第49条 前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学士の学位を授与
する。

第６節 授業料
（授業料の納期）

第50条 授業料は，次の２期に分け，年額の２分の１に相当する額をそれぞれその納付期間中に納付し
なければならない。

期別 納付期間

前期（４月から９月まで） ４月１日から４月30日まで

後期（10月から３月まで） 10月１日から10月31日まで

２　前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係る授業料を併
せて納付することができる。
３　入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項の規定にかかわらず，入学を許
可されるときに納付することができる。



４　第１項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の属する月に納
付しなければならない。
５　学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって在学する期の
納付期間内に納付しなければならない。
６　既納の授業料は，還付しない。ただし，第２項又は第３項の規定により授業料を納付した者が，次
の各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に定める授業料相当額を還付
するものとする。
⑴　第２項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休学又は第45条の
規定により退学した場合　後期分の授業料に相当する額
⑵　第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を辞退した場合
　入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額
⑶　第３項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学年度の初日から
の休学を申し出，第41条第１項の規定により休学を許可された場合　入学年度の前期分又は前期分
及び後期分の授業料に相当する額
（授業料の免除）

第51条 経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀である者その他特別
な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の全額又は半額を免除することがある。
２　前項に規定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。
（授業料の徴収猶予及び月割分納）

第52条 経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が
優秀である者その他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の徴収猶予又は月割分
納を許可することがある。
２　前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては，別に定める。
（休学者の授業料）

第53条 学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を受けていた者が
休学を許可された場合は，月割計算により休学当月の翌月（休学を開始する日が月の初日に当たる場
合は，その月）から復学当月の前月までの授業料を免除する。
２　休学中の者が復学した場合は，復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の際に納付しな
ければならない。
（退学者等の授業料）

第54条 第50条に定める期の中途において，第45条の規定により退学し，第55条の２第１項の規定によ
り停学若しくは懲戒退学を命ぜられ，又は除籍された者は，その期の授業料を納付しなければならな
い。ただし，死亡し，若しくは行方不明となったことにより除籍された場合又は第47条の規定により
除籍された場合は，その者に係る未納の授業料の全額を免除することがある。
２　授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は，月割計算により退
学の翌月以後に納付すべき授業料の全額を免除することがある。



第７節　賞罰
（表　　彰）

第55条 学生として表彰に値する行為があったときは，所属学部長等の推薦により，学長は，これを表
彰することがある。
２　前項に関し必要な事項は，神戸大学学生表彰規程（平成17年２月17日制定）で定める。
（懲　　戒）

第55条の２　本学の規定に違背し，学生の本分を守らない者があるときは，所定の手続により学長が懲
戒する。
２　懲戒は，訓告，停学及び懲戒退学とする。
３　停学３か月以上にわたるときは，その期間は，第22条の修業年限に算入しない。
４　前３項に関し必要な事項は，神戸大学学生懲戒規則（平成16年４月１日制定）で定める。

第３章 大　　学　　院
第１節　入学

（修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格）
第56条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに
該当する者とする。
⑴　大学を卒業した者
⑵　法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
⑶　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者
⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における16年の課程を修了した者
⑸　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
⑹　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府
又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣
が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外
国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了す
ること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた
ものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者
⑺　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
⑻　文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）
⑼　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教
育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑽　本学において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で，22歳に達したもの



（修士課程，前期課程及び専門職学位課程への早期入学）
第57条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優
秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。
⑴　大学に３年以上在学した者
⑵　外国において学校教育における15年の課程を修了した者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における15年の課程を修了した者
⑷　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

２　前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。
（後期課程の入学資格）

第58条 後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　修士の学位又は専門職学位（法第104条第１項の規定に基づき学位規則（昭和28年文部省令第９
号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者
⑵　外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学
位に相当する学位を授与された者
⑷　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位
又は専門職学位に相当する学位を授与された者
⑸　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51年法
律第72号）第１条第２項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連
合大学（第74条において「国際連合大学」という。）の課程を修了し，修士の学位に相当する学位
を授与された者
⑹　外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置
基準（昭和49年文部省令第28号）第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修
士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
⑺　文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）
⑻　本学において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の
学力があると認めた者で，24歳に達したもの
（医学研究科の博士課程の入学資格）

第59条 医学研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　大学の医学，歯学，薬学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）又は獣医学（修業年
限が６年であるものに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者
⑵　外国において，学校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修
了した者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学



校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者
⑷　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程（最
終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとし
て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す
るものの当該課程を修了した者
⑸　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政
府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大
臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が５年以上である課程（医学，歯学，薬学又
は獣医学を履修する課程に限る。）を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業
科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度に
おいて位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含
む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者
⑹　文部科学大臣の指定した者（昭和30年文部省告示第39号）
⑺　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教
育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑻　本学において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程
を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの
（医学研究科の博士課程への早期入学）

第60条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優
秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。
⑴　大学（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学した者
⑵　外国において学校教育における16年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含む
ものに限る。）を修了した者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における16年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を
修了した者
⑷　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程（最
終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとし
て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定す
るものの当該課程を修了した者

２　前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。
（進　　学）

第61条 本学大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，引き続き後期課程又は医学研
究科の博士課程に進学を志望する者については，当該研究科の定めるところにより，選考の上，進学
を許可する。
（入学者選抜）

第62条 大学院の入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適切な体制を整えて行うものとする。
２　大学院の入学志願者に対する選考方法は，各研究科において別に定める。



第２節 修業年限，教育方法，修了要件等
（標準修業年限）

第63条 修士課程の標準修業年限は，２年とする。
２　前項の規定にかかわらず，修士課程においては，主として実務の経験を有する者に対して教育を行
う場合であって，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期にお
いて授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，各研究科の定める
ところにより，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年以上２年未満の期間とする
ことができる。
３　前項に規定する修士課程を置く研究科，専攻又は学生の履修上の区分及びその標準修業年限は，次
のとおりとする。
　　　人間発達環境学研究科　人間発達専攻（１年履修コース）１年
４　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研
究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究
科及び国際協力研究科の博士課程の標準修業年限は，前期課程２年，後期課程３年の５年とする。

科及び国際協力研究科の博士課程の標準修業年限は，前期課程２年，後期課程３年の５年とする。
５　医学研究科の博士課程の標準修業年限は，４年とする。
６　経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。ただし，教育研究
上の必要があると認められるときは，研究科の定めるところにより，学生の履修上の区分に応じ，標
準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。
７　法学研究科実務法律専攻の専門職学位課程（以下「法科大学院」という。）の標準修業年限は，３
年とする。
（教育課程）

第63条の２　大学院（専門職大学院を除く。）は，本学，研究科及び専攻の教育上の目的を達成するた
めに必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい
う。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。
２　専門職大学院は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を自ら開設し，
体系的に教育課程を編成するものとする。
（教育方法等）

第64条 大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
２　専門職大学院においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，
現地調査，双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うもの
とする。
３　研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期に
おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
４　各研究科における授業科目，その単位数及び研究指導並びにそれらの履修方法については，当該研
究科規則で定める。
（他大学大学院等の研究指導）

第65条 教育上有益と認めるときは，他大学（外国の大学を含む。）の大学院又は研究所等（外国の研

　人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研

究科，理学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究

科，国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程の標準修業年限は，前期課程２

年，後期課程３年の５年とする。



指導を受けさせることがある。ただし，修士課程及び前期課程の学生については，当該研究指導を受
けさせる期間は，１年を超えないものとする。
２　教育上有益と認めるときは，外国の大学院又は研究所等との協定に基づき，後期課程の学生に，本
学と当該外国の大学院又は研究所等において，共同の研究指導を受けさせることがある。
（研究指導のための留学）

第66条 前条の規定に基づき，外国の大学又は研究機関に留学しようとする者は，所属研究科長の許可
を受けなければならない。
２　前項の許可を受けて留学した期間は，第63条の標準修業年限に算入する。
（修士課程及び前期課程の修了要件）

第67条 修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に２年（人間発達環境学研究科人間発達専攻（１
年履修コース）にあっては，１年）以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受け
た上，当該課程の目的に応じ修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合
格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，当該課程に１
年以上在学すれば足りるものとする。
（博士課程の修了要件）

第68条 博士課程（医学研究科の博士課程を除く。）の修了要件は，後期課程に３年以上在学し，所定
の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することと
する。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に１年（２年
未満の在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて３
年）以上在学すれば足りるものとする。
２　前項の規定にかかわらず，施行規則第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若
しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した
者が，博士課程の後期３年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は，大学院（専門職大学院
を除く。以下この項において同じ。）に３年（専門職大学院設置基準第18条第１項の法科大学院の課
程を修了した者にあっては，２年）以上在学し，必要な研究指導を受けた上，当該大学院の行う博士
論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた
者については，大学院に１年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者に
あっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りるものとする。
３　医学研究科の博士課程の修了要件は，当該課程に４年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必
要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に
関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に３年以上在学すれば足りるものとする。
（専門職学位課程の修了要件）

第69条 専門職学位課程（法科大学院を除く。以下この条において同じ。）の修了要件は，当該課程に
２年（２年以外の標準修業年限を定める研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準
修業年限）以上在学し，所定の単位を修得することとする。
２　専門職学位課程の在学期間に関しては，第75条の規定により認定された入学前の既修得単位（法第
102条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を，当該単位数，その修得に

究機関を含む。）との協定に基づき，学生に当該大学の大学院又は当該研究所等において必要な研究



間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，当該課程に少なくとも１年以
上在学するものとする。
３　法科大学院の修了要件は，当該課程に３年以上在学し，所定の単位を修得することとする。
４　法科大学院の在学期間については，第75条の規定により認定された入学前の既修得単位（法第102
条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を，当該単位数，その修得に要
した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことがで
きる。
５　法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第３項に規定する在学期間に
ついては，前項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて１年を超えない範囲で研究科が認
める期間在学したものと，第３項に規定する単位については，第74条及び第75条の規定により修得し
たものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で研究科が認める単位を修得したものとみな
すことができる。ただし，93単位を超える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単
位数に限り，研究科が認める範囲で，30単位を超えてみなすことができる。
（学位論文及び最終試験）

第70条 学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。
（修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与）

第71条 各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修士若しくは博士
の学位又は専門職学位を授与する。
２　前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。

第３節　準用規定
（準用規定）

第72条 第12条（入学期），第14条（転入学），第15条（再入学），第16条（入学志願），第17条（入学手続），
第18条（入学料の免除）（第２項を除く。），第19条（入学料の徴収猶予等），第20条（死亡等による入
学料の免除），第21条（宣誓），第22条（修業年限）（第１項，第２項及び第３項を除く。），第24条（在
学年限），第27条（授業の方法），第31条（単位の授与），第32条（単位の基準）（第２項及び第３項
を除く。），第33条（他学部の授業科目の履修），第38条（転学部），第39条（転学科），第45条（退学），
第46条（疾病等による除籍），第47条（入学料等未納による除籍），第50条から第54条まで（授業料），
第55条（表彰）及び第55条の２（懲戒）の規定は，大学院に準用する。ただし，第24条を準用する場
合において，医学研究科の博士課程以外の博士課程にあっては，標準修業年限を前期課程と後期課程
に分ける。
（履修科目の登録の上限）

第73条 専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては，第29条第１項を準用する。この場合に
おいて，「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
（成績評価基準）

第73条の２　大学院（専門職大学院を除く。）の成績評価基準に関しては，第30条を準用する。この場
合において，「各学部」とあるのは「各研究科」と，「授業の方法及び計画」とあるのは「授業及び研
究指導の方法及び計画」と読み替えるものとする。

要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の２分の１を超えない範囲で研究科が定める期



２　専門職大学院の成績評価基準に関しては，第30条を準用する。この場合において，「各学部」とあ
るのは「専門職大学院」と読み替えるものとする。
（他大学大学院の授業科目の履修）

第74条 大学院学生の他大学（外国の大学を含む。）の大学院の授業科目の履修に関しては，第34条を
準用する。この場合において，同条第３項中「60単位」とあるのは，「10単位（ただし，専門職大学
院学生（法科大学院学生を除く。）にあっては15単位，法科大学院学生にあっては30単位）」と，同条
第４項中「及び外国の」とあるのは「，外国の」と，「当該教育課程における授業科目を我が国にお
いて」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大
学の教育課程における授業科目を」と，同条第５項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み
替えるものとする。
（休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い）

第74条の２　大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位に
関しては，第34条の２を準用する。この場合において，同条第１項及び第２項中「外国の大学又は短
期大学」とあるのは「外国の大学の大学院」と，同条第３項中「60単位」とあるのは，「10単位（ただし，
専門職大学院学生（法科大学院学生を除く。）にあっては15単位，法科大学院学生にあっては30単位）」
と，同条第４項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
（入学前の既修得単位の認定）

第75条 大学院学生の入学前の既修得単位の認定に関しては，第36条（第２項を除く。）を準用する。
この場合において，同条第１項中「大学又は短期大学」とあるのは「大学院」と，同条第３項中「第
34条第３項及び第４項，第34条の２第１項及び第２項並びに前条第１項により本学において修得し
たものとみなし，又は与えることのできる単位数と合わせて60単位」とあるのは，「10単位（ただし，
専門職大学院学生（法科大学院学生を除く。）にあっては第74条及び第74条の２の規定により本学に
おいて修得したものとみなす単位数と合わせて15単位，法科大学院学生にあっては第74条及び第74条
の２の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位）」と，同条第４項中
「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。
（留　　学）

第76条 大学院学生の外国の大学への留学に関しては，第40条を準用する。この場合において，同条第
１項中「第34条第１項又は第２項」とあるのは「第74条」と，「所属学部長」とあるのは「所属研究科長」
と，同条第２項中「第22条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。
（休　　学）

第77条 大学院学生の休学に関しては，第41条第１項，第42条，第43条及び第44条第２項を準用するほ
か，各研究科規則で定める。

第４章 学位プログラム
（学位プログラム）

第77条の２　各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか，明確な人材養成目的に基づき，学
部又は研究科の枠を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫性ある教育を実施するため，
学位の取得を目的とする学位プログラムを置くことができる。



２　前項に規定する学位プログラムは，次のとおりとする。
　　　ＥＵエキスパート人材養成プログラム
３　学位プログラムの実施に関し必要な事項は，別に定める。

第５章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別
学生

（特別聴講学生）
第78条 他の大学，短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）又は高等専門学校との協定に基づき，
当該大学（大学院を含む。），短期大学又は高等専門学校の学生で，本学の授業科目を履修しようとす
る者があるときは，特別聴講学生として許可することがある。
２　特別聴講学生については，協定に定めるもののほか，関係の学部規則及び研究科規則で定める。

（特別研究学生）
第79条 他大学（外国の大学を含む。）の大学院との協定に基づき，当該大学院の学生で，本学におい
て研究指導を受けようとする者があるときは，特別研究学生として許可することがある。
２　特別研究学生については，協定に定めるもののほか，関係の研究科規則で定める。
（科目等履修生）

第80条 本学が開設する１又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは，科目等履修生とし
て許可することがある。
２　科目等履修生に対しては，単位を与えることができる。
３　科目等履修生については，関係の学部規則及び研究科規則で定める。
（聴講生，研究生及び専攻生）

第81条 本学が開設する１又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは，聴講生として許可
することがある。
２　特定の事項について研究しようとする者があるときは，研究生として許可することがある。
３　本学学部卒業者で，特定の専門事項について攻究しようとする者があるときは，専攻生として許可
することがある。
４　聴講生，研究生及び専攻生については，それぞれ関係の学部規則，研究科規則及び専攻生規則で定
める。
（授業料の納期）

第82条 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻生の授業料については，
それぞれの在学予定期間に応じ，３か月分又は６か月分に相当する額を当該期間における当初の月に
納付するものとし，在学予定期間が３か月未満又は６か月未満であるときは，その期間分に相当する
額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。
（外国人特別学生）

第83条 外国人で，第10条，第56条，第58条又は第59条の規定によらないで，外国人特別学生として本
学の学部又は大学院に入学を志願する者があるときは，教授会の議を経て許可する。
２　前項の学生で，学部又は大学院の課程を修了した者には，第49条又は第71条に定める学位を授与する。



第６章 授業料，入学料及び検定料の額
（授業料，入学料及び検定料の額）

第84条 本学の授業料，入学料及び検定料（以下「授業料等」という。）の額は，神戸大学における授業料，
入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程（平成16年４月１日制定）に定められた額とする。
（授業料等の不徴収）

第84条の２　国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年３月31日文部大臣裁定）に基づく国費外国人留
学生の授業料等については，前条の規定にかかわらず，不徴収とする。
２　特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については，第82条及び前条の規定にかかわらず，第78
条第１項又は第79条第１項の協定に基づき，不徴収とすることができる。
３　科目等履修生のうち，教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第22条第２項又は第３項の規定に
基づき本学に派遣された教育職員（以下「現職教育職員」という。）の入学料及び検定料については，
前条の規定にかかわらず，不徴収とすることができる。
４　聴講生及び研究生のうち，現職教育職員の授業料等については，第82条及び前条の規定にかかわら
ず，不徴収とすることができる。
５　学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生，聴講生又は研究生として入学した本学の附属学校
教員の授業料等は，第82条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。
６　外国人特別学生の授業料等については，学長が認めたときは，前条の規定にかかわらず，不徴収と
することができる。

第７章 教育職員免許状
（教員の免許状授与の所要資格の取得）

第85条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和24年法律第147
号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修得しなければ
ならない。
２　前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，関係の学部規則及び研
究科規則の定めるところによる。

附　則（平成28年３月22日）
１　この規則は，平成28年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成28年４月１日以後において
在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の第26条の規定にかかわ
らず，なお従前の例による。
３　科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション専攻及び別表の改正規定により入学定員を
改める博士課程前期課程の専攻の平成28年度の総定員は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別
表に掲げるとおりとする。
附　則（平成28年６月21日）

この規則は，平成28年６月21日から施行し，改正後の神戸大学教学規則の規定は，平成28年４月１日か
ら適用する。



附　則（平成29年３月21日）
１　この規則は，平成29年４月１日から施行する。
２　国際文化学部国際文化学科並びに発達科学部人間形成学科，人間行動学科，人間表現学科及び人間
環境学科は，改正後の第３条の規定にかかわらず，平成29年３月31日に当該学科に在学する者が当該
学科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。
３　国際人間科学部及び別表の改正規定により入学定員を改める学科の平成29年度から平成31年度まで
の総定員並びに学部の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第１のとおりと
する。
４　別表の改正規定により入学定員を改める専攻の平成29年度から平成31年度までの総定員及び博士課
程の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第２のとおりとする。

附則別表第１（附則第３項関係）

年　度 区　　　分 総　定　員

平成29年度

文学部 人文学科 445

国際人間科学部

グローバル文化学科 140
発達コミュニティ学科 100
環境共生学科 80
子ども教育学科 50
学部計 370

理学部

数学科 103
化学科 105
生物学科 85
学部計 623

工学部

建築学科 363
市民工学科 243
電気電子工学科 363
機械工学科 403
応用化学科 406
情報知能工学科 407
学部計 2,225

農学部

食料環境システム学科 141
資源生命科学科 214
生命機能科学科 255
学部計 630

全学部合計 10,638



年　度 区　　　分 総　定　員

平成30年度

文学部 人文学科 430

国際人間科学部

グローバル文化学科 280
発達コミュニティ学科 200
環境共生学科 160
子ども教育学科 100
学部計 740

理学部

数学科 106
化学科 110
生物学科 90
学部計 636

工学部

建築学科 366
市民工学科 246
電気電子工学科 366
機械工学科 406
応用化学科 412
情報知能工学科 414
学部計 2,250

農学部

食料環境システム学科 142
資源生命科学科 216
生命機能科学科 262
学部計 640

全学部合計 10,621

平成31年度

文学部 人文学科 415

国際人間科学部

グローバル文化学科 420
発達コミュニティ学科 300
環境共生学科 240
子ども教育学科 150
学部計 1,120

理学部

数学科 109
化学科 115
生物学科 95
学部計 649

工学部

建築学科 369
市民工学科 249
電気電子工学科 369
機械工学科 409
応用化学科 418
情報知能工学科 421
学部計 2,275

農学部

食料環境システム学科 143
資源生命科学科 218
生命機能科学科 269
学部計 650

全学部合計 10,604



附則別表第２（附則第４項関係）

年度 区分

総定員
博士課程

前期 後期
専攻別 専攻別 専攻別

平成29年度

経済学研究科 経済学専攻 64
医学研究科 医科学専攻 334
海事科学研究科 海事科学専攻 135

国際協力研究科
国際開発政策専攻 26
地域協力政策専攻 26
研究科計 73

全博士課程合計 2,427 893 334

平成30年度

経済学研究科 経済学専攻 62
医学研究科 医科学専攻 356

国際協力研究科
国際開発政策専攻 25
地域協力政策専攻 25
研究科計 71

全博士課程合計 889 356

平成31年度
医学研究科 医科学専攻 378
全博士課程合計 378

　　　附　則（平成30年３月30日）

１　この規則は，平成30年４月１日から施行する。

２　法学研究科理論法学専攻及び政治学専攻は，改正後の神戸大学教学規則（以下「新規則」という。）

第４条第１項の規定にかかわらず，平成30年３月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学し

なくなる日までの間，存続するものとする。

３　平成30年度の医学部及び医学部保健学科の総定員並びに全学部総定員は，新規則別表の規定にかか

わらず，附則別表第１に掲げるとおりとする。

４　平成30年度から平成31年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び全博士

課程の総定員の合計は，新規則別表の規定にかかわらず，附則別表第２に掲げるとおりとする。



附則別表第２（附則第４項関係）

分区度年

総定員
博士課程

前期 後期
専攻別 専攻別
37

118

2,412

平成30年度

18
100
20
20
85

22
17
32
73
10

36
98
19
19
83
20
16
31
71
20

法学政治学専攻
経営学専攻
生物学専攻
惑星学専攻
研究科計
保健学専攻
計算科学専攻
食料共生システム学専攻
生命機能科学専攻
研究科計
科学技術イノベーション専攻

法学政治学専攻
経営学専攻
生物学専攻
惑星学専攻
研究科計
計算科学専攻
食料共生システム学専攻
生命機能科学専攻
研究科計
科学技術イノベーション専攻

法学研究科
経営学研究科

理学研究科

保健学研究科
システム情報学研究科

農学研究科

科学技術イノベーション研究科
全博士課程合計
法学研究科
経営学研究科

理学研究科

システム情報学研究科

農学研究科

科学技術イノベーション研究科

平成31年度

附則別表第１（附則第３項関係）

員　定　総分　　　区度　年

平成30年度
056保健学科部学医

学部計 1,275
775,01計合部学全



別表　収容定員

　　１　学　　部

区　　　　　分
入学定員 ２年次編入学定員３年次編入学定員 総定員

学科別 計 学科別 計 学科別 計 学科別 計

004004001001科学文人部学文

国際人間
科 学 部

グ ロ ー バ ル 文 化 学 科 140

370

560

1,500
01455001科学ィテニュミコ達発

6233308科学生共境環

4022205科学育教もど子

法 学 部 法 律 学 科 180 180 20 20 760 760

経済学部 経 済 学 科 270 270 20 20 1,120 1,120

経営学部 経 営 学 科 260 260 20 20 1,080 1,080

理 学 部

数 学 科 28

153

学科

共通

25

25

112

662

04153科学理物

02103科学化

00152科学物生

04153科学星惑

医 学 部

医 学 科 100

260

5

5

625

1,265
保健学科

08攻専学護看

640
検査技術科学専攻 40

理学療法学専攻 20

作業療法学専攻 20

工 学 部

建 築 学 科 93

565

学科

共通

20

20

372

2,300

25236科学工民市

27339科学工子電気電

214301科学工械機

424601科学化用応

824701科学工能知報情

農 学 部

食料環境システム学科 36

160

学科

共通

10

10

144

66002255科学科命生源資

67296科学科能機命生

海事科学部

グローバル輸送科学科 80

200

学科

共通

10

10

320

82006104科学科ムテスシ全安洋海

02308科学グンリアニジンエンリマ

合　　　　　　　　計 2,518 5 135 10,567



　　２　大 学 院

区　　　　　　分

入　　　　学　　　　定　　　　員 総　　　　　　定　　　　　　員

修士課程
博　　士　　課　　程 専 門 職

学位課程 修士課程
博　　士　　課　　程 専 門 職

学位課程期　　後期　　前期　　後期　　前

別
攻
専

計
別
攻
専

計
別
攻
専

計
別
攻
専

計
別
攻
専

計
別
攻
専

計
別
攻
専

計
別
攻
専

計
別
攻
専

計
別
攻
専

計

人文学研究科
文化構造専攻 17

44
8

20
34

88
24

60
63452172攻専態動会社

国際文化学
研 究 科

文化相関専攻 18
47

6
15

36
94

18
45

グローバル文化専攻 7285992

人間発達環境
学 研 究 科

人間発達専攻 51

91

11

17

102

178

33

51（１年履修コース） 44

8127663攻専学境環間人

法学研究科
法学政治学専攻 3737 18 18 74 74 54 54

96 96

0420420808攻専律法務実

経済学研究科 060666166102023838攻専学済経

経営学研究科
20120123231515攻専学営経

8318319696攻専学営経代現

理学研究科

数 学 専 攻 22

122

4

27

44

244

12

18

18

81

5184542攻専学理物

8165682攻専学化

84642攻専学物生

84642攻専学星惑

医学研究科
バイオメディカル
サイエンス専攻 05055252

004004001001攻専学科医

保健学研究科 575782182152524646攻専学健保

工学研究科

建 築 学 専 攻 64

316

8

42

128

632

24

126

8148624攻専学工民市

電気電子工学専攻 42821846

032510167攻専学工械機

030410107攻専学化用応

シ ス テ ム
情報学研究科

システム科学専攻 28

73

3

12

56

146

9

36924312攻専学科報情

8184642攻専学科算計

農学研究科

食 料 共 生
システム学専攻 26

40 40 308080 3010 10

120

5

23

52

240

15

69資源生命科学専攻 4248824

生命機能科学専攻 034010125

海事科学研究科 333305105111115757攻専学科事海

国際協力研究科

国際開発政策専攻 26

70

8

23

52

140

24

69国際協力政策専攻 1244722

地域協力政策専攻 4244822

科 学 技 術 イノ
ベーション研究科

科学技術イノ
ベーション専攻

合　　　　　　計 25 1,233 295 100 149 50 2,462 885 400 378



２　神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム規則
（平成25年10月29日制定）
改正　　　　　　　　　
平成27年３月31日　　　
平成28年２月23日　　　

 平成29年３月31日　　　
（趣旨）

第 1条 この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定）第77条の２第３項の規定に基づき，
神戸大学において実施する神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム（以下「プログラム」とい
う。）に関し必要な事項を定めるものとする。
（プログラムの目的）

第 2条 プログラムは，EU（欧州連合（European Union）をいう。以下同じ。）に関連した専門的知
識，学際的知識及び異文化への深い理解とコミュニケーション能力を有し，日本とEUが抱える共通
の諸課題に取り組む意志力と問題解決能力を備えた専門的人材を学士課程及び博士課程前期課程（以
下「前期課程」という。）を通じて養成することを目的とする。
（対象とする学生及びプログラムの構成）

第 3条 プログラムは，国際人間科学部，法学部及び経済学部並びに国際文化学研究科，法学研究科及
び経済学研究科に所属する学生に履修させることができる。
２　プログラムは，学部プログラム及び大学院プログラムにより構成するものとする。
（プログラム責任者）

第 4条 プログラムにプログラム責任者を置き，国際連携推進機構国際教育総合センター長をもって充
てる。
２　プログラム責任者は，プログラムに関する事項を総括する。
（標準履修年限）

第 5条 学部プログラムにおける標準履修年限は，学部第２年次から第４年次までの３年間とする。
２　大学院プログラムの標準履修年限は，前期課程の２年間とする。
（学部プログラムの履修申請）

第 6条 学部プログラムの履修を希望する者（以下「学部履修志願者」という。）は，所定の期日まで
に履修申請書を所属する学部の長を経て，プログラム責任者に提出しなければならない。
（学部プログラムの履修許可）

第 7条 プログラム責任者は，学部履修志願者に対する所属学部の選考を経て，履修者を決定する。
（大学院プログラムの履修申請）

第 8条 大学院プログラムの履修を希望する者（以下「大学院履修志願者」という。）は，所定の期日
までに履修申請書を所属する研究科の長を経て，プログラム責任者に提出しなければならない。
（大学院プログラムの履修許可）

第 9条 プログラム責任者は，大学院履修志願者に対する実施研究科の選考を経て，履修者を決定する。



（授業科目等）
第10条 学部プログラム及び大学院プログラムの授業科目及び単位数等は，別に定める。
（指導教員）

第11条 大学院プログラムの研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は，大学院プログ
ラムを担当する所属研究科の教授及び准教授並びに客員教授及び客員准教授とする。ただし，必要が
あるときは，神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム運営会議（以下「運営会議」という。）が
認めた所属研究科の講師又は助教をもって充てることができる。
（履修届の提出）

第12条 第７条の規定により履修者として決定された者 （以下「学部履修学生」という。）は，授業科
目の履修に当たり，学期の初めに所定の履修届を所属学部の長を経て，プログラム責任者に提出しな
ければならない。
２　第９条の規定により履修者として決定された者（以下「大学院履修学生」という。）は，授業科目
の履修に当たり，指導教員の承認を得て，学期の初めに所定の履修届を所属研究科の長を経て，プロ
グラム責任者に提出しなければならない。
（大学院授業科目の履修）

第13条 学部履修学生は，実施研究科への進学及び大学院プログラムの履修を希望している場合に限り，
別に定める大学院プログラムの授業科目を履修することができる。
 （海外協定校への留学）

第14条 学部履修学生は，原則として学部３年次後期に１学期間，所属学部と外国の学部との協定に基
づき，EU圏の大学に留学し，当該大学で提供される授業科目を履修しなければならない。
２　大学院履修学生は，原則として前期課程１年次後期から２年次前期までの２学期間，所属研究科と
外国の大学院とのダブルディグリー協定に基づき，EU圏の大学に留学し，当該大学院の修士課程に
在籍し，当該大学院で提供される授業科目を履修しなければならない。
（学部プログラムの修了要件等）

第15条 学部プログラムの修了要件は，第10条に規定する授業科目から32単位以上を修得し，かつ，前
条第１項に規定する外国の大学において４単位以上を修得しなければならない。
２　学部プログラムの修了認定は，運営会議の議を経るものとする。
（大学院プログラムの修了要件等）

第16条 大学院プログラムの修了要件は，第10条に規定する授業科目から30単位以上を修得し，かつ，
必要な研究指導を受けた上，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合
格することとする。
２　大学院プログラムの修了認定は，運営会議の議を経るものとする。
（修了証書）

第17条 学部プログラムを修了した者及び大学院プログラムを修了した者には，修了証書を授与する。
（学位の授与）

第18条 学位審査及び学位の授与については，神戸大学学位規程（平成16年４月１日制定）及び実施研
究科の定めるところによる。

大学院プログラムの修了要件は，第10条に規定する授業科目から30単位以上を修得し，かつ，

第14条第２項に規定する外国の大学院の修士課程を修了し，かつ必要な研究指導を受けた上，修士論

文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。



（履修の辞退）
第19条 学部履修学生又は大学院履修学生がプログラムの履修の辞退を特に希望する場合は，プログラ
ム責任者に願い出て，許可を得なければならない。
（各学部規則及び各研究科規則の適用関係）

第20条 この規則に定めるもののほか，修学上の必要な事項については，所属学部が定める学部規則又
は所属研究科が定める研究科規則の規定によるものとする。
（雑則）

第21条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，運営会議の議を経て，プ
ログラム責任者が定める。

　　　附　則
　この規則は，平成25年11月１日から施行する。
　　　附　則（平成27年３月31日）
　この規則は，平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成28年２月23日）
　この規則は，平成28年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成29年３月31日）
１　この規則は，平成29年４月１日から施行する。
２　国際文化学部が存続する間，改正後の第３条第１項中「国際人間科学部」とあるのは，「国際文化
学部，国際人間科学部」と読み替えるものとする。
　　附　則（平成29年10月31日）

この規則は，平成29年11月１日から施行する。



２ 神戸大学共通細則

（平成１６年４月１日制定）

（入学志願）

第１条 入学志願者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。

入 学 願 書

出身学校長の調査書又はこれに代わる書類

写 真

その他の書類

（合否の判定）

第２条 入学試験の合否の判定は，学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる書類の成績等を

総合して教授会が行う。

（宣 誓）

第３条 入学者は，次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。

私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規律を守ることを誓います。

（成 績）

第４条 授業科目の成績は，１００点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及び可を合格，不

可を不合格とする。

秀 （９０点以上）

優 （８０点以上９０点未満）

良 （７０点以上８０点未満）

可 （６０点以上７０点未満）

不可（６０点未満）

２ 秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。

� 秀 学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。

� 優 学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。

� 良 学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。

� 可 学修の目標を達成している。

� 不可 学修の目標を達成していない。

（学 生 証）

第５条 学生は，学生証の交付を受け，これを携行し本学職員の請求があったときは，いつでも，これ

を提示しなければならない。

２ 学生証は，入学したときに学長が発行する。

３ 学生証を携帯しない場合には，教室，研究室，図書館その他学内施設の利用を許さないことがある。

４ 学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき，又は休学等によりその有効期間が経過

したときは，速やかに発行者に届け出て再交付を受けなければならない。

３　神戸大学共通細則



５ 学生は，卒業，退学等により学籍を離れた場合は，速やかに学生証を発行者に返納しなければなら

ない。

６ 学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとする。

（欠 席 届）

第６条 学生が，３週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科長に提出しなけ

ればならない。

（学生登録票）

第７条 学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出しなければならな

い。

（身上異動・住所変更届）

第８条 学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所（保護者等の住所等を含む。）を

変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長に提出しなければならない。

第９条 大学院における入学志願及び合否の判定については，第１条及び第２条の規定にかかわらず，

各研究科において定めるものとする。

２ 大学院における授業科目の成績については，第４条に定めるもののほか，必要があると認めるとき

は，各研究科において定めることができる。

（健康診断）

第１０条 学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。

（様 式）

第１１条 諸願届等の様式は，別紙のとおりとする。

　　　附　則（平成28年３月31日）
　この細則は，平成28年４月１日から施行する。

第 6条 学生が，２週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科長に提出しなけ
ればならない。







注　疾病の場合，診断書を添付のこと。



３ 神戸大学学位規程

（平成１６年４月１日制定）

（趣 旨）

第１条 学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条第１項の規定により，神戸大学（以下「本学」と

いう。）が授与する学位については，神戸大学教学規則（平成１６年４月１日制定。以下「教学規則」

という。）に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。

（学 位）

第２条 本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。

（学士の学位の授与の要件）

第３条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。

（修士の学位の授与の要件）

第４条 修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。

� 本学大学院研究科（以下「研究科」という。）の修士課程を修了した者

� 研究科の博士課程の前期課程を修了した者

（博士の学位の授与の要件）

第５条 博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。

２ 博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。

� 研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。（この確認を以下

「学力の確認」という。）

� 研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。

（専門職学位の授与の要件）

第６条 専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。

� 研究科の専門職大学院の課程（次号の課程を除く。）を修了した者

� 研究科の法科大学院の課程を修了した者

（研究科の在学者の論文等提出手続）

第７条 研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第６７条に規定する特定の課題についての研究の成

果は，当該研究科長に提出するものとする。

２ 博士論文は，学位論文審査願，論文日録及び履歴書とともに提出しなければならない。

３ 学位論文は，修士の場合は１編，１通を，博士の場合は１編，３通を提出するものとする。ただし，

参考として他の論文を付加して提出することを妨げない。

４ 審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しくは標本等の資

料その他を提出させることがある。

５ 第１項に定める研究の成果（以下「研究の成果」という。）の提出に関することは，各研究科にお

いて別に定める。

（研究科の在学者の論文等審査）

４　神戸大学学位規程



第８条 研究科長は，前条の規定による博士論文の提出があったときは，教授会において当該研究科の

教授のうちから２人以上の審査委員を選定して，博士論文の審査を行わせるものとする。

２ 研究科長は，前条の規定による修士論文又は研究の成果の提出があったときは，教授会において当

該研究科の教授及び准教授のうちから２人以上の審査委員を選定して，修士論文又は研究の成果の審

査を行わせるものとする。ただし，少なくとも教授１人を含めなければならない。

３ 教授会において審査のため必要があると認めるときは，博士論文の審査にあっては第１項の審査委

員のほか，当該研究科の教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を，修士

論文又は研究の成果の審査にあっては前項の審査委員のほか，当該研究科の教授及び准教授以外の研

究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。

４ 教授会において審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授以外の者（修士論文又は

研究の成果の審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授及び准教授以外の者）にも調

査を委嘱することができる。

（研究科の在学者の最終試験）

第９条 審査委員及び前条第４項の規定により調査を委嘱された者は，学位論文又は研究の成果を中心

として，これに関連ある科目について，筆答又は口頭により最終試験を行う。

２ 最終試験の期日は，その都度公示する。

（博士課程を経ない者の学位論文の提出手続）

第１０条 第５条第２項の規定による学位申請者の学位論文は，論文審査料５７，０００円を添え，学位申請書，

論文目録及び履歴書とともに，その申請に応じた研究科長を経て学長に提出するものとする。

２ 本条の規定による論文の提出については，第７条第３項及び第４項の規定を準用する。

（博士課程を経ない者の論文審査及び試験）

第１１条 学長は，前条第１項の規定による学位論文の提出があったときは，当該研究科長にその論文の

審査を付託し，研究科長は，第８条の規定に準じて論文の審査を，第９条の規定に準じて試験を行わ

せるものとする。

２ 前項の学位論文は，それを受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。ただし，特別の

理由があるときは，教授会の議決により審査期限を延長することができる。

（博士課程を経ない者の学力の確認）

第１２条 第１０条第１項の規定による学位論文の提出があったときは，教授会は，学位申請者の学力の確

認を行う。

２ 学力の確認は，筆答又は口頭による試問の結果に基づいて行う。ただし，学位申請者の学歴，業績

等に基づいて学力の確認を行うことができる場合は，試問を省略することができる。

３ 学力の確認のため必要があるときは，学位申請者にその著書，論文その他を提出させることがある。

４ 教授会が学力の確認の議決をする場合には，第１５条第２項の規定を準用する。

（退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認）

第１３条 研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な博士論文の

作成等に対する指導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の授与を受けようとするときは，前

３条の規定による。

２ 前項に該当する者が，退学後５年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第５条第１項に

2 　前項の学位論文は，それを受理した日から１年以内に審査を終了するものとする。ただし，特別の
理由があるときは，研究科長は，教授会の議を経て審査期限を延長することができる。
（博士課程を経ない者の学力の確認）

第12条 研究科長は，前条第１項の規定により学長から論文審査を付託されたときは，教授会において
学位申請者の学力の確認を行わせるものとする。



該当する者と同等以上の学力を有するものとみなす。

（論文及び審査料の不返還）

第１４条 提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを問わず返還しない。

２ 提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。

（修士及び博士の学位授与の審議）
第15条 研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報告に基づいて，
また第12条の規定により学力を確認された者及び第13条第２項に該当する者については，論文審査及
び試験の結果報告に基づいて，教授会において学位を授与すべきか否かの審議を行わせるものとする。
２　前項の教授会は，当該教授会構成員の３分の２以上の出席があることを要し，学位を授与すべきも
のと議決するには，無記名投票の方法により，出席者の３分の２以上の賛成があることを要する。
（学位授与の申請）

第16条 研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきものについて，教授会の議
を経て，学長に申請するものとする。
２　前項の申請に当たっては，次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。
⑴　授与しようとする学位（専攻分野の名称を付記したもの）
⑵　授与しようとする年月日
⑶　博士の場合は，第５条第１項又は第２項のいずれの規定によるかの別
⑷　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨
⑸　博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項
⑹　第５条第２項による博士の場合は，学力の確認の結果及び学力の確認を担当した機関に関する事項
３　研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきでない者については，教授会の
議を経て，その旨を学長に申請するものとする。
（学位の授与）

第17条 学長は，第３条に規定する者に対しては，学位記を交付して学士の学位を授与する。
２　学長は，前条に規定する申請に基づき，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与をすべきか
否かを決定し，当該学位を授与すべきものと決定した者に対しては，学位記を交付して当該学位を授
与し，当該学位を授与できないと決定した者に対しては，その旨を通知する。
３　前項の規定により博士の学位を授与したときは，学位簿に登録し，文部科学大臣に報告する。
（審査要旨の公表）

第18条 本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から３月以内に，当該博
士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公
表する。
（学位論文の公表）

第19条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から１年以内に，当該博士の学
位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既
に公表したときは，この限りではない。
２　前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，当該教授会の議を経て，やむを得ない理
由があると認められた場合は，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約した



ものを公表することができる。この場合において，本学は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供
するものとする。
３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は，原則として神戸大学学術成果リポジ
トリの利用により行うものとする。
（専攻分野等の名称）

第20条 学士の学位を授与するに当たっては，別表第１に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
２　修士又は博士の学位を授与するに当たっては，別表第２に掲げる専攻分野の名称を付記するものと
する。
３　専門職学位の名称は，別表第３に掲げるとおりとする。
４　別表第４に掲げる学位プログラムを修了した者に修士の学位を授与するに当たっては，第２項に規
定する専攻分野の名称とともに，当該学位プログラムの名称を付記するものとする。
（学位の名称）

第21条 本学において学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，神戸大学の文字を付記す
るものとする。
（修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し）

第22条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により当該学位の授与
を受けた事実が判明したときは，学長は，当該教授会及び神戸大学大学教育推進委員会の議を経て，
その学位を取り消し，学位記を返還させ，かつ，その旨を公表する。
２　修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があったときは，
前項の規定に準じてその学位を取り消すことができる。
３　教授会が前２項の規定による議決をする場合には，第15条第２項の規定を準用する。
（様　　式）

第23条 学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。
（補　　則）

第24条 この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。

　　　附　則（平成28年３月22日）
　この規程は，平成28年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成29年３月21日）
１　この規程は，平成29年４月１日から施行する。
２　この規程施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成29年４月１日以後において
在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の別表第１の規定にかか
わらず，なお従前の例による。

　　附　則（平成30年３月30日）

この規程は，平成30年４月１日から施行する。



別表第１（第20条第１項関係）
学士の学位に付記する専攻分野の名称

学 部 名 等 専 攻 分 野 の 名 称
文学部 文学
国際人間科学部 学術又は教育学
法学部 法学
経済学部 経済学
経営学部 経営学又は商学
理学部 理学
医学部医学科 医学
医学部保健学科 看護学，保健衛生学又は保健学
工学部 工学
農学部 農学
海事科学部 海事科学

別表第２（第20条第２項関係）
修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称

研 究 科 名 専 攻 分 野 の 名 称
修　　士 博　　士

人文学研究科 文学 文学又は学術
国際文化学研究科 学術 学術
人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学
法学研究科 法学又は政治学 法学又は政治学
経済学研究科 経済学 経済学
経営学研究科 経営学又は商学 経営学又は商学
理学研究科 理学 理学又は学術
医学研究科 バイオメディカルサイエンス 医学
保健学研究科 保健学 保健学
工学研究科 工学 工学又は学術
システム情報学研究科 システム情報学又は工学 システム情報学，工学，学術又は計算科学
農学研究科 農学 農学又は学術
海事科学研究科 海事科学 海事科学，工学又は学術
国際協力研究科 国際学，経済学，法学又は政治学 学術，法学，政治学又は経済学
科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション

別表第３（第20条第３項関係）
専門職学位の名称

研 究 科 名 学 位 の 名 称
法学研究科 法務博士（専門職）
経営学研究科 経営学修士（専門職）

別表第４（第20条第４項関係）
ＥＵエキスパート人材養成プログラム

科学技術イノベーション
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４ 神戸大学学生表彰規程

（平成１７年２月１７日制定）

（趣　　旨）
第 1条 この規程は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定）第55条第２項の規定に基づき，神戸
大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
（表彰の基準）

第 2条 表彰は，学生及び学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。
⑴　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
イ　国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
ロ　その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
⑵　本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において優秀な成績を修め，
又は高い評価を受けたもの
ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
⑶　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
イ　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受けた
もの
ロ　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を受ける等社会
的に特に高い評価を受けたもの
ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
⑷　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
（表彰候補者の推薦）

第 3条 各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれかに該当すると認
められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合は，別記様式第１により学長
に推薦するものとする。
（被表彰者の選考及び決定）

第 4条 学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会の議を経て，表
彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。
（表彰の方法）

第 5条 表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。
２　前項の表彰状に添えて，記念品を贈呈することができる。
（表彰の時期）

第 6条 表彰は，被表彰者が決定された後，速やかに行うものとする。ただし，第２条第２号に該当す
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る表彰については，原則として毎年３月に行うものとする。
（事　　務）

第 7条 表彰に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。
（雑　　則）

第 8条 この規程に定めるもののほか，学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は，別に定め
る。
　　　附　則（平成23年３月31日）
　この規程は，平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成25年６月25日）
　この規程は，平成25年７月１日から施行する。

　別記様式第１，第２（略）



５ 神戸大学学生懲戒規則

（平成１６年４月１日制定）

（趣 旨）

第１条 この規則は，神戸大学教学規則（平成１６年４月１日制定）第５５条の２（第７２条において準用す

る場合を含む。）に規定する学生の懲戒について必要な事項を定めるものとする。

（懲 戒）

第２条 懲戒は，本学の規定に違背し，学生としての本分を守らない者があるときに行われるものとする。

（懲戒の内容）

第３条 懲戒の内容は，次のとおりとする。

� 訓告 文書により注意を与え，将来を戒めること。

� 停学 有期又は無期とし，この間の登校及び次の行為を禁止すること。

イ 本学の施設及び設備を利用すること（本学が発行したアカウントを用いて，本学の管理する電

子計算機及び情報ネットワーク機器を利用することを含み，特に退去を命ぜられない限り，本学

の学生寮又は外国人留学生宿舎に居住することを除く。）。

ロ 本学の公認課外活動団体の活動に参加すること。

� 懲戒退学 命令により退学させ，再入学を認めないこと。

（懲戒の発議）

第４条 懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の所属学部の教授

会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の要否等について審議するもの

とする。

２ 学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要があると認めるときは，教授会に対し意

見を述べることができる。

３ 教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及び懲戒処分案

を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。

（複数の学部に係わる場合の懲戒手続）

第５条 懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部に所属する複数の学生によって引き起こされた場合

は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し，調整するものとする。

（弁 明）

第６条 教授会は，第４条第１項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨を告知し，口頭

又は文書による弁明の機会を与えなければならない。

２ 当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとともに，補佐人

を指名し，その補佐を受けることができる。

３ 弁明の機会を与えられたにもかかわらず，正当な理由もなく当該学生が欠席し，又は弁明書を提出

しなかった場合は，この権利を放棄したものとみなす。

（懲戒処分の決定）

第 4条 懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，当該行為を行った学生の所属学部又は研
究科の教授会（以下「教授会」という。）は，その事実関係を調査し，懲戒処分の要否等について審
議するものとする。
２　学長が指名した理事は，前項の調査及び審議に際し，必要に応じて，教授会に対し意見を述べるこ
とができる。
３　教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及び懲戒処分案
を作成し，学長に懲戒の発議を行わなければならない。
（複数の学部又は研究科に係わる場合の懲戒手続）

第 5条 懲戒の対象となりうる行為が，異なる学部又は研究科に所属する複数の学生によって引き起こ
された場合は，教授会は，事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し，調整するものとする。

６　神戸大学学生懲戒規則



第７条 学長は，第４条第３項により教授会から発議があったときは，教育研究評議会（以下「評議会」

という。）の議を経て，懲戒処分を決定する。

２ 評議会は，前項の審議において必要があると認め，改めて事実関係の調査及び審議を行う場合にお

いては，前条の規定を準用する。

（懲戒処分の通知）

第８条 学長は，懲戒処分を決定した場合は，当該学生に通知しなければならない。

２ 懲戒処分の通知は，処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより行う。ただし，

交付の不可能な場合には，他の適当な方法により通知する。

（懲戒の発効）

第９条 懲戒の発効日は，懲戒処分書の交付日とする。ただし，やむをえない場合は，この限りでない。

（無期停学の解除）

第１０条 教授会は，無期停学の学生について，その発効日から起算して６月を経過した後，停学の解除

が妥当であると認めたときは，学長に停学の解除を発議することができる。

２ 学長は，前項の発議に基づき，停学を解除する。

（異議申立て）

第１１条 懲戒処分を受けた者は，事実誤認，新事実の発見その他の正当な理由があるときは，懲戒の発

効日から起算して１４日以内に，文書により学長に異議申立てを行うことができる。

２ 学長は，前項の異議申立てがあったときは，再審査の要否を評議会に付議するものとする。

３ 評議会が再審査の必要があると認めたときは，学長は，教授会に再審査を要請するものとする。

　　　附　則（平成22年３月23日）
　この規則は，平成22年４月１日から施行し，改正後の神戸大学学生懲戒規則の規定は，施行日以後に
第７条第１項の規定により決定される懲戒処分から適用する。
　　　附　則（平成27年３月31日）
　この規則は，平成27年４月１日から施行する。



６ 神戸大学学生懲戒規則に関する申合せ

（平成１６年４月１日教育研究評議会決定）

神戸大学学生懲戒規則に定める手続の適正化，透明化を図るに当っては，懲戒処分に該当する行為そ

れ自体もあらかじめ明確に特定しておくことが望まれることから，次の申合せを行うものとする。

１ 懲戒の対象となりうる行為は，次の行為とする。

� 学生の本分に反する重大な犯罪行為

� 本学の教職員又は学生に対する暴力行為

� 本学の施設・設備への重大な破壊行為

� 本学の教育・研究活動に重大な妨害行為

� その他前各号に準ずる行為

２ 教育研究機関としての大学のなす懲戒は，教育的な配慮から慎重に行わなければならず，学生の自

主的な活動に対しては，特に慎重な配慮が加えられなければならない。

３ 申合せ第１項は，懲戒対象行為を限定し，その明確化を図ることを旨とし，従来了解されてきたそ

の範囲を拡大するものではない。

７　神戸大学学生懲戒規則に関する申合せ



８　神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関する規程

 （平成16年４月１日制定）

（趣　　旨）
第 1条 この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成16年４月１日制定）第52条の規定に基づき， 
神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に関し必要な事 
項を定めるものとする。
（授業料，入学料及び検定料の額）

第 2条 本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学料（幼稚園にあっ 
ては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　分 授　　業　　料 入学料 検定料

学部 年額　535, 800円 282, 000円 17, 000円

大学院の研究科（法学研究科 
実務法律専攻を除く。） 年額　535, 800円 282, 000円 30, 000円

法学研究科実務法律専攻 年額　804, 000円 282, 000円 30, 000円

乗船実習科 6か月につき　267, 900円 169, 200円 18, 000円

幼稚園 年額　73, 200円 31, 300円 1, 600円

中等教育学校の後期課程 年額　115, 200円 56, 400円 9, 800円

特別支援学校の高等部 年額　4, 800円 2, 000円 2, 500円

科目等履修生・聴講生 1単位につき　14, 800円 28, 200円 9, 800円

研究生 月額　29, 700円 84, 600円 9, 800円

特別聴講学生 １単位につき　14, 800円

特別研究学生 月額　29, 700円



２　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第22条第４項（教学規則第72条において準用する
場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的
に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は，当
該在学を認められた期間（以下「長期在学期間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項
に規定する授業料の年額に本学の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在
学期間の年数で除した額（その額に10円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）
とする。
３　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の選抜」という。）
を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及び次項において「第二段階目の
選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選
抜に係る額は4,000円とし，第二段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
４　法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の選抜
を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は7,000
円とし，第二段階目の選抜に係る額は23,000円とする。
５　小学校，中学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部において，入
学を許可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は，
次の表のとおりとする。

区　　　分 検　定　料

小 学 校 3, 300円

中学校及び中等教育学校の前期課程 5, 000円

特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 1, 000円

特 別 支 援 学 校 の 中 学 部 1, 500円

６　第１項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに前項に規定す 
る小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の入学を許可するため 
の選考等において，抽選等（以下この項において「試験等」という。）を行う場合の検定料の額につ 
いては，第１項及び前項の規定にかかわらず，抽選による選考等に係る額は，次の表の第２欄に掲げ 
るとおりとし，試験等に係る額は，同表の第３欄に掲げる額とする。

区　　　分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額

幼 稚 園 700円 900円

小 学 校 1, 100円 2, 200円

中等教育学校の前期課程 1, 300円 3, 700円

中等教育学校の後期課程 2, 400円 7, 400円

特別支援学校の小学部 500円 500円

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，その合格者

に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額に

ついては，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は4,000円とし，第二段階目の選

抜に係る額は13,000円とする。



特別支援学校の中学部 600円 900円

特別支援学校の高等部 700円 1, 800円

７　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，30,000円とする。

８　編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学者に係る額と 
同額とする。
９　大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第16条第１項ただし書の規定により，大学院研究科の 
修士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者の授業料の額について
は， 当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
（寄宿料の額）

第 3条 本学において徴収する寄宿料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　分 学生寮の名称 寄　 宿　料

居室が単身用の場合

住吉国際学生宿舎 月額 4, 700円

白鴎寮 月額 5, 900円

住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジ
デンス（単身室　床面積15㎡未満） 月額 18, 000円

インターナショナル・レジデンス（単身室　 床面積15
㎡以上） 月額 21, 000円

居室が世帯用の場合

国際交流会館（夫婦室） 月額 9, 500円

国際交流会館（家族室） 月額 11, 900円

インターナショナル・レジデンス（夫婦室） 月額 45, 000円

インターナショナル・レジデンス（家族室） 月額 49, 000円

２　この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　則（平成27年３月31日）
　この規程は，平成27年４月１日から施行する。

　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，30,000円とす

る。なお，編入学における書類選考による第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二段階目の

選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は

7,000円とし，第二段階目の選抜に係る額は23,000円とする。

　　附　則（平成30年３月30日）

この規程は，平成30年４月１日から施行する。



９ 交通機関の運休，気象警報の発表の場合における授業，定期試験の

 休講措置について

 平成28年１月27日　全学教務委員会　決定

　交通機関の運休及び気象警報の発表については，下記のとおり取り扱うものとする。

記

１．交通機関の運休の場合
〈１〉六甲台地区において開講する授業
　次の⑴から⑶のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業（定期試験を含む）を休
講とする。
⑴　ＪＲ西日本（神戸線）が運休した場合
⑵　阪急電鉄（神戸線）及び阪神電気鉄道（阪神本線）が同時に運休した場合
⑶　神戸市バス16系統及び36系統が同時に運休した場合
　ただし，次の場合は授業を実施する。
　①　午前６時までに，交通機関が運行した場合は，１時限目の授業から実施する。
　②　午前10時までに，交通機関が運行した場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。
　③　午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から実施する。

〈２〉楠地区において開講する授業
　次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業（定期試験を含む）を休
講とする。
⑴ 　ＪＲ西日本（神戸線），阪急電鉄（神戸線），阪神電気鉄道（阪神本線）が全て同時に運休した
場合
⑵　ＪＲ西日本（神戸線），神戸市営地下鉄（西神・山手線）が同時に運休した場合
　ただし，次の場合は授業を実施する。
　①　午前６時までに，交通機関が運行した場合は，１時限目の授業から実施する。
　②　午前10時までに，交通機関が運行した場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。
　③　午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から実施する。

〈３〉名谷地区において開講する授業
　次の⑴から⑶のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業（定期試験を含む）を休
講とする。
⑴　ＪＲ西日本（神戸線）が運休した場合
⑵　阪急電鉄（神戸線）及び阪神電気鉄道（阪神本線）が同時に運休した場合



⑶　神戸市営地下鉄（西神・山手線）が運休した場合
　ただし，次の場合は授業を実施する。
　①　午前６時までに，交通機関が運行した場合は，１時限目の授業から実施する。
　②　午前10時までに，交通機関が運行した場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。
　③　午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から実施する。

〈４〉深江地区において開講する授業
　ＪＲ西日本（神戸線），阪急電鉄（神戸線），阪神電気鉄道（阪神本線）が全て同時に運休した場
合，当日のその後に開始する授業（定期試験を含む）を休講とする。
　ただし，次の場合は授業を実施する。
　⑴　午前６時までに，交通機関が運行した場合は，１時限目の授業から実施する。
　⑵　午前10時までに，交通機関が運行した場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。
　⑶　午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から 実施する。

２．気象警報の発表の場合
　神戸市に警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又は特別警報が発表された場合，当日のその後
に開始する授業（定期試験を含む）を休講とする。
　なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用する。
　ただし，次の場合は授業を実施する。
　⑴　午前６時までに，気象警報が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。
　⑵　午前10時までに，気象警報が解除された場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。
　⑶　午後２時までに，気象警報が解除された場合は，午後５時以降に開始する授業から 実施する。

３．休講の周知方法
　交通機関の運休又は気象警報の発表が事前に予想される場合は，学内掲示板，うりぼーネット，各
学部及び各研究科のホームページ等により，あらかじめ周知するものとする。

（注） １．交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により鉄道や道路が遮断されて
交通機関が運行休止になり，通学が困難な場合をいう。

 ２．気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」によるものとする。
 ３．気象警報の発表及び解除の確認は，テレビ・ラジオ・インターネット等の報道による。
 ４．演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。
 ５．このほか，必要な事項は各学部又は各研究科において別に定める。
 ６．この申合せは，平成28年４月１日から適用する。





１ 神戸大学大学院国際文化学研究科規則

（平成１９年３月２０日制定）

（趣 旨）

第１条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成１６年４月１日制定）及び神戸大学教学規則（平

成１６年４月１日制定。以下「教学規則」という。）に基づき，神戸大学大学院国際文化学研究科（以

下「研究科」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（研究科における教育研究上の目的）

第２条 研究科は，現代世界における異文化間の相互作用並びにグローバル化による文化の変容及びコ

ミュニケーションに関わる諸問題を学際的に究明することを教育研究上の目的とし，これらの問題に

深い異文化理解能力及び自在なコミュニケーション能力をもって対応し得る，豊かな学識及び創造的

な研究能力を備えた人材を養成する。

（課 程）

第３条 研究科の課程は，博士課程とする。

２ 博士課程は，これを前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後

期課程」という。）に区分し，前期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。

（専攻・講座及び教育研究分野）

第４条 研究科に置く専攻，講座及び教育研究分野は，別表第１のとおりとする。

（各専攻における教育研究上の目的）

第５条 各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，次のとおりとする。

� 文化相関専攻

異文化間の相互作用に関わる諸問題を文化の相対性を視座として究明することを教育研究上の目

的とし，前期課程においては，個別地域文化及び異文化間の相互作用について，幅広い専門的知識

及び基礎的な研究能力を持つ人材を養成し，後期課程においては，個別地域文化及び異文化間の相

互作用について，高度な専門的知識及び自立した研究能力を持つ人材を養成する。

� グローバル文化専攻

グローバル化による文化の変容及びグローバル化時代のコミュニケーションに関わる諸問題を究

明することを教育研究上の目的とし，前期課程においては，現代の様々な文化を通底するシステム

及び外国語運用を含む先端的コミュニケーションについて，幅広い専門的知識及び基礎的な研究能

力を持つ人材を養成し，後期課程においては，現代の様々な文化を通底するシステム及び外国語運

用を含む先端的コミュニケーションについて，高度な専門的知識及び自立した研究能力を持つ人材

を養成する。

（研究科長）

第６条 研究科に，研究科長を置く。

２ 研究科長は，研究科に関する事項を総括する。



（副研究科長）

第７条 研究科に，副研究科長３人を置く。

２ 副研究科長は，研究科長の職務を補佐する。

３ 副研究科長の選考に関し必要な事項は，別に定める。

（専 攻 長）

第８条 専攻に，専攻長を置く。

２ 専攻長は，当該専攻に関する事項を総括する。

３ 専攻長の選考に関し必要な事項は，別に定める。

（前期課程の入学資格）

第９条 前期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

� 大学を卒業した者

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第１０４条第４項の規定により学士の学位

を授与された者

� 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

� 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における１６年の課程を修了した者

� 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修

了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

⑹　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府
又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣
が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外
国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了す
ること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた
ものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 
⑺　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
⑻　文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）
⑼　法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，研究科において，大学院における
教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑽　研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者で，22歳に達したもの
（前期課程への早期入学）

第10条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，研究科の定める単位を
優秀な成績で修得したと認めるものを，神戸大学大学院国際文化学研究科教授会（以下「教授会」と
いう。）の議を経て，入学させることができる。
⑴ 　大学に３年以上在学した者
⑵　外国において学校教育における15年の課程を修了した者



⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における15年の課程を修了した者
⑷　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修
了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
（後期課程の入学資格）

第11条 後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　修士の学位又は専門職学位を有する者
⑵　外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学
位に相当する学位を授与された者
⑷　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位
又は専門職学位に相当する学位を授与された者
⑸　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51年法
律第72号）第１条第２項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連
合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者
⑹　外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置
基準（昭和49年文部省令第28号）第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修
士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
⑺　文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）
⑻　本学において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の
学力があると認めた者で，24歳に達したもの
（進　　学）

第12条 神戸大学（以下「本学」という。）の大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，
引き続き後期課程に進学を希望する者については，選考の上，進学させる。
（再 入 学）

第13条 研究科を中途退学した者又は除籍された者が，再入学を志願するときは，教授会の議を経て，
入学を許可することがある。
２　再入学に関し必要な事項は，別に定める。
（選考方法）

第14条 入学志望者に対する選考は，学力検査，口頭試問等により行う。
（標準修業年限）

第15条 研究科の標準修業年限は，前期課程２年，後期課程３年の５年とする。
（在学年限）

第16条 学生は，前期課程にあっては４年，後期課程にあっては６年を超えて在学することはできない。
（教育方法）

第17条 研究科における教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」



という。）により行う。
（授業科目等）

第18条 研究科の授業科目及び単位数等は，別表第２のとおりとする。
２　前項に規定するもののほか，臨時に授業科目を開設することがある。ただし，その授業科目及び単
位数等は，開設の都度定める。
（単位の基準）

第19条 各授業科目の単位の計算は，次の基準による。
⑴　講義及び演習については，15時間の授業をもって１単位とする。
⑵　実習については，30時間の授業をもって１単位とする。 
（指導教員）

第20条 研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は，研究科担当の専任の教授及び准教
授並びに客員教授及び客員准教授とする。ただし，必要があるときは，教授会の議を経て，研究科担
当の専任の講師又は助教をもって充てることができる。
（教育プログラムの選択）

第21条 学生は，入学後，前期課程にあっては「研究者養成型プログラム」又は「キャリアアップ型プ
ログラム」，後期課程にあっては「コースワーク型教育プログラム」又は「プロジェクト型教育プロ
グラム」のいずれかを選択しなければならない。
２　前期課程にあっては，プログラムの変更を希望する者がある場合は，２年次の履修登録に際して，
教授会の議を経て教育プログラムを変更することがある。
（授業科目の履修）

第22条 学生は，授業科目の履修に当たり，指導教員の承認を得て，学期の初めに所定の履修届を研究
科長に提出しなければならない。
２　学生は，他の研究科の授業科目又は学部の授業科目を履修しようとするときは，指導教員の承認を
得て，研究科長を経て，当該研究科長又は学部長の許可を受けなければならない。
３　前項の規定により履修した他の研究科の授業科目について修得した単位は，教授会の議を経て，10
単位を限度として，第31条に規定する単位として認めることができる。ただし，後期課程においては
４単位を限度とする。
（他大学大学院の授業科目の履修）

第23条 学生は，教授会の議を経て，研究科と協定している他大学（外国の大学を含む。以下同じ。）
の大学院の授業科目を履修することができる。
２　前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基
づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
３　前２項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，教授会の議を経て，10単位を限度
として研究科において修得したものとみなし，第31条に規定する単位として認めることができる。た
だし，後期課程においては，４単位を限度とする。
（休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い）

第23条の２　学生が教授会の議を経て，休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院に
おいて履修した授業科目について修得した単位を，研究科において修得したものとみなすことができる。



２　前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生が休学期間中に協定に基づかずに
外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を，教授会の議を経て，研究科
において修得したものとみなすことができる。
３　前２項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第３項により研究科におい
て修得したものとみなす単位数と合わせて10単位を限度として，第31条に規定する単位として認める
ことができる。ただし，後期課程においては，４単位を限度とする。
（入学前の既修得単位の認定）

第24条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は，教授会の議を経て行う。
２　既修得単位の認定を受けようとする者は，指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなけれ
ばならない。
３　第１項の規定により認定された単位数は，転入学及び再入学の場合を除き，本学において修得した
単位以外のものについては，10単位を限度として，第31条に規定する単位として認めることができる。
ただし，後期課程においては４単位を限度とする。
（研究科以外の授業科目の認定制限）

第25条 第22条第３項，第23条第３項，第23条の２第３項及び前条第３項に規定する単位の認定できる
合計単位数は，第22条から前条までの規定にかかわらず，前期課程においては16単位を，後期課程に
おいては８単位を限度とする。
（他大学大学院等の研究指導）　

第26条 学生は，教授会の議を経て，研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等（外国の研究
機関を含む。）において研究指導を受けることができる。この場合において，当該研究指導を受ける
ことができる期間は，前期課程の学生にあっては１年，後期課程の学生にあっては２年を超えないも
のとする。
（留　　学）

第27条 学生は，第23条及び前条の規定に基づき，外国の大学院又は研究機関に留学しようとするとき
は，研究科長の許可を受けなければならない。
２　前項の規定により留学した期間は，標準修業年限に算入する。
（休　　学）

第28条 休学期間は，１年以内とする。ただし，特別な理由があるときは，研究科長は，更に１年を超
えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合に
おいて，これを更に延長しようとするときも，同様とする。
２　休学期間は，通算して，前期課程にあっては２年，後期課程にあっては３年を超えることはできない。
（単位の授与）

第29条 授業科目を履修し，試験に合格した者には，所定の単位を与える。
２　試験は，筆記試験，口頭試問又は研究報告等により行う。
（学位論文の審査及び最終試験）

第30条 学位論文の審査及び最終試験については，神戸大学学位規程（平成16年４月１日制定）及び神
戸大学学位規程国際文化学研究科細則（平成19年３月30日制定）の定めるところによる。



（成績評価基準）
第30条の２　教学規則第73条の２に規定する成績評価基準については，別に定める。
（課程の修了要件）

第31条 前期課程の修了要件は，前期課程に２年以上在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究
指導を受けた上，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格すること
とする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，前期課程に１年以上在学
すれば足りるものとする。
２　本研究科と協定を締結している外国の大学院とのダブル・ディグリープログラムによる交流学生（派
遣学生・受入学生）に係る前期課程の修了要件については，前項に定めるもののほか，別に定める。
３　博士課程の修了要件は，後期課程に３年以上在学し，14単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導
を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優
れた研究業績を上げたものについては，後期課程に１年（２年未満の在学期間をもって修士課程，前
期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足
りるものとする。
４　前３項の課程修了の認定は，教授会の議を経るものとする。
（長期にわたる教育課程の履修）

第32条 前期課程の学生は，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間にわ
たり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは，研究科長の許可を得て，その計画的
な履修（以下「長期履修」という。）を行うことができる。
２　長期履修に関し必要な事項は，別に定める。
（学位の授与）

第33条 課程を修了した者には，その課程に応じ，修士又は博士の学位を授与する。
２　前項の学位を授与するに当たっては，次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
　　　学術
（特別聴講学生）

第34条 研究科と協定している他大学大学院の学生で，研究科の特別聴講学生を志願する者は，別に定
めるところにより，所属大学院を経由して，研究科長に願い出るものとする。
２　特別聴講学生の受入れの時期は，その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし，在
学期間は，当該授業科目が開講される学期とする。
（特別研究学生）

第35条 研究科と協定している他大学大学院の学生で，研究科において特別研究学生として研究指導を
受けようとする者は，別に定めるところにより，所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
２　特別研究学生の研究期間は，原則として１年を超えないものとする。
（科目等履修生）

第36条 研究科において，特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは，教授会の議を経
て，科目等履修生として入学を許可することがある。
２　科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。



（聴 講 生）
第37条 研究科において，特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは，教授会の議を経
て，聴講生として入学を許可することがある。
２　聴講生に関し必要な事項は，別に定める。
（研 究 生）

第38条 研究科において，特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは，教授会の
議を経て，研究生として入学を許可することがある。
２　研究生は，研究科担当の教員の指導の下に研究を行うものとする。
３　研究生に関し必要な事項は，別に定める。
（教員の免許状授与の所要資格の取得）

第39条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和24年法律第147
号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修得しなければ
ならない。
２　研究科において，所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別表第３のとおりとする。
（雑　　則）

第40条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，研究
科長が定める。

　　　附　則（平成28年３月31日）
１　この規則は，平成28年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成28年４月１日以後において
在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の別表第２（前期課程⑶各専攻共
通Ａ表の特殊研究科目のうち国際文化学特殊研究，専門インターンシップ実習，海外専門研修，文化
情報リテラシー特殊講義１，文化情報リテラシー特殊講義２及び文化情報リテラシー専門演習並びに
後期課程⑴文化相関専攻及び⑵グローバル文化専攻の表の特別演習科目のうち高度専門インターン
シップ実習及び高度海外専門研修に係る部分を除く。）の規定にかかわらず，なお従前の例による。
　　　附　則（平成28年９月30日）
１　この規則は，平成28年10月１日から施行 し，改正後の神戸大学大学院国際文化学研究科規則の規定
は，平成28年４月１日から適用する。
２　この規則施行の際既に修得した授業科目の単位については，改正後の神戸大学大学院国際文化学研
究科規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。
　　　附　則（平成29年３月31）
１　この規則は，平成29年４月１日から施行 する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成29年４月１日以後において
在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，別表第２の改正規定（前期課程⑴文化相
関専攻の表中「科学技術文明論特殊講義１」及び「科学技術文明論特殊講義２」を削る部分並びに前
期課程⑶各専攻共通A表に係る部分に限る。）にかかわらず，なお従前の例による。



先端コミュニケーション論先端コミュニケーション論（連携講座）

グローバル文化専攻

外国語教育コンテンツ論
外国語教育論（協力講座）

外国語教育システム論

ＩＴコミュニケーション論

言語情報コミュニケーション論 感性コミュニケーション論

言語コミュニケーション論

芸術文化論

現 代 文 化 シ ス テ ム 論 先端社会論

モダニティ論

国際社会論

異文化コミュニケーション論

文 化 相 関 専 攻

越境文化論

異文化関係論

ヨーロッパ・アメリカ文化論

地 域 文 化 論 アジア・太平洋文化論

日本学

教 育 研 究 分 野講 座専 攻

別表第１ 専攻，講座及び教育研究分野（第４条関係）

別表第２　授業科目及び単位数等（第18条関係）
　○　前期課程
　　⑴　文化相関専攻

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

特 殊 講 義 科 目

日本社会変容論特殊講義１ 1 選 択
日本社会変容論特殊講義２ 1 選 択
日本社会経済論特殊講義１ 1 選 択
日本社会経済論特殊講義２ 1 選 択
日本言語文化論特殊講義１ 1 選 択
日本言語文化論特殊講義２ 1 選 択
日本芸能文化論特殊講義１ 1 選 択
日本芸能文化論特殊講義２ 1 選 択
日本文化表象論特殊講義１ 1 選 択
日本文化表象論特殊講義２ 1 選 択
日本・ロシア交流論特殊講義１ 1 選 択
日本・ロシア交流論特殊講義２ 1 選 択
中国社会経済論特殊講義１ 1 選 択
中国社会経済論特殊講義２ 1 選 択
中国社会文化論特殊講義１ 1 選 択
中国社会文化論特殊講義２ 1 選 択
モンゴル社会文化論特殊講義１ 1 選 択
モンゴル社会文化論特殊講義２ 1 選 択



特 殊 講 義 科 目

東南アジア社会文化論特殊講義１ 1 選 択
東南アジア社会文化論特殊講義２ 1 選 択
東南アジア国家統合論特殊講義１ 1 選 択
東南アジア国家統合論特殊講義２ 1 選 択
オセアニア社会文化論特殊講義１ 1 選 択
オセアニア社会文化論特殊講義２ 1 選 択
フランス文化表象論特殊講義１ 1 選 択
フランス文化表象論特殊講義２ 1 選 択
スラヴ社会文化論特殊講義１ 1 選 択
スラヴ社会文化論特殊講義２ 1 選 択
イギリス市民文化論特殊講義１ 1 選 択
イギリス市民文化論特殊講義２ 1 選 択
イギリス宗教文化論特殊講義１ 1 選 択
イギリス宗教文化論特殊講義２ 1 選 択
アメリカ多民族社会形成論特殊講義１ 1 選 択
アメリカ多民族社会形成論特殊講義２ 1 選 択
アメリカ言語映像文化論特殊講義１ 1 選 択
アメリカ言語映像文化論特殊講義２ 1 選 択
ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義１ 1 選 択
ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義２ 1 選 択
社会人類学特殊講義１ 1 選 択
社会人類学特殊講義２ 1 選 択
文化人類学特殊講義１ 1 選 択
文化人類学特殊講義２ 1 選 択
現代人類学特殊講義１ 1 選 択
現代人類学特殊講義２ 1 選 択
民族学特殊講義１ 1 選 択
民族学特殊講義２ 1 選 択
民族誌論特殊講義１ 1 選 択
民族誌論特殊講義２ 1 選 択
越境社会文化論特殊講義１ 1 選 択
越境社会文化論特殊講義２ 1 選 択
科学技術社会論特殊講義１ 1 選 択
科学技術社会論特殊講義２ 1 選 択
日米文化交流論特殊講義１ 1 選 択
日米文化交流論特殊講義２ 1 選 択
伝統文化翻訳論特殊講義１ 1 選 択
伝統文化翻訳論特殊講義２ 1 選 択
古代越境文化論特殊講義１ 1 選 択
古代越境文化論特殊講義２ 1 選 択
多文化政治社会論特殊講義１ 1 選 択
多文化政治社会論特殊講義２ 1 選 択
国際政治社会論特殊講義１ 1 選 択



特 殊 講 義 科 目

国際政治社会論特殊講義２ 1 選 択
比較政治社会論特殊講義１ 1 選 択
比較政治社会論特殊講義２ 1 選 択
比較地域社会論特殊講義１ 1 選 択
比較地域社会論特殊講義２ 1 選 択
比較地域政治論特殊講義１ 1 選 択
比較地域政治論特殊講義２ 1 選 択

高 度 専 門 演 習 科 目

日本学演習 2 選 択
アジア・太平洋文化論演習 2 選 択
ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 2 選 択
異文化関係論演習 2 選 択
越境文化論演習 2 選 択
国際社会論演習 2 選 択

　　⑵　グローバル文化専攻

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

特 殊 講 義 科 目

近代社会思想系譜論特殊講義１ 1 選 択
近代社会思想系譜論特殊講義２ 1 選 択
近代経済思想系譜論特殊講義１ 1 選 択
近代経済思想系譜論特殊講義２ 1 選 択
近代政治思想系譜論特殊講義１ 1 選 択
近代政治思想系譜論特殊講義２ 1 選 択
文化言説系譜論特殊講義１ 1 選 択
文化言説系譜論特殊講義２ 1 選 択
表象文化系譜論特殊講義１ 1 選 択
表象文化系譜論特殊講義２ 1 選 択
現代社会理論特殊講義１ 1 選 択
現代社会理論特殊講義２ 1 選 択
ジェンダー社会文化論特殊講義１ 1 選 択
ジェンダー社会文化論特殊講義２ 1 選 択
メディア社会文化論特殊講義１ 1 選 択
メディア社会文化論特殊講義２ 1 選 択
文化規範形成論特殊講義１ 1 選 択
文化規範形成論特殊講義２ 1 選 択
生命規範形成論特殊講義１ 1 選 択
生命規範形成論特殊講義２ 1 選 択
現代法規範論特殊講義１ 1 選 択
現代法規範論特殊講義２ 1 選 択
現代芸術動態論特殊講義１ 1 選 択
現代芸術動態論特殊講義２ 1 選 択
現代芸術社会論特殊講義１ 1 選 択
現代芸術社会論特殊講義２ 1 選 択
表象文化相関論特殊講義１ 1 選 択



特 殊 講 義 科 目

表象文化相関論特殊講義２ 1 選 択
文化環境形成論特殊講義１ 1 選 択
文化環境形成論特殊講義２ 1 選 択
芸術文化共生論特殊講義１ 1 選 択
芸術文化共生論特殊講義２ 1 選 択
芸術文化表現論特殊講義１ 1 選 択
芸術文化表現論特殊講義２ 1 選 択
比較・対照言語論特殊講義１ 1 選 択
比較・対照言語論特殊講義２ 1 選 択
言語慣用類型論特殊講義１ 1 選 択
言語慣用類型論特殊講義２ 1 選 択
翻訳行為論特殊講義１ 1 選 択
翻訳行為論特殊講義２ 1 選 択
レトリカル・コミュニケーション論特殊講義１ 1 選 択
レトリカル・コミュニケーション論特殊講義２ 1 選 択
第二言語習得論特殊講義１ 1 選 択
第二言語習得論特殊講義２ 1 選 択
日本語教育方法論特殊講義１ 1 選 択
日本語教育方法論特殊講義２ 1 選 択
日本語教育内容論特殊講義１ 1 選 択
日本語教育内容論特殊講義２ 1 選 択
日本語教育応用論特殊講義１ 1 選 択
日本語教育応用論特殊講義２ 1 選 択
コミュニケーション文法論特殊講義１ 1 選 択
コミュニケーション文法論特殊講義２ 1 選 択
言語インターフェース論特殊講義１ 1 選 択
言語インターフェース論特殊講義２ 1 選 択
言語行動科学論特殊講義１ 1 選 択
言語行動科学論特殊講義２ 1 選 択
コミュニケーション認知論特殊講義１ 1 選 択
コミュニケーション認知論特殊講義２ 1 選 択
非言語コミュニケーション論特殊講義１ 1 選 択
非言語コミュニケーション論特殊講義２ 1 選 択
対人行動論特殊講義１ 1 選 択
対人行動論特殊講義２ 1 選 択
コンピューター・コミュニケーション・システム論特殊講義１ 1 選 択
コンピューター・コミュニケーション・システム論特殊講義２ 1 選 択
コンピューター・シミュレーション論特殊講義１ 1 選 択
コンピューター・シミュレーション論特殊講義２ 1 選 択
情報ベース論特殊講義１ 1 選 択
情報ベース論特殊講義２ 1 選 択
計算科学応用論特殊講義１ 1 選 択
計算科学応用論特殊講義２ 1 選 択



特 殊 講 義 科 目

メディア統合論特殊講義１ 1 選 択
メディア統合論特殊講義２ 1 選 択
認知情報システム論特殊講義１ 1 選 択
認知情報システム論特殊講義２ 1 選 択
言語対照基礎論特殊講義１ 1 選 択
言語対照基礎論特殊講義２ 1 選 択
言語教育科学論特殊講義１ 1 選 択
言語教育科学論特殊講義２ 1 選 択
言語教育環境論特殊講義１ 1 選 択
言語教育環境論特殊講義２ 1 選 択
言語文化環境論特殊講義Ⅰ－１ 1 選 択
言語文化環境論特殊講義Ⅰ－２ 1 選 択
言語文化環境論特殊講義Ⅱ－１ 1 選 択
言語文化環境論特殊講義Ⅱ－２ 1 選 択
言語文化表象論特殊講義１ 1 選 択
言語文化表象論特殊講義２ 1 選 択
言語科学論特殊講義１ 1 選 択
言語科学論特殊講義２ 1 選 択
外国語教授学習論特殊講義１ 1 選 択
外国語教授学習論特殊講義２ 1 選 択
外国語教育工学論特殊講義１ 1 選 択
外国語教育工学論特殊講義２ 1 選 択
外国語教育内容論特殊講義Ⅰ－１ 1 選 択
外国語教育内容論特殊講義Ⅰ－２ 1 選 択
外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－１ 1 選 択
外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－２ 1 選 択
第二言語運用論特殊講義１ 1 選 択
第二言語運用論特殊講義２ 1 選 択
言語対照応用論特殊講義Ⅰ－１ 1 選 択
言語対照応用論特殊講義Ⅰ－２ 1 選 択
言語対照応用論特殊講義Ⅱ－１ 1 選 択
言語対照応用論特殊講義Ⅱ－２ 1 選 択

高 度 専 門 演 習 科 目

モダニティ論演習 2 選 択
先端社会論演習 2 選 択
芸術文化論演習 2 選 択
言語コミュニケーション論演習 2 選 択
感性コミュニケーション論演習 2 選 択
ＩＴコミュニケーション論演習 2 選 択
外国語教育システム論演習 2 選 択
外国語教育コンテンツ論演習 2 選 択



　　⑶　各専攻共通
　　　A表

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

アカデミック・スキル
科 目

ＩＴスキル実習１ 1 選 択
ＩＴスキル実習２ 1 選 択
統計・計量分析法１ 1 選 択
統計・計量分析法２ 1 選 択
フィールド調査法１ 1 選 択
フィールド調査法２ 1 選 択
社会研究方法論１ 1 選 択
社会研究方法論２ 1 選 択
アカデミック・コミュニケーション（英語）１ 1 選 択
アカデミック・コミュニケーション（英語）２ 1 選 択
アカデミック・ライティング（英語）１ 1 選 択
アカデミック・ライティング（英語）２ 1 選 択
アカデミック・ライティング（日本語）１ 1 選 択
アカデミック・ライティング（日本語）２ 1 選 択

特 殊 研 究 科 目

国際文化学特殊研究 2 選 択
専門インターンシップ実習 2 選 択
海外専門研修 1 選 択
言語コミュニケーション実習 1 選 択
文化情報リテラシー特殊講義１ 1 選 択
文化情報リテラシー特殊講義２ 1 選 択
文化情報リテラシー専門演習 2 選 択

ＥＵエキスパート人材
養成プログラム科目

（ ）1 1 選 択
（ ）2 1 選 択

日欧比較セミナー　上級 2 選 択
EUエキスパート人材養成プログラム特別講義 その都度定める。 選 択

　　　Ｂ表
　　　　⑴　研究者養成型プログラム

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

研 究 指 導 演 習 科 目

研究指導演習Ⅰ 2 必 修
研究指導演習Ⅱ 2 必 修
研究指導演習Ⅲ 2 必 修
研究指導演習Ⅳ 2 必 修

　　　　⑵　キャリアアップ型プログラム

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

研 究 指 導 演 習 科 目
研究指導演習Ⅰ 2 必 修
研究指導演習Ⅱ 2 必 修



履修要件

１．「研究者養成型プログラム」を選択した学生は，「研究指導演習科目」４科目８単位を必修，「高

度専門演習科目」から４科目８単位を選択必修とし，その他の選択科目と併せて３０単位以上を修得

しなければならない。

２．「研究者養成型プログラム」を選択した学生は，後期課程開設科目である「特別演習科目」を履修し，

修了要件に算入できる。

３．「キャリアアップ型プログラム」を選択した学生は，「研究指導演習科目」２科目４単位を必修，「特

殊講義科目」１２単位を選択必修，「アカデミック・スキル科目」２単位を選択必修とし，その他の

選択科目と併せて３０単位以上を修得しなければならない。



　○　後期課程
　　⑴　文化相関専攻

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

特 別 演 習 科 目

日本社会変容論特別演習 2 選 択
日本社会経済論特別演習 2 選 択
日本言語文化論特別演習 2 選 択
日本芸能文化論特別演習 2 選 択
日本文化表象論特別演習 2 選 択
日本・ロシア交流論特別演習 2 選 択
中国社会経済論特別演習 2 選 択
中国社会文化論特別演習 2 選 択
モンゴル社会文化論特別演習 2 選 択
東南アジア社会文化論特別演習 2 選 択
東南アジア国家統合論特別演習 2 選 択
オセアニア社会文化論特別演習 2 選 択
フランス文化表象論特別演習 2 選 択
スラヴ社会文化論特別演習 2 選 択
イギリス市民文化論特別演習 2 選 択
イギリス宗教文化論特別演習 2 選 択
アメリカ多民族社会形成論特別演習 2 選 択
アメリカ言語映像文化論特別演習 2 選 択
ラテン・アメリカ文化交流論特別演習 2 選 択
社会人類学特別演習 2 選 択
文化人類学特別演習 2 選 択
現代人類学特別演習 2 選 択
民族学特別演習 2 選 択
民族誌論特別演習 2 選 択
科学技術文明論特別演習 2 選 択
科学技術社会論特別演習 2 選 択
日米文化交流論特別演習 2 選 択
伝統文化翻訳論特別演習 2 選 択
古代越境文化論特別演習 2 選 択
多文化政治社会論特別演習 2 選 択
国際政治社会論特別演習 2 選 択
比較政治社会論特別演習 2 選 択
比較地域社会論特別演習 2 選 択
比較地域政治論特別演習 2 選 択
高度専門インターンシップ実習 2 選 択
高度海外専門研修 1 選 択



　　⑵　グローバル文化専攻

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

特 別 演 習 科 目

近代社会思想系譜論特別演習 2 選 択
近代経済思想系譜論特別演習 2 選 択
近代政治思想系譜論特別演習 2 選 択
文化言説系譜論特別演習 2 選 択
表象文化系譜論特別演習 2 選 択
現代社会理論特別演習 2 選 択
ジェンダー社会文化論特別演習 2 選 択
メディア社会文化論特別演習 2 選 択
文化規範形成論特別演習 2 選 択
生命規範形成論特別演習 2 選 択
現代法規範論特別演習 2 選 択
現代芸術動態論特別演習 2 選 択
現代芸術社会論特別演習 2 選 択
表象文化相関論特別演習 2 選 択
文化環境形成論特別演習 2 選 択
芸術文化共生論特別演習 2 選 択
芸術文化表現論特別演習 2 選 択
比較・対照言語論特別演習 2 選 択
言語慣用類型論特別演習 2 選 択
翻訳行為論特別演習 2 選 択
レトリカル・コミュニケーション論特別演習 2 選 択
第二言語習得論特別演習 2 選 択
日本語教育方法論特別演習 2 選 択
日本語教育内容論特別演習 2 選 択
言語行動科学論特別演習 2 選 択
コミュニケーション文法論特別演習 2 選 択
言語インターフェース論特別演習 2 選 択
コミュニケーション認知論特別演習 2 選 択
非言語コミュニケーション論特別演習 2 選 択
対人行動論特別演習 2 選 択
コンピューター・コミュニケーション・システム論特別演習 2 選 択
コンピューター・シミュレーション論特別演習 2 選 択
情報ベース論特別演習 2 選 択
計算科学応用論特別演習 2 選 択
メディア統合論特別演習 2 選 択
認知情報システム論特別演習 2 選 択
言語対照基礎論特別演習 2 選 択
言語教育科学論特別演習 2 選 択
言語教育環境論特別演習 2 選 択
言語文化環境論特別演習 2 選 択



特 別 演 習 科 目

言語文化表象論特別演習 2 選 択
言語科学論特別演習 2 選 択
外国語教授学習論特別演習 2 選 択
外国語教育工学論特別演習 2 選 択
外国語教育内容論特別演習Ⅰ 2 選 択
外国語教育内容論特別演習Ⅱ 2 選 択
第二言語運用論特別演習 2 選 択
言語対照応用論特別演習Ⅰ 2 選 択
言語対照応用論特別演習Ⅱ 2 選 択
先端コミュニケーション論特別演習 2 選 択
高度専門インターンシップ実習 2 選 択
高度海外専門研修 1 選 択

　　⑶　各専攻共通
　　　①　コースワーク型教育プログラム

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

学位論文指導演習科目
学位論文指導演習Ⅰ 2 必 修
学位論文指導演習Ⅱ 2 必 修
学位論文指導演習Ⅲ 2 必 修

学 位 論 文
コ ロ キ ア ム 科 目

学位論文コロキアム（博士基礎論文） 2 必 修
学位論文コロキアム（博士予備論文） 2 必 修

　　　　②　プロジェクト型教育プログラム

区　　　　 分 授 　 業 　 科 　 目 単位数 必修・選択の別

プ ロ ジ ェ ク ト
基 礎 演 習 科 目

プロジェクト理論基礎演習 2 選 択
プロジェクト調査基礎演習 2 選 択
プロジェクト企画基礎演習 2 選 択

プ ロ ジ ェ ク ト
指 導 演 習 科 目

プロジェクト指導演習Ⅰ 2 必 修
プロジェクト指導演習Ⅱ 2 必 修
プロジェクト指導演習Ⅲ 2 必 修

学 位 論 文
コ ロ キ ア ム 科 目

学位論文コロキアム（プロジェクトプロポーザル） 2 必 修
学位論文コロキアム（プロジェクト報告書） 2 必 修



英語高等学校教諭専修免許状
グローバル文化専攻

英語中学校教諭専修免許状

英語高等学校教諭専修免許状
文 化 相 関 専 攻

英語中学校教諭専修免許状

免 許 教 科免 許 状 の 種 類専 攻

別表第３ 取得できる教員の免許状の種類及び免許教科（第３９条関係）

履修要件
１　「コースワーク型教育プログラム」を選択した学生は「学位論文指導演習科目」３科目６単位及
び「学位論文コロキアム科目」２科目４単位を必修とし，その他の選択科目と併せて14単位以上修
得しなければならない。
２　「プロジェクト型教育プログラム」を選択した学生は「プロジェクト指導演習科目」３科目６単
位及び「学位論文コロキアム科目」２科目４単位を必修とし，その他の選択科目と併せて14単位以
上修得しなければならない。



２ 神戸大学学位規程国際文化学研究科細則

（平成１９年３月３０日制定）

（趣 旨）

第１条 この細則は，神戸大学学位規程（平成１６年４月１日制定。以下「規程」という。）第２４条の規

定に基づき，神戸大学大学院国際文化学研究科（以下「研究科」という。）において規程の施行に必

要な事項を定めるものとする。

（修士フォリオ及び修了研究レポート）

第２条 規程第７条第１項に規定する特定の課題についての研究の成果（以下「研究の成果」という。）

は，研究者養成型プログラムを選択する者にあっては修士フォリオ，キャリアアップ型プログラムを

選択する者にあっては修了研究レポートとする。

（修士論文及び研究の成果の提出）
第 3条 規程第７条第１項に規定する修士論文及び修了研究レポートの提出期限は，３月修了予定者に
あっては１月17日，９月修了予定者にあっては７月17日とする。ただし，指導教員の認める理由により
提出期限までに修士論文又は修了研究レポートを提出しなかった者及び修士論文又は修了研究レポー
トの審査に合格しなかった者は，３月修了予定者であった者については次年度の７月17日まで，９月修
了予定者であった者については１月17日までに修士論文又は修了研究レポートを提出することができる。
２　修士フォリオの提出期限については，別に定める。
３　修士論文を提出しようとする者は，第１項に規定する修士論文の提出期限の３月前までに，指導教
員の承認を経て，修士論文の題目を神戸大学大学院国際文化学研究科長（以下「研究科長」という。）
に届け出なければならない。
４　修士フォリオを提出しようとする者は，３月修了予定者にあっては４月17日まで，９月修了予定者にあっ
ては10月17日までに，指導教員の承認を経て，フォリオ研究趣意書を研究科長に提出しなければならない。
（博士論文の提出）

第 4条 規程第７条第１項に規定する博士論文の提出期限は，３月修了予定者にあっては１月７日，９
月修了予定者にあっては６月７日とする。
２　規程第10条第１項及び第13条第１項に規定する博士論文は，随時提出することができる。
（修士論文及び研究の成果の審査委員）

第 5条 規程第８条第２項及び第３項に規定する修士論文及び研究の成果（以下「修士論文等」という。）
の審査委員は，指導教員を含め２人以上とする。ただし，審査委員には少なくとも教授１人を含めな
ければならなならない
（博士論文の内見委員会）

第 6条 規程第10条第１項及び規程第13条第１項に規定する学位の申請があったときは，当該論文を学
長に進達すべきか否かを検討するために，内見委員会を置く。
２　内見委員会に関することは，神戸大学大学院国際文化学研究科教授会（以下「教授会」という。）
が別に定める。



（博士論文の審査委員）

第７条 規程第８条第１項に規定する博士論文の審査委員は，指導教員を含め３人以上とする。

２ 規程第１１条第１項及び規程第１３条第１項に規定する博士論文の審査委員は，３人とする。

３ 教授会において審査のため必要があると認めるときは，前２項に規定する審査委員に次の各号に掲

げる者を加えることができる。

� 研究科の准教授

� 本学の他の研究科の教授又は准教授

� 他大学の大学院又は研究所等の教授又は准教授等

（修士論文等の最終試験）

第 8条 規程第９条第１項に規定する修士論文等の最終試験は，３月修了予定者にあっては１月18日か
ら２月17日までの期間内，９月修了予定者にあっては７月18日から８月17日までの期間内に行うもの
とする。ただし，第３条第１項ただし書の規定により修士論文等を提出した者については，７月17日
までに提出した者にあっては７月18日から８月17日までの期間内，１月17日までに提出した者にあっ
ては１月18日から２月17日までの期間内に行うものとする。
（博士論文の最終試験及び試験）

第 9条 博士論文の審査委員は，博士論文を中心として，これに関連ある科目について，口頭により，
規程第９条第１項に規定する最終試験又は規程第11条第１項に規定する試験（以下「最終試験等」と
いう。）を行う。
２　審査委員が必要と認めた場合は，筆答による最終試験等を行うことがある。
３　最終試験等は，論文審査終了後１月以内に行うものとする。
４　第１項に規定する最終試験等は，原則として公開するものとする。
（試　　問）

第10条 規程第12条第２項に規定する試問（以下「試問」という。）は，審査委員が行うものとする。
２　前項の場合において，教授会が必要があると認めるときは，審査委員以外の者にも試問を委嘱する
ことができる。
（試問の範囲等）

第11条 試問の範囲その他試問に関することは，教授会が別に定める。
（審査結果等の報告）

第12条 審査委員は，修士論文等又は博士論文の審査結果並びに最終試験等及び試問の結果を教授会に
報告しなければならない。
（雑　　則）

第13条 この細則に定めるもののほか，必要な事項は，教授会の議を経て，研究科長が定める。
　　　附　則（平成27年３月31日）
　この細則は，平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成28年９月30日）
　この細則は，平成28年10月１日から施行する。



３ 神戸大学大学院国際文化学研究科長期履修規程

（平成１９年３月３０日制定）

（趣 旨）

第１条 この規程は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３月２０日制定）第３２条第２項の

規定に基づき，神戸大学大学院国際文化学研究科（以下「研究科」という。）の前期課程における長

期履修に関し必要な事項を定めるものとする。

（対 象 者）

第２条 長期履修の申請をすることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

� 職業を有し，就業している者（自営業及び臨時雇用を含む。）

� 家事，育児，介護等の事情を有する者

� その他神戸大学大学院国際文化学研究科長（以下「研究科長」という。）が相当と認めた者

（履修期間等）

第３条 長期履修の期間は，神戸大学教学規則（平成１６年４月１日制定）第６３条第４項に定める標準修

業年限に，２年を超えない範囲内で研究科長が許可した期間を加えた年数とする。

２ 長期履修を行う学生の在学年限（長期履修を行う期間以外の期間を含む。）は，標準修業年限の２

倍の年数に，前項の研究科長が許可した期間を加えた年数とする。

（申 請）

第４条 長期履修を希望する者は，所定の期日までに長期履修申請書（別記様式第１号）を，指導教員

（指導教員が未定の場合にあっては，当該講座の担当教員。以下同じ。）を経て研究科長に提出しな

ければならない。

（履修期間の変更）

第５条 履修期間の変更を希望する者は，所定の期日までに長期履修期間変更申請書（別記様式第２

号）を，指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。

（許 可）

第６条 長期履修（履修期間の変更を含む。）の許可は，神戸大学大学院国際文化学研究科教授会（以

下「教授会」という。）の議を経て研究科長が行う。

（授 業 料）

第７条 長期履修学生が納付する授業料の額は，神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料

の額に関する規程（平成１６年４月１日制定）の定めるところによる。

（雑 則）

第 8条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，研究
科長が定める。
　　　附　則（平成27年３月31日）
　この規程は，平成27年４月１日から施行する。



長期履修学生の申請等の手続きについて（留意事項）

１ 長期履修学生について

長期履修学生とは，大学院国際文化学研究科博士課程前期課程の学生が職業を有している等の事

情により，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希

望する旨を申請し，かつ国際文化学研究科がその計画的な履修をあらかじめ許可したうえで在学し，

修了により学位を取得する正規の学生である。

２ 「職業を有している等の事情により」について

職業を有している等の事情とは，次のいずれかに該当するもので，標準修業年限内での修学が困

難な者であること。

�ア 職業を有し，就業している者（自営業及び臨時雇用（単発的なアルバイトを除く。）を含む。）

�イ 家事，育児，介護等の事情を有する者

�ウ その他研究科長が相当と認めた者

３ 「修業年限を超えて一定の期間にわたり」について

修業年限を超える一定の期間の上限年数は，神戸大学教学規則第６３条に定める標準修業年限（２

年）に，プラス２年以内であること。

４ 長期履修学生を希望する場合の申請手続きについて

ア 申請手続きの時期等

�ア 長期履修学生を希望する学生は，前期から希望する場合は２月２０日（新入学者の場合は別途指

定する日）までに，後期から希望する場合は８月２０日までに長期履修学生申請書（別記様式第１

号：別添）を，指導教員（入学前のため指導教員が未定の場合にあっては，当該コースの担当教

員とする。）を経由して研究科長に提出すること。

なお，「在職を証明する書面」とは，勤務先の在職証明書でなくとも，例えば，「身分証明書や

健康保険証等の写し」でも差し支えない。

�イ 在学生は，長期履修学生申請書の提出に当たっては，事前に指導教員と十分相談のうえ，長期

履修計画や研究計画をたてること。

�ウ 教授会が，申請の内容について審査のうえ，長期履修学生として許可することがある。

イ 承認された履修期間の変更（延長又は短縮）の申請等

�ア 原則として，長期履修学生として承認された期間の変更はできないが，真にやむを得ない事情

により，承認された履修期間の変更（延長又は短縮）を必要とするときは，長期履修期間変更申

請書（別記様式第２号：別添）を，指導教員を経て研究科長に提出すること。

なお，長期履修期間変更申請書の提出期限は，前期から変更を希望する場合は２月２０日まで，

後期から変更を希望する場合は８月２０日までとすること。長期履修期間の延長を申請する場合に



あっても，神戸大学大学院国際文化学研究科長期履修規程第３条第２項に定める在学年限を超え

ることはできないので留意すること。

�イ 長期履修期間変更申請書の作成に当たっては，事前に指導教員と十分相談のうえ作成すること。

�ウ 教授会が，変更申請の内容について審査のうえ，許可することがある。

５ 納付すべき授業料の額について

�ア 長期履修学生の授業料の年額は，神戸大学における授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額に

関する規程第２条第１項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額

を在学期間の年数で除した額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り上げる。）と

する。（参考：神戸大学教学規則第８４条）

�イ 学年の中途で修了することが認められた学生が支払う授業料の額は，（ア）により算出した年

額の１２分の１に相当する額に在学の月数を乗じて得た額とすること。

�ウ 学年の中途で在学期間の延長又は短縮が認められる場合において，（ア）により定められる新

たな授業料の額は，翌年度から適用する。

�エ 長期履修学生の在学期間の短縮が認められた場合には，短縮後の期間に応じて（ア）により算

出した授業料の年額に，当該学生が在学した期間の年数を乗じて得た額から，当該学生が在学し

た期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を，在学期間の短縮を認めるときに支払うこと。

�オ 授業料の年額の算出に当たっては下記を参照するほか，詳細については教務学生係に照会する

こと。



（参 考）

ケース １

平成２４年度に本研究科博士前期課程（標準修業年限２年）に入学した学生Ａさんが，入学時に４年間

の長期履修を認められた場合（平成２５年度以降は授業料の改定がないものとして算出）

円1,071,600 1,071,600 0計
―円（４年次）平成２７年度
―円（３年次）平成２６年度
―円535,800

535,800 535,800
535,800

（２年次）平成２５年度

（Ｂ ―Ａ） 円
―

（Ｂ）
円 2年 4年
円 2年 4年
円 2年 4年
円 2年 4年

円
（Ａ） 円

535,800
535,800
535,800

535,800 267,900

1,071,600 1,250,200 178,600
円 2年 3年535,800 357,200
円 2年 3年535,800 357,200

267,900
267,900
267,900535,800

（１年次）平成２４年度

比較増△減額長 期 履 修 学 生 の 場 合通常の学生の
場 合（年次） 年 度

ケース ２

平成２４年度に本研究科博士前期課程（標準修業年限２年）に入学した学生Ｂさんが，２年次に進級す

るとき，残りの１年間に関して２年間の長期履修（通算３年）を認められた場合（平成２５年以降は授業

料の改定がないものとして算出）

円計
―円（３年次）平成２６年度
―円（２年次）平成２５年度

（Ｂ ―Ａ） 円
―

（Ｂ）
（通常の学生として在籍） 円

（Ａ） 円（１年次）平成２４年度

比較増△減額長 期 履 修 学 生 の 場 合通常の学生の
場 合（年次） 年 度

6 その他長期履修学生について疑義があるときは，教務学生係に照会すること。

（別添） 別記様式第1号　略

（別添） 別記様式第2号　略

（参　　考）

ケース　１

　平成30年度に本研究科博士前期課程（標準修業年限２年）に入学した学生Ａさんが，入学時に４年間

の長期履修を認められた場合（平成31年度以降は授業料の改定がないものとして算出）

ケース　２

　平成30年度に本研究科博士前期課程（標準修業年限２年）に入学した学生Ｂさんが，２年次に進級す

るとき，残りの１年間に関して２年間の長期履修（通算３年）を認められた場合（平成31年度以降は授

業料の改定がないものとして算出）

30

30

31

31

32

32

33



４ 神戸大学大学院国際文化学研究科再入学に関する内規

（平成１９年４月１日制定）

（趣 旨）

第１条 この内規は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年４月１日制定。以下「規則」と

いう。）第１３条第２項の規定に基づき，再入学に関し必要な事項を定めるものとする。

（再入学の資格）

第２条 本研究科に再入学を願い出ることのできる者は，本研究科を中途退学した者又は除籍された者

とする。ただし，懲戒により退学した者は，再入学を願い出ることができない。

（出願手続）

第３条 再入学を志望する者は，所定の出願期間に（特別の事情があると認められた者は，その都度），

検定料を納付した上，次の各号に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。

� 再入学願書（本研究科所定の用紙）

� 志望理由書（本研究科所定の用紙）

� 研究計画書（本研究科所定の用紙）

� 健康診断書（病気を理由に退学した者のみ）

� 検定料払込証明書

� その他本研究科において必要と認める書類

（出願期間）

第４条 再入学の出願期間は，次のとおりとする。

� ４月１日入学の場合

毎年１月１５日から１月３１日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。）

� １０月１日入学の場合

毎年７月１５日から７月３１日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。）

（選考方法）

第５条 研究科は，再入学の願い出があった場合，選考委員会を設けて審査するものとする。

２ 再入学を志望する者に対する選考は，書類審査，面接（口頭試問）及び筆記試験により，これを行う。

（選考委員会）

第６条 選考委員会は，次の３名の委員によってこれを構成する。

� 教務委員長

� 再入学が認められたとき当該学生が所属することとなる専攻の専攻長

� 再入学が認められたとき当該学生が所属することとなるコースの代表

２ 選考委員会の委員長は，教務委員長をもってこれに充てる。

（入学の時期）



第７条 再入学の時期は，４月１日又は１０月１日とする。

（再入学者の所属，学年，修業年限及び休学期間）

第８条 再入学を認められた者は，原則として退学又は除籍前に所属していた専攻・コースに所属し，

在学していた学年又はそれに引き続く学年に再入学するものとする。

２ 退学又は除籍前に所属していた専攻・コース又はプロジェクトがない場合は，退学又は除籍前に所

属した専攻・コース又はプロジェクトに最も近い教育内容を有する専攻・コースに所属するものとする。

３ 再入学後の修業年限は，退学又は除籍前の在学期間と合算して前期課程にあっては２年以内，後期

課程にあっては３年以内とする。ただし，退学又は除籍前の在学期間に１年未満の端数があり，その

端数が６月未満の場合は退学又は除籍前の在学期間から切り捨て，端数が６月を超える場合は，これ

を６月とみなす。

４ 再入学後の休学期間は，規則第２７条第２項に規定する休学期間から退学又は除籍前の休学期間を差

し引いた期間とする。

（既修得単位の認定）

第９条 再入学を認められた者が退学又は除籍前に本研究科で修得した単位は，教授会の決定により，

再入学後も有効とすることがある。

２ 前項の規定に関わらず，授業料の未納を理由に除籍された場合は，当該授業料の未納期間に修得し

た単位は修了要件に算入しない。

（再入学後の修了要件）

第１０条 再入学後の修了要件については，再入学時の規則を適用する。

（学 位）

第１１条 再入学を認められた者の修了時における学位の取扱いに関しては，再入学時の神戸大学学位規

程国際文化学研究科細則（平成１９年３月３０日制定）を適用する。

（雑 則）

第１２条 この内規に定めるもののほか，この内規の実施に関し必要な事項は，国際文化学研究科教授会

が定める。

附 則

この内規は，平成１９年４月１日から施行する。

第 9条 再入学を認められた者が退学又は除籍前に本研究科で修得した単位は，教授会の議を経て，再
入学後も有効とすることがある。

  この内規に定めるもののほか，この内規の実施に関し必要な事項は，国際文化学研究科教授会
の議を経て，研究科長が定める。
　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から施行する。



５ 神戸大学大学院国際文化学研究科科目等履修生規程

（平成１９年３月３０日制定）

（趣 旨）

第１条 この規程は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３月２０日制定）第３６条第２項の

規定に基づき，神戸大学大学院国際文化学研究科（以下「研究科」という。）の前期課程の科目等履

修生に関する必要な事項を定めるものとする。

（入学資格）

第２条 科目等履修生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

� 大学を卒業した者

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

� 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

� 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）

� 研究科において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

（出願手続）

第３条 科目等履修生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号

に掲げる書類を神戸大学大学院国際文化学研究科長（以下「研究科長」という。）に提出しなければ

ならない。

� 科目等履修生願書（所定の用紙）

� 履歴書（所定の用紙）

� 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書

� 写真（出願前３月以内に撮影したもの）

� 振替払込受付証明書（所定の用紙）

� その他研究科において必要と認める書類

２ 官公庁，会社等に在職している者は，前項各号に掲げる書類のほか，在職のまま入学することにつ

いての所属長の承諾書を提出しなければならない。

３ 日本に居住している外国人にあっては，前２項各号に掲げる書類のほか，住民票の写し（提出日前

３０日以内に作成されたものに限る。）又はこれに代わる書類を提出しなければならない。

（選考方法）

第４条 入学志願者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。

２　前項の規定にかかわらず，必要と認めるときは，神戸大学大学院国際文化学研究科教授会（以下「教
授会」という。）の議を経て，面接を省略することができる。
（入学料及び授業料）

第 5条 選考に合格した者は，所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
（在籍期間）

第 6条 在籍期間は，履修を許可された授業科目の開講学期とし，１年以内とする。



２　特別の理由により，前項の在籍期間に引き続き履修を志願する者については，前項の規定にかかわ
らず，教授会の議を経て，在籍期間を延長することがある。ただし，その場合の在籍期間は，通算し
て２年を限度とするものとする。
（履修科目）

第 7条 履修することのできる授業科目は，１学期４科目以内とする。
２　履修を許可する授業科目は，年度ごとに別に定める。
（試　　験）

第 8条 科目等履修生は，履修した授業科目について試験を受けることができる。
（単位修得証明書の交付）

第 9条 科目等履修生に対しては，前条の試験に合格した授業科目について，単位修得証明書を交付する。
（退　　学）

第10条 科目等履修生が退学しようとするときは，研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
（除　　籍）

第11条 科目等履修生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，研究科長がこれを
除籍する。
⑴　疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるとき。
⑵　科目等履修生として不都合な行為があったとき。
⑶　授業料納付の義務を怠ったとき。
（雑　　則）

第12条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，研究
科長が定める。

　　　附　則（平成28年３月31日）
　この規程は，平成28年４月１日から施行する。



６ 神戸大学大学院国際文化学研究科聴講生規程

（平成１９年３月３０日制定）

（趣 旨）

第１条 この規程は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３月２０日制定）第３７条第２項の

規定に基づき，神戸大学大学院国際文化学研究科（以下「研究科」という。）の前期課程の聴講生に

関する必要な事項を定めるものとする。

（入学資格）

第２条 聴講生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

� 大学を卒業した者

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

� 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

� 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）

� 研究科において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

（出願手続）

第３条 聴講生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号に掲げ

る書類を神戸大学大学院国際文化学研究科長（以下「研究科長」という。）に提出しなければならない。

� 聴講生願書（所定の用紙）

� 履歴書（所定の用紙）

� 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書

� 写真（出願前３月以内に撮影したもの）

� 振替払込受付証明書（所定の用紙）

� その他研究科において必要と認める書類

２ 官公庁，会社等に在職している者は，前項各号に掲げる書類のほか，在職のまま入学することにつ

いての所属長の承諾書を提出しなければならない。

３ 日本に居住している外国人にあっては，前２項各号に掲げる書類のほか，住民票の写し（提出日前

３０日以内に作成されたものに限る。）又はこれに代わる書類を提出しなければならない。

（選考方法）

第４条 入学志願者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。

２　前項の規定にかかわらず，必要と認めるときは，神戸大学大学院国際文化学研究科教授会（以下「教
授会」という。）の議を経て，面接を省略することができる。
（入学料及び授業料）

第 5条 選考に合格した者は，所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
（在籍期間）

第 6条 在籍期間は，聴講を許可された授業科目の開講学期とし，１年以内とする。
２　特別の理由により，前項の在籍期間に引き続き履修を志願する者については，前項の規定にかかわ



らず，教授会の議を経て，在籍期間を延長することがある。ただし，その場合の在籍期間は，通算し
て２年を限度とするものとする。
（聴講科目）

第 7条 聴講することのできる授業科目は，１学期４科目以内とする。
２　聴講を許可する授業科目は，年度ごとに別に定める。
（聴講証明書の交付）

第 8条 聴講した授業科目については，聴講証明書を交付することができる。
（退　　学）

第 9条 聴講生が退学しようとするときは，研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
（除　　籍）

第10条 聴講生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，研究科長がこれを除籍する。
⑴　疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるとき。
⑵　聴講生として不都合な行為があったとき。
⑶　授業料納付の義務を怠ったとき。
（雑　　則）

第11条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，研究
科長が定める。

　　　附　則（平成28年３月31日）
　この規程は，平成28年４月１日から施行する。



７ 神戸大学大学院国際文化学研究科研究生規程

（平成１９年３月３０日制定）

（趣 旨）

第１条 この規程は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３月２０日制定）第３８条第３項の

規定に基づき，神戸大学大学院国際文化学研究科（以下「研究科」という。）の研究生に関する必要

な事項を定めるものとする。

（入学資格）

第２条 前期課程に研究生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

� 大学を卒業した者

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

� 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

� 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）

� 研究科において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

２ 後期課程に研究生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。

� 修士の学位を有する者

� 外国において，修士の学位に相当する学位を授与された者

� 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号）

� 研究科において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

（入学の時期）

第３条 入学の時期は，４月１日及び１０月１日とする。ただし，特に神戸大学大学院国際文化学研究科

教授会（以下「教授会」という。）が認めたときは，この限りでない。

（出願手続）

第４条 研究生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号に掲げ

る書類を神戸大学大学院国際文化学研究科長（以下「研究科長」という。）に提出しなければならない。

� 研究生願書（所定の用紙）

� 履歴書（所定の用紙）

� 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書

� 写真（出願前３月以内に撮影したもの）

� 振替払込受付証明書（所定の用紙）

� その他研究科において必要と認める書類

２ 会社等（官公庁を含む。以下同じ。）に在職している者は，前項各号に掲げる書類のほか，次の各

号に掲げる書類を提出しなければならない。

� 個人的研究のための研究生を志願するものであることを記載した本人の確約書

� 会社等の事業目的の追求のためにその者を派遣するものでないことを記載した所属長の確約書

� 在職のまま研究生として入学することについての所属長の承諾書

第 3条 入学の時期は，４月１日及び10月１日とする。ただし，特別の理由があると認めたときは，こ
の限りでない。



３　日本に居住している外国人にあっては，前２項各号に掲げる書類のほか，住民票の写し（提出日前
30日以内に作成されたものに限る。）又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
（選考方法）

第 5条 入学志願者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。
２　前項の規定にかかわらず，必要と認めるときは，特に神戸大学大学院国際文化学研究科教授会（以
下「教授会」という。）の議を経て，面接を省略することができる。
（入学料及び授業料）

第 6条 選考に合格した者は，所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
（研究期間）

第 7条 研究期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由により引き続き研究を願い出た者について
は，教授会の議を経て，１年を限度として研究期間の延長を許可することがある。
（研　　究）

第 8条 研究生は，指導教員の指導の下で研究を行うものとする。
２　研究生は，指導教員の承認を得て，研究に関連のある授業を聴講することができる。ただし，聴講
に際しては，当該授業科目の担当教員の許可を受けなければならない。
（研究証明書の交付）

第 9条 研究事項について証明を願い出た者には，研究証明書を交付する。
（退　　学）

第10条 研究生が退学しようとするときは，指導教員を経て，研究科長に願い出て許可を受けなければ
ならない。
（除　　籍）

第11条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，研究科長がこれを除籍する。
⑴　疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるとき。
⑵　研究生として不都合な行為があったとき。
⑶　授業料納付の義務を怠ったとき。
（雑　　則）

第12条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，研究
科長が定める。

　　　附　則（平成27年３月31日）
　この規程は，平成27年４月１日から施行する。



８ 神戸大学大学院国際文化学研究科外国人特別学生入学選考規程

（平成１９年３月３０日制定）

（趣 旨）

第１条 この規程は，神戸大学教学規則（平成１６年４月１日制定）第８３条に規定する外国人特別学生と

して，神戸大学大学院国際文化学研究科（以下「研究科」という。）に入学を志願する者の選考に関

する必要な事項を定めるものとする。

（入学資格）

第２条 前期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は，外国人で次の各号のいずれかに

該当する者とする。

� 学士の学位を有する者

� 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

� 研究科において，前２号と同等以上の学力があると認めた者

２ 後期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は，外国人で次の各号のいずれかに該当

する者とする。

� 修士の学位を有する者

� 外国において，修士の学位に相当する学位を授与された者

� 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号）

� 研究科において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

（出願手続）

第 3条 外国人特別学生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各
号に掲げる書類を神戸大学大学院国際文化学研究科長（以下「研究科長」という。）に提出しなけれ
ばならない。
⑴　入学願書（所定の用紙）
⑵　履歴書（所定の用紙）
⑶　出身大学が発行した学業成績証明書及び卒業証明書
⑷　出身大学の指導教授の推薦状
⑸　修学に差し支えない程度に日本語を修得していることの証明書
⑹　日本に居住している者にあっては，住民票の写し（提出日前30日以内に作成されたものに限る。）
又はこれに代わる書類
⑺　振替払込受付証明書（所定の用紙）
（選考方法）

第 4条 入学志願者に対する選考は，筆記試験，口述試験及び提出された書類により行う。
２　国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年３月31日文部大臣裁定）第３条により選定された者及び
国外に居住する外国人については，筆答試験及び口頭試問を免除することがある。
（入学の時期）



第 5条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，特別の必要があり，かつ，教育上支障がないと認
めるときは，学期の初めとすることができる。
（雑　　則）

第 6条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，神戸大学大学院国際文化
学研究科教授会の議を経て，研究科長が定める。

　　　附　則（平成27年３月31日）
　この規程は，平成27年４月１日から施行する。



９ 入学前の既修得単位認定に関する内規

（平成１９年４月１日制定）

最終改正平成１９年５月１８日

第１条 この内規は，神戸大学教学規則第７５条及び神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３

月２０日制定）第２４条の規定による入学前の既修得単位の認定について定めるものとする。

第２条 認定できる授業科目の単位数は，前期課程においては１０単位，後期課程においては４単位を限

度とする。ただし，後期課程にあってプロジェクト型教育プログラムを選択した学生は，当該教育プ

ログラムに関わる授業科目の単位認定を受けることはできない。

第３条 既修得単位の認定を受けようとする者は，入学した年度の所定の期日までに，指導教員と相談

し，次の書類を研究科長に提出しなければならない。

� 申請書（本研究科所定の様式）

� 成績証明書及び講義内容を明示できるもの（シラバス，講義要項等）

第４条 既修得単位の認定の審査は，申請した授業科目ごとに当該授業科目担当教員が書類審査若しく

は試験（筆記又は口頭）により行う。

第５条 認定した授業科目の成績の表示は，「認定」とする。

附 則

この内規は，平成１９年４月１日から実施する。

附 則

この内規は，平成２０年４月１日から実施する。



１０ 神戸大学大学院国際文化学研究科特別聴講学生に関する内規

（平成１９年４月１日制定）

（趣 旨）

第１条 この内規は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３月２０日制定）第３４条第１項の

規定に基づき，特別聴講学生に関する必要な事項を定めるものとする。

（許 可）

第２条 本研究科との協定に基づき，他大学大学院から特別聴講学生の受入れ依頼があったときは，本

研究科教授会の承認を得て，特別聴講学生として許可する。

（出願手続）

第３条 特別聴講学生を志望する者は，所属大学の研究科長（研究科長を置かない研究科にあっては，

当該大学の学長とする。）を経て，次の書類を提出しなければならない。

� 特別聴講学生願書（本研究科所定用紙）

� 在学中大学院の学業成績証明書

（授業料等）

第４条 特別聴講学生は，履修する授業科目に相当する授業料を指定された期間に納付しなければなら

ない。

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する者については，授業料を徴収しない。

� 国立大学法人の学生

� 大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項（平成３年４月１１日文

部省学術国際局長裁定）に基づく協定留学生

� 大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項（平成８年

１１月１日文部省高等教育局長裁定）に基づく大学間協定による，公立又は私立の大学の学生

３ 特別聴講学生に関わる検定料及び入学料は徴収しない。

（許可の取り消し）

第５条 特別聴講学生が次の各号の一に該当する場合は，許可を取り消すことがある。

� 成業の見込みがないと認められるとき

� 本学の諸規則に違反したとき

� 学生の本分に反する行為があると認められるとき

第 2条 本研究科との協定に基づき，他大学大学院から特別聴講学生の受入れ依頼があったときは，本
研究科教授会の議を経て，特別聴講学生として許可する。

　　　附　則
　この内規は，平成25年４月１日から実施する。
　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から実施する。



１１ 神戸大学大学院国際文化学研究科特別研究学生に関する内規

（平成１９年４月１日制定）

（趣 旨）

第１条 この内規は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３月２０日制定）第３５条の規定に

よる特別研究学生に関する必要な事項を定めるものとする。

（許 可）

第２条 本研究科との協定に基づき，他大学大学院から特別研究学生の受入れ依頼があったときは，本

教授会の承認を得て，特別研究学生として研究指導を受けることを許可する。

（手 続 き）

第３条 特別研究学生を志望する者は，所属大学の研究科長を経て，次の書類を提出しなければならない。

� 特別研究学生願書（本研究科所定用紙）

� 在学中大学の学業成績証明書

（授業料等）

第４条 特別研究学生は，研究期間に相当する授業料を指定された期間に納付しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず，授業料を徴収しないことを協定した大学から受け入れた者については，

授業料を徴収しない。

３ 特別研究学生に関わる検定料及び入学料は徴収しない。

４ 研究指導を受けるために必要な費用は，特別研究学生の負担とする。

（受入れ時期及び研究期間）

第５条 特別研究学生の受入れ時期は，４月及び１０月とする。ただし，特に教授会が認めたときは，こ

の限りでない。

２ 研究期間は，前期課程にあっては１年，後期課程にあっては２年を超えないものとする。

（許可取り消し）

第６条 特別研究学生が次の各号の一に該当する場合は，許可を取り消すことがある。

� 成業の見込みがないと認められるとき

� 本学の諸規則に違反したとき

� 学生の本分に反する行為があると認められるとき

第 2条 本研究科との協定に基づき，他大学大学院から特別研究学生の受入れ依頼があったときは，本
教授会の議を経て，特別研究学生として研究指導を受けることを許可する。

第 5条 特別研究学生の受入れ時期は，４月及び10月とする。ただし，必要と認めるときは，この限り
でない。

　　　附　則
　この内規は，平成25年４月１日から実施する。
　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から実施する。





先端コミュニケーション論連携講座（博士後期課程に設置）

グローバル文化

グローバル化によ
る文化の現代的位
相を解明する

外国語教育コンテンツ論

外国語教育系
外国語教育に関する先進的研究と当該分野の卓越
した実践者の養成を目標とする

外国語教育システム論

情報コミュニケーション

言語情報コミュニケーション系
言語・非言語的コミュニケーション活動と多様な
情報メディアの利用に関わる諸問題を探求する

感性コミュニケーション

言語コミュニケーション

芸術文化論

現代文化システム系
グローバル化に伴う西洋近代原理の揺らぎの中で，
現代の社会的・文化的状況をトータルに研究する

先端社会論

モダニティ論

国際関係・比較政治論

異文化コミュニケーション系
異文化の接触・対立・交流の実態を多角的に探求
する

文化相関

個別地域文化研究
を踏まえ，異文化
間の相互作用のあ
り方や特質を多角
的に解明する 比較文明・比較文化論

文化人類学

ヨーロッパ・アメリカ文化論

地域文化系
各地域固有の文化特性や文化の変容を学際的に研
究する

アジア・太平洋文化論

日本学

コ ー ス領 域 （講 座）専 攻

研 究 科 の 構 成



国際文化学研究科 学位授与に関する方針

国際文化学研究科博士課程前期課程
　神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程前期課程は，深い異文化理解能力と自在なコミュニケー
ション能力を有し，豊かな学識と創造的な研究能力を備えた人材を育成することを目指す。この目的を
達成するため，以下に示す方針に従って修士（学術）の学位を授与する。

学位：修士（学術）
・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際文化学研究科は以下に示した方針に従って当該学
位を授与する。
・ 本研究科博士課程前期課程に2年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得し，かつ，
必要な研究指導を受けた上，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合
格すること。ただし，優れた業績を上げたものについては，在学期間を短縮して修了することができる。

・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，本研究科学生が修了までに身につけるべき能
力を次のとおりとする。

〈文化相関専攻〉
１． 文化が多様であること，それらの文化が相互に影響しながら変容するものであることを理解し，異

文化間の関係性を多角的に探究することができる能力。
２． 高い専門性の上に立った学際的研究を行うことができる能力。

〈グローバル文化専攻〉
１． 言語情報コミュニケーションの動態を深く理解し，現代のグローバル社会のさまざまな課題に取り

組むことができる能力。
２．高い専門性の上に立った学際的研究を行うことができる能力。



国際文化学研究科博士課程後期課程
　神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程後期課程は，深い異文化理解能力と自在なコミュニケー
ション能力を有し，豊かな学識と創造的な研究能力を備えた人材を育成することを目指す。この目的を
達成するため，以下に示す方針に従って博士（学術）の学位を授与する。

学位：博士（学術）
・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
　神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき，国際文化学研究科は以下に示した方針に従って当該学
位を授与する。
・ 本研究科博士課程後期課程に３年以上在学し，履修要件として定めた所定の単位以上を修得し，かつ，
必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格すること。ただし，優れた研究業績
を上げたものについては，在学期間を短縮して修了することができる。
・ 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え，本研究科学生が修了までに身につけるべき能
力を次のとおりとする。

〈文化相関専攻〉
１． 多様かつ相互に影響しながら変容する諸文化の構造と動態を究明し，文化研究の先端的な領域を主

体的に開拓することができる能力。
２．高度な専門性の上に立った領域横断的な研究を行うことができる能力。

〈グローバル文化専攻〉
１． 言語情報コミュニケーションの諸課題を探求し，グローバル化する現代世界を多角的に研究するこ

とができる能力。
２．高度な専門性の上に立った領域横断的な研究を行うことができる能力。



１６ 学位論文等の評価基準

（平成１９年１０月１９日制定）

平成２５年１１月７日 改正

神戸大学大学院国際文化学研究科は，学位論文等について，研究科のディプロマ・ポリシーに基づき，

以下の基準により総合的に評価する。

（修士論文の評価基準）

１ 学術上の創意工夫

２ 資料の取扱いの適切さ

３ 先行研究の取扱いの適切さ

４ 論旨の明確性・一貫性

５ 表現・表記法の適切さ

６ 構成の体系性

（修士フォリオの評価基準）

１ 学術上の創意工夫

２ 資料の取扱いの適切さ

３ 先行研究の取扱いの適切さ

４ 趣旨の明確性・一貫性

５ 表現・表記法の適切さ

６ コンポーネント相互の連関性

（修了研究レポートの評価基準）

１ 研究上の創意工夫

２ 資料の取扱いの適切さ

３ 論旨の明確性

４ 表現・表記法の適切さ

５ 構成の適切さ

（博士論文の評価基準）

１ 学界に対する学術上の寄与

２ 資料の取扱いの適切さ

３ 先行研究の取扱いの適切さ

４ 論旨の明確性・一貫性

５ 表現・表記法の適切さ

６ 構成の体系性

学位論文等の評価基準



成績評価に関する内規

（平成１９年１０月１９日制定）

最終改正 平成２６年１月２４日

（趣 旨）

第１条 この内規は，国際文化学研究科規則第３０条の２の規定に基づき，成績評価に関する必要な事項

を定めるものとする。

（成績評価）

第２条 本研究科における授業科目の成績評価は，秀，優，良，可，又は不可とし，可以上をもって合

格とする。ただし，学位論文コロキアム科目，「専門インターンシップ演習」，「高度専門インターン

シップ演習」の成績評価については，これを合格又は不合格とする。

２ 各授業科目を担当する教員が，前項の成績評価を行うにあたっては，以下の基準に拠るものとする。

秀：学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。

（１００点満点に換算して９０点以上を目安とする）

優：学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。

（１００点満点に換算して８０～８９点を目安とする）

良：学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。

（１００点満点に換算して７０～７９点を目安とする）

可：学修の目標を達成している。

（１００点満点に換算して６０～６９点を目安とする）

不可：学修の目標を達成していない。

（１００点満点に換算して５９点以下を目安とする）

（成績評価の方法）

第３条 各授業科目の成績評価の方法は，当該授業科目を担当する教員が，これをシラバスにおいて明

示するものとする。

（成績評価に対する調査請求）

第４条 学生は，本研究科の授業科目について受けた成績評価につき不服がある場合には，調査請求を

行うことができる。

（調査請求の手続）

第５条 学生は，前条の調査請求を行う場合には，調査を請求する授業科目名，担当教員名，請求する

調査の内容，及びその理由を記載した調査請求書を，教務学生係に提出しなければならない。

２ 前項の理由は，公表された成績評価方法を踏まえて，これを具体的に述べなければならない。

３ 第１項の調査請求書は，当該成績が発表された日から１週間以内に提出しなければならない。ただ

し，当該期間内に提出できなかったことにつき正当な理由がある場合はこの限りでない。

（調査請求に対する回答）

第６条 前条第１項の調査請求書が提出された場合，当該成績評価を行った教員は速やかに調査を行っ

第 2条 本研究科における授業科目の成績評価は，秀，優，良，可，又は不可とし，可以上をもって合
格とする。ただし，学位論文コロキアム科目，「専門インターンシップ演習」，「高度専門インターンシッ
プ演習」，「海外専門研修」，「高度海外専門研修」の成績評価については，これを合格又は不合格とする。



たのち，調査請求書が提出された日から１０日以内に，調査結果を説明した回答書（以下「調査結果回

答書」という。）を教務学生係に提出するものとする。

（調査結果回答書に対する面接の請求）

第７条 前条の調査結果回答書を受領した学生が，なお当該調査結果回答書の説明に納得しがたい場合

には，当該成績評価を行った教員に面接を請求することができる。

２ 前項の請求は，当該調査結果回答書を受領した日から２週間以内に，面接を請求する理由を記載し

た書面を教務学生係に提出することによって行わなければならない。

３ 第１項の面接は，研究科教務委員長を立会人として速やかにこれを行うものとする。

４ 当該成績評価を行った教員は，前項の面接において，成績評価及び調査結果回答書の記載内容につ

いて当該学生に説明するものとする。

附 則

１．この内規は，平成２３年４月１日から実施する。

２．この内規施行の際，現に在学する者については，なお従前の例による。

附 則

この内規は，平成２６年４月１日から実施する。

　　　附　則
　この内規は，平成28年４月１日から実施する。



国際文化学研究科試験等における不正行為等に対する

成績の措置についての取扱い

平成29年１ 月20日制定

　国際文化学研究科の不正行為等に関する取扱いについては，下記のとおりとする。
（定　　義）

第 1  この取扱いにおいて，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。
⑴　試験　授業科目の定期試験（授業内で行われるものや，筆記試験以外の形態で実施されるものを
含む）をいう。
⑵ 　レポート等　授業科目の成績評価のために課す提出物をいう。
⑶ 　試験における不正行為　次に掲げる行為をいう。
  ・本人に代わって受験すること，又はそのように依頼すること。
  ・ 持込みが許可されている物品以外（電子機器や印刷物，試験に関連した内容の紙片など）を

用いること，又は持込むこと。
  ・その他，試験の公平性を損なう行為や成績評価を妨げる行為をすること。
⑷ 　レポート等における不正行為　次に掲げる行為をいう。
  ・ 他者の著作物（書籍やウェブサイトなどの文章や図表など）の全部又は一部を，出典を明記

せずに使用し，故意に提出者の作成したものであるかのように見せることによる，盗用や剽
窃行為をすること。

  ・ 他者の作成したレポート等の全部又は一部を，提出者の作成したものであるかのように見せ
ること。またそのような意図を知りながら，レポート等を貸与すること。

  ・その他，レポート等の公平性を損なう行為や成績評価を妨げる行為をすること。
（不正行為と疑われる行為への対応）

第 2  不正行為と疑われる行為が発生した場合，次のとおり対応することとする。
⑴　不正行為と疑われる行為が発生した場合，試験監督教員又は授業担当教員（以下「担当教員」と
いう。）は，当該行為に関する証拠保全を直ちに行う。
⑵　担当教員による学生の事情聴取により不正行為と判断された場合は，直ちに本人自署による事実
確認書を提出させる。なお，事情聴取には，第三者の教職員を同席させるものとする。
⑶　教務委員会委員長は，前号に定める事実確認書に基づき，担当教員同席により，学生の事情聴取
を行う。不正行為が確認された場合は，学生に顛末書及び反省書を提出させ， 不正行為に関する事
実経過を，事実確認書，顛末書及び反省書とともに，国際文化学研究科長に報告する。
（不適当な行為への対応）

第 3  第２第2号及び第３号による事情聴取又は担当教員の判断により，不正行為は確認されないが，
当該授業科目の専門分野における規範に照らして不適当な行為と確認された場合，次のとおり対応す
ることとする。
⑴　当該分野における規範に基づき，担当教員による教育的指導を行うとともに，教務委員会委員長



による厳重注意を行う。ただし，担当教員の判断により，不適当な行為が軽微であると確認された
場合は，この限りでない。
⑵　前号による注意を受け，なお不適当な行為が繰り返された場合は，不正行為とみなし，不正行為
が確認された場合の措置に準じて処分することがある。
（不正行為が確認された場合の措置）

第 4  国際文化学研究科（以下「本研究科」という。）の学生による不正行為に対しては，事実経過を
教授会に報告し，次の処置をとる。
⑴　不正行為が行われた学期の授業科目（通年科目を含む）の成績は，すべて無効とする。
⑵  不正行為が行われた年度の実習等の単位取得は，認めない。
⑶　不正行為が行われた年度に他大学等で修得した単位は，認定しない。
⑷　不正行為が行われた時点以降当該年度の実習等は，受けさせない。
⑸　事実経過を本研究科内に公表する。ただし，氏名は，公表しない。
⑹　父母等に対し，第１号から前号までの処置を文書で通告する。
第 5  本研究科以外の学生による不正行為に対し，事実経過を教授会に報告し，次の処置をとる。
⑴　不正行為が行われた学期の本研究科開講授業科目（通年科目を含む）の成績は，すべて無効とする。
⑵　学生の所属部局に対し，前号の処置を文書で通告する。
（雑　　則）

第 6  この取扱いに定めるもののほか，この取扱いの実施に関し必要な事項は，教務委員会が定める。

　　附　則
　この取扱いは，平成 29年４月１日から施行する。



日本語教師養成サブコースに関する内規

 （平成26年11月21日制定）

（趣　　旨）
第 1条 この内規は神戸大学大学院国際文化学研究科（以下「本研究科」という。）の博士課程前期課
程（以下「前期課程」という。）における日本語教師養成サブコース（以下「サブコース」という。）
の履修等について必要な事項を定めるものとする。
（目　　的）

第 2条 サブコースは，現代グローバル社会の諸課題に取り組み，言語情報コミュニケーションの動態
を深く理解するとともに，外国語としての日本語を教授するための実践的能力・研究能力を身につけ
ることを目的とする。
（履修方法及び修了要件）

第 3条 サブコースを履修しようとする者は，ガイダンスを受けた後，指導教員及びサブコース・コー
ディネーターと相談の上，履修計画を作成し研究科長に提出しなければならない。
２　サブコースを修了しようとする者は，次表の区分に従い，別表に定める「推奨科目」，「選択必修科
目（６単位以上）」及び「必修科目（１単位）」並びに別に指定する「その他の科目」から合計28単位
以上を修得しなければならない。なお，「教育実習」を履修する者は，選択必修科目を少なくとも１
科目履修した後の履修が望ましい。

区分 分野 必要修得単位数 合計単位数
Ａ 社会・文化・地域 ２

28
（選択必修科目６単
位及び必修科目１単
位を含む）

Ｂ 言語と社会
４

Ｃ 言語と心理
Ｄ 言語と教育 ４
Ｅ 言語 ４

教育実習 １

３　本研究科とインターンシップ協定を締結した団体等において，日本語教育もしくは日本文化の内容
を含むインターンシップを行った場合には，「教育実習」に相当する科目としてサブコースの修了要
件に含めることができる。
（前期課程修了要件単位への算入）

第 4条 前条第２項及び第３項の規定により修得した単位は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則第
31条第１項に定める前期課程修了の要件となる単位に含めることができる。
（後期課程在学者の履修）

第 5条 本研究科博士課程後期課程（以下「後期課程」という。）に在学する者は，指導教員の承認のうえ，
サブコースを履修することができるものとする。
２　別表に定める「推奨科目」及び「選択必修科目」並びに別に指定する「その他の科目」のうち，演
習の履修は，原則認めない。ただし，所属するコースの演習は，授業担当教員の承認のうえ，履修す



ることができるものとする。
３　サブコースで修得した単位は，後期課程修了の要件へ算入することはできない。
４　後期課程入学以前に，本研究科前期課程正規課程において修得した単位及び認定された単位は，サ
ブコースの修了要件に含めることができる。ただし，平成26年度以降，前期課程に入学した者に限る。
（修了認定）

第 6条 サブコースの修了認定は，本研究科の教授会の議を経て行い，修了を認定された者については，
修了認定証を授与する。
２　修了認定証の様式は，別に定める。
３　修了認定証は，原則として学位記授与式の日に交付する。
（雑　　則）

第 7条 この内規に定めるもののほか，この内規の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，定める。

　　　附　則
１　この内規は，平成27年４月１日から施行する。
２　この内規施行の際現に在学する者が施行日以前に本研究科正規課程で修得した単位及び認定された
単位は，第３条第２項に定める28単位に算入することができる。ただし，平成26年度以降に入学した
者に限る。

　　　附　則
１　この内規は，平成28年４月１日から施行する。
２　この内規施行の際現に前期課程に在学する者については，前期課程に在学する間，改正後の日本語
教師養成サブコースに関する内規（以下「内規」という。）の規定にかかわらず，なお従前の例による。

　　　附　則
１　この内規は，平成29年４月１日から施行する。
２　この内規施行の際現に在学する者については，改正後の日本語教師養成サブコースに関する内規の
規定にかかわらず，なお従前の例による。



別表　推奨科目，選択必修科目及び必修科目

区分 分　　野 科 目 名 コ ー ス 名 単位 必修科目
（１単位）

選択必修科目
（６単位以上）

必要修得
単位数

A 社会・文化・
地域

日本語教育応用論特殊講義１ 言語コミュニケーション論 １ ★
２

日本語教育応用論特殊講義２ 言語コミュニケーション論 １ ★

B 言語と社会

言語教育環境論特殊講義１ 外国語教育システム論 １
言語教育環境論特殊講義２ 外国語教育システム論 １
翻訳行為論特殊講義１ 言語コミュニケーション論 １
翻訳行為論特殊講義２ 言語コミュニケーション論 １
レトリカル・コミュニケーション論特殊講義１ 言語コミュニケーション論 １

４

レトリカル・コミュニケーション論特殊講義２ 言語コミュニケーション論 １

C 言語と心理

言語教育科学論特殊講義１ 外国語教育システム論 １
言語教育科学論特殊講義２ 外国語教育システム論 １
第二言語習得論特殊講義１ 言語コミュニケーション論 １
第二言語習得論特殊講義２ 言語コミュニケーション論 １
言語コミュニケーション論演習＊１ 言語コミュニケーション論 ２
感性コミュニケーション論演習＊２ 感性コミュニケーション論 ２
比較・対照言語論特殊講義１ 言語コミュニケーション論 １
比較・対照言語論特殊講義２ 言語コミュニケーション論 １
言語行動科学特殊講義１ 感性コミュニケーション論 １
言語行動科学特殊講義２ 感性コミュニケーション論 １

D 言語と教育

日本語教育方法論特殊講義１ 言語コミュニケーション論 １ ★

４

日本語教育方法論特殊講義２ 言語コミュニケーション論 １ ★
言語コミュニケーション論演習＊３ 言語コミュニケーション論 ２ ★
外国語教育工学論特殊講義１ 外国語教育コンテンツ論 １
外国語教育工学論特殊講義２ 外国語教育コンテンツ論 １
外国語教育内容論特殊講義Ⅱ-1 外国語教育コンテンツ論 １
外国語教育内容論特殊講義Ⅱ-2 外国語教育コンテンツ論 １
言語対照応用論特殊講義Ⅱ-1 外国語教育コンテンツ論 １
言語対照応用論特殊講義Ⅱ-2 外国語教育コンテンツ論 １
外国語教育コンテンツ論演習＊４ 外国語教育コンテンツ論 ２

E 言語

日本語教育内容論特殊講義１ 言語コミュニケーション論 １ ★

４

日本語教育内容論特殊講義２ 言語コミュニケーション論 １ ★
言語慣用類型論特殊講義１ 言語コミュニケーション論 １
言語慣用類型論特殊講義２ 言語コミュニケーション論 １
言語コミュニケーション論演習＊５ 言語コミュニケーション論 ２
言語対照基礎論特殊講義１ 外国語教育システム論 １
言語対照基礎論特殊講義２ 外国語教育システム論 １
言語科学論特殊講義１ 外国語教育システム論 １
言語科学論特殊講義２ 外国語教育システム論 １

教育実習 言語コミュニケーション実習 言語コミュニケーション論 １ ◎ １

※別表に定められた必要修得単位数は，「推奨科目」，「選択必修科目」及び「必修科目」から修得する。
※別表に掲載されていない前期課程開講科目のうち，第３条第２項に定める合計28単位に含むことができるも
のは，「その他の科目」とする。なお，「その他の科目」に該当する授業科目については，ガイダンス時に指
示する。

＊１　田中担当のものに限る。
＊２　水口・林（良）・松本担当のものに限る。
＊３　川上・齊藤（美）・朴（秀）担当のものに限る。
＊４　柏木・石川担当のものに限る。
＊５　湯淺担当のものに限る。



国際文化学研究科インターンシップの単位認定に関する内規

平成29年２月17日　制定

（趣　　旨）
第 1条 この内規は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成19年３月20日制定）第18条に定める
授業科目「専門インターンシップ実習」（２単位）及び「高度専門インターンシップ実習」（２単位）
の単位認定に関し必要な事項を定めるものとする。
（単位の申請）

第 2条 学生は，神戸大学又は国際文化学研究科（以下「本研究科」という。）との協定に基づき参加
したインターンシップについて，単位の認定を申請することができる。ただし，事前に申し出た場合
に限る。
２　申請できるインターンシップの実施期間は，10日（実働60時間）以上とし，無報酬のものとする。
３　学生が休学期間中に参加したインターンシップについては，申請を認めない。
４　申請を希望する学生は，インターンシップ終了後，速やかに次の各号に掲げる書類を神戸大学大学
院国際文化学研究科長に提出しなければならない。
⑴　インターンシップ単位認定申請書（別紙様式１）
⑵　インターンシップ報告書（別紙様式２）
⑶　受入先もしくは主催者の評定書（別紙様式３）及び外国語の場合はその日本語訳
（単位の認定）

第 3条 本研究科教授会は，前条第４項に定める申請書類に基づき，単位認定について審査する。
（単位数の上限）

第 4条 「専門インターンシップ実習」及び「高度専門インターンシップ実習」の単位は，受入先が異
なれば最大４単位まで修了要件に算入できるものとする。
（その他の必要事項）

第 5条 この内規に定めるもののほか，インターンシップの単位認定に関して必要な事項は，教務委員
会が定める。

　　　附　則
　この内規は，平成29年４月１日から施行する。





１　前期課程　ナンバリング基本方針

博 士 課 程 前 期 課 程
第１～２桁 Ｃ２ 指定

第３桁
Ｉ 文化相関
Ｇ グローバル文化
Ｚ 専攻共通

第４桁

Ａ 日本学コース
Ｂ アジア・太平洋文化論コース
Ｃ ヨーロッパ・アメリカ文化論コース
Ｄ 文化人類学コース
Ｅ 比較文明・比較文化論コース
Ｆ 国際関係・比較政治論コース
Ｇ モダニティ論コース
Ｈ 先端社会論コース
Ｉ 芸術文化論コース
Ｊ 言語コミュニケーションコース
Ｋ 感性コミュニケーションコース
Ｌ 情報コミュニケーションコース
Ｍ 外国語教育システム論コース
Ｎ 外国語教育コンテンツ論コース
Ｚ コース共通

第５桁
６ 特殊講義科目，アカデミックスキル科目

７ 高度専門演習科目，特殊研究科目，ＥＵエキスパート人材養成プログ
ラム科目，研究指導演習科目

第６桁 ０

第７桁

０ アカデミックスキル科目

１ 特殊講義科目，特殊研究科目，ＥＵエキスパート人材養成プログラム
科目，研究指導演習科目

２ 高度専門演習科目
３ 研究指導演習科目



博士課程前期課程　授業科目一覧
　⑴　文化相関専攻

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

特 殊 講 義 科 目

日本社会変容論特殊講義１ C2IA601
日本社会変容論特殊講義２ C2IA601
日本社会経済論特殊講義１ C2IA601
日本社会経済論特殊講義２ C2IA601
日本言語文化論特殊講義１ C2IA601
日本言語文化論特殊講義２ C2IA601
日本芸能文化論特殊講義１ C2IA601
日本芸能文化論特殊講義２ C2IA601
日本文化表象論特殊講義１ C2IA601
日本文化表象論特殊講義２ C2IA601
日本・ロシア交流論特殊講義１ C2IA601
日本・ロシア交流論特殊講義２ C2IA601
中国社会経済論特殊講義１ C2IB601
中国社会経済論特殊講義２ C2IB601
中国社会文化論特殊講義１ C2IB601
中国社会文化論特殊講義２ C2IB601
モンゴル社会文化論特殊講義１ C2IB601
モンゴル社会文化論特殊講義２ C2IB601
東南アジア社会文化論特殊講義１ C2IB601
東南アジア社会文化論特殊講義２ C2IB601
東南アジア国家統合論特殊講義１ C2IB601
東南アジア国家統合論特殊講義２ C2IB601
オセアニア社会文化論特殊講義１ C2IB601
オセアニア社会文化論特殊講義２ C2IB601
フランス文化表象論特殊講義１ C2IC601
フランス文化表象論特殊講義２ C2IC601
スラヴ社会文化論特殊講義１ C2IC601
スラヴ社会文化論特殊講義２ C2IC601
イギリス市民文化論特殊講義１ C2IC601
イギリス市民文化論特殊講義２ C2IC601
イギリス宗教文化論特殊講義１ C2IC601
イギリス宗教文化論特殊講義２ C2IC601
アメリカ多民族社会形成論特殊講義１ C2IC601
アメリカ多民族社会形成論特殊講義２ C2IC601
アメリカ言語映像文化論特殊講義１ C2IC601
アメリカ言語映像文化論特殊講義２ C2IC601
ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義１ C2IC601
ラテン・アメリカ文化交流論特殊講義２ C2IC601
社会人類学特殊講義１ C2ID601



特 殊 講 義 科 目

社会人類学特殊講義２ C2ID601
文化人類学特殊講義１ C2ID601
文化人類学特殊講義２ C2ID601
現代人類学特殊講義１ C2ID601
現代人類学特殊講義２ C2ID601
民族学特殊講義１ C2ID601
民族学特殊講義２ C2ID601
民族誌論特殊講義１ C2ID601
民族誌論特殊講義２ C2ID601
越境社会文化論特殊講義１ C2IE601
越境社会文化論特殊講義２ C2IE601
科学技術社会論特殊講義１ C2IE601
科学技術社会論特殊講義２ C2IE601
日米文化交流論特殊講義１ C2IE601
日米文化交流論特殊講義２ C2IE601
伝統文化翻訳論特殊講義１ C2IE601
伝統文化翻訳論特殊講義２ C2IE601
古代越境文化論特殊講義１ C2IE601
古代越境文化論特殊講義２ C2IE601
多文化政治社会論特殊講義１ C2IF601
多文化政治社会論特殊講義２ C2IF601
国際政治社会論特殊講義１ C2IF601
国際政治社会論特殊講義２ C2IF601
比較政治社会論特殊講義１ C2IF601
比較政治社会論特殊講義２ C2IF601
比較地域社会論特殊講義１ C2IF601
比較地域社会論特殊講義２ C2IF601
比較地域政治論特殊講義１ C2IF601
比較地域政治論特殊講義２ C2IF601

高度専門演習科目

日本学演習 C2IA702
アジア・太平洋文化論演習 C2IB702
ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 C2IC702
異文化関係論演習 C2ID702
越境文化論演習 C2IE702
国際社会論演習 C2IF702

　⑵　グローバル文化専攻

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

特 殊 講 義 科 目

近代社会思想系譜論特殊講義１ C2GG601
近代社会思想系譜論特殊講義２ C2GG601
近代経済思想系譜論特殊講義１ C2GG601
近代経済思想系譜論特殊講義２ C2GG601
近代政治思想系譜論特殊講義１ C2GG601



特 殊 講 義 科 目

近代政治思想系譜論特殊講義２ C2GG601
文化言説系譜論特殊講義１ C2GG601
文化言説系譜論特殊講義２ C2GG601
表象文化系譜論特殊講義１ C2GG601
表象文化系譜論特殊講義２ C2GG601
現代社会理論特殊講義１ C2GH601
現代社会理論特殊講義２ C2GH601
ジェンダー社会文化論特殊講義１ C2GH601
ジェンダー社会文化論特殊講義２ C2GH601
メディア社会文化論特殊講義１ C2GH601
メディア社会文化論特殊講義２ C2GH601
文化規範形成論特殊講義１ C2GH601
文化規範形成論特殊講義２ C2GH601
生命規範形成論特殊講義１ C2GH601
生命規範形成論特殊講義２ C2GH601
現代法規範論特殊講義１ C2GH601
現代法規範論特殊講義２ C2GH601
現代芸術動態論特殊講義１ C2GI601
現代芸術動態論特殊講義２ C2GI601
現代芸術社会論特殊講義１ C2GI601
現代芸術社会論特殊講義２ C2GI601
表象文化相関論特殊講義１ C2GI601
表象文化相関論特殊講義２ C2GI601
文化環境形成論特殊講義１ C2GI601
文化環境形成論特殊講義２ C2GI601
芸術文化共生論特殊講義１ C2GI601
芸術文化共生論特殊講義２ C2GI601
芸術文化表現論特殊講義１ C2GI601
芸術文化表現論特殊講義２ C2GI601
比較・対照言語論特殊講義１ C2GI601
比較・対照言語論特殊講義２ C2GI601
言語慣用類型論特殊講義１ C2GJ601
言語慣用類型論特殊講義２ C2GJ601
翻訳行為論特殊講義１ C2GJ601
翻訳行為論特殊講義２ C2GJ601
レトリカル・コミュニケーション論特殊講義１ C2GJ601
レトリカル・コミュニケーション論特殊講義２ C2GJ601
第二言語習得論特殊講義１ C2GJ601
第二言語習得論特殊講義２ C2GJ601
日本語教育方法論特殊講義１ C2GJ601
日本語教育方法論特殊講義２ C2GJ601
日本語教育内容論特殊講義１ C2GJ601
日本語教育内容論特殊講義２ C2GJ601



特 殊 講 義 科 目

日本語教育応用論特殊講義１ C2GJ601
日本語教育応用論特殊講義２ C2GJ601
コミュニケーション文法論特殊講義１ C2GK601
コミュニケーション文法論特殊講義２ C2GK601
言語インターフェース論特殊講義１ C2GK601
言語インターフェース論特殊講義２ C2GK601
言語行動科学論特殊講義１ C2GK601
言語行動科学論特殊講義２ C2GK601
コミュニケーション認知論特殊講義１ C2GK601
コミュニケーション認知論特殊講義２ C2GK601
非言語コミュニケーション論特殊講義１ C2GK601
非言語コミュニケーション論特殊講義２ C2GK601
対人行動論特殊講義１ C2GK601
対人行動論特殊講義２ C2GK601
コンピューター・コミュニケーション・システム論特殊講義１ C2GL601
コンピューター・コミュニケーション・システム論特殊講義２ C2GL601
コンピューター・シミュレーション論特殊講義１ C2GL601
コンピューター・シミュレーション論特殊講義２ C2GL601
情報ベース論特殊講義１ C2GL601
情報ベース論特殊講義２ C2GL601
計算科学応用論特殊講義１ C2GL601
計算科学応用論特殊講義２ C2GL601
メディア統合論特殊講義１ C2GL601
メディア統合論特殊講義２ C2GL601
認知情報システム論特殊講義１ C2GL601
認知情報システム論特殊講義２ C2GL601
言語対照基礎論特殊講義１ C2GM601
言語対照基礎論特殊講義２ C2GM601
言語教育科学論特殊講義１ C2GM601
言語教育科学論特殊講義２ C2GM601
言語教育環境論特殊講義１ C2GM601
言語教育環境論特殊講義２ C2GM601
言語文化環境論特殊講義Ⅰ－１ C2GM601
言語文化環境論特殊講義Ⅰ－２ C2GM601
言語文化環境論特殊講義Ⅱ－１ C2GM601
言語文化環境論特殊講義Ⅱ－２ C2GM601
言語文化表象論特殊講義１ C2GM601
言語文化表象論特殊講義２ C2GM601
言語科学論特殊講義１ C2GM601
言語科学論特殊講義２ C2GM601
外国語教授学習論特殊講義１ C2GN601
外国語教授学習論特殊講義２ C2GN601
外国語教育工学論特殊講義１ C2GN601



特 殊 講 義 科 目

外国語教育工学論特殊講義２ C2GN601
外国語教育内容論特殊講義Ⅰ－１ C2GN601
外国語教育内容論特殊講義Ⅰ－２ C2GN601
外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－１ C2GN601
外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－２ C2GN601
第二言語運用論特殊講義１ C2GN601
第二言語運用論特殊講義２ C2GN601
言語対照応用論特殊講義Ⅰ－１ C2GN601
言語対照応用論特殊講義Ⅰ－２ C2GN601
言語対照応用論特殊講義Ⅱ－１ C2GN601
言語対照応用論特殊講義Ⅱ－２ C2GN601

高度専門演習科目

モダニティ論演習 C2GG702
先端社会論演習 C2GH702
芸術文化論演習 C2GI702
言語コミュニケーション論演習 C2GJ702
感性コミュニケーション論演習 C2GK702
ＩＴコミュニケーション論演習 C2GL702
外国語教育システム論演習 C2GM702
外国語教育コンテンツ論演習 C2GN702

　⑶　各専攻共通
　　Ａ表

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

ア カ デ ミ ッ ク・
ス キ ル 科 目

ＩＴスキル実習１ C2ZZ600
ＩＴスキル実習２ C2ZZ600
統計・計量分析法１ C2ZZ600
統計・計量分析法２ C2ZZ600
フィールド調査法１ C2ZZ600
フィールド調査法２ C2ZZ600
社会研究方法論１ C2ZZ600
社会研究方法論２ C2ZZ600
アカデミック・コミュニケーション（英語）１ C2ZZ600
アカデミック・コミュニケーション（英語）２ C2ZZ600
アカデミック・ライティング（英語）１ C2ZZ600
アカデミック・ライティング（英語）２ C2ZZ600
アカデミック・ライティング（日本語）１ C2ZZ600
アカデミック・ライティング（日本語）２ C2ZZ600

特 殊 研 究 科 目

国際文化学特殊研究 C2ZZ701
専門インターンシップ実習 C2ZZ701
海外専門研修 C2ZZ701
言語コミュニケーション実習 C2ZZ701
文化情報リテラシー特殊講義１ C2ZZ701
文化情報リテラシー特殊講義２ C2ZZ701
文化情報リテラシー専門演習 C2ZZ701



ＥＵエキスパート人材
養成プログラム科目

Aspects of EU Culture and Society（Advanced Lecture）1 C2ZZ701
Aspects of EU Culture and Society（Advanced Lecture）2 C2ZZ701
日欧比較セミナー　上級 C2ZZ701
EUエキスパート人材養成プログラム特別講義 C2ZZ701

　　Ｂ表
　　　⑴　研究者養成型プログラム

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

研究指導演習科目

研究指導演習Ⅰ C2ZZ703
研究指導演習Ⅱ C2ZZ703
研究指導演習Ⅲ C2ZZ703
研究指導演習Ⅳ C2ZZ703

　　　⑵　キャリアアップ型プログラム

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

研究指導演習科目
研究指導演習Ⅰ C2ZZ703
研究指導演習Ⅱ C2ZZ703



２　前期課程の履修等に関する留意事項

Ⅰ　外国籍学生特別入試に係る学生の教育プログラムの選択
　外国籍学生特別入試によって前期課程に入学した学生は，入学した学期の初めに，指導教員の承認を
経て，教育プログラムを選択し，教務学生係に届け出なければならない。

Ⅱ　前期課程授業科目の概要
１　「特殊講義科目」（１単位）とは，当該科目がカバーする領域の大学院レベルでの基盤的知識の涵養
を主たる教育内容とする「講義」形式の授業である。ただし，教員からの知識の伝授のみならず，教
員による問題提起と履修学生による応答を交えたり，頻繁にアサインメントを課したりすることに
よって，双方向的に展開される授業科目である。
２　「高度専門演習科目」（２単位）とは，後期課程との連関を視野に入れつつ，専門文献の講読や学生
の発表などを通して，当該科目がカバーする領域における柔軟な思考能力と深い洞察力を養成するた
めの「演習」形式の授業である。
３　「研究指導演習科目」（２単位）とは，修士フォリオ，修士論文または修了研究レポートを作成する
プロセスにおいて，主たる指導教員が研究指導を行うために設けられた授業科目である。
４　「アカデミック・スキル科目」（１単位）とは，幅広い実践的知識や能力を修得したり，専門的調査・
研究を遂行するうえで不可欠な技能・方法論等を修得することを目標とする授業である。
５　「特殊研究科目」は，主として実務に携わる専門家を講師として招き，現実的課題への実践的視点
からの取り組みについて検討を深めることを教育目標とする授業である。
６　「ＥＵエキスパート人材養成プログラム科目」とは，ＥＵ（欧州連合）及びヨーロッパ地域の考察
における深い専門性を涵養し，外国語の運用を含めた国際性を高めることを教育目標とする授業科目
である。

Ⅲ　研究者養成型プログラムに関する留意事項
１　指導教員と研究・履修計画書
⑴　関係教員と面談のうえ，入学した学期の初めに，指導教員１名と副指導教員１名以上を決定して，
教務学生係に届け出なければならない。
⑵　指導教員による指導を受けたうえで，１年次の所定の期日に，研究・履修計画書を教務学生係に
提出しなければならない。

２　修了要件
　２年間の在学期間（標準）に，本研究科が開講する，「高度専門演習科目」（８単位以上必修），「ア
カデミック・スキル科目」，「研究指導演習科目」（４科目８単位必修），「特殊講義科目」，「特殊研究
科目」，「ＥＵエキスパート人材養成プログラム科目」の中から，合計30単位以上を履修・修得し，か
つ，修士論文または修士フォリオの審査に合格した学生に対して，修士（学術）の学位が授与される。
３　履修上の注意
⑴　研究者養成型プログラムの学生は，「高度専門演習科目」を，12単位以上履修・修得することが



望ましい。
⑵　研究者養成型プログラムの学生は，自己が所属するコースが開講する「高度専門演習科目」を，
８単位以上履修・修得することが望ましい。
⑶　「高度専門演習科目」及び「ＥＵエキスパート人材養成プログラム特別講義」は，担当教員が同
一であるか否にかかわらず，重複して履修・単位修得することができる。
⑷　研究者養成型プログラムの学生は，「アカデミック・スキル科目」を２単位以上履修・修得する
ことが望ましい。

⑸　１年以上在学した研究者養成型プログラムの学生は，本研究科後期課程が開講する「特別演習科
目」を履修・修得し，修了に必要な単位数に算入することができる。

４　修士論文・修士フォリオ
⑴　修士論文を提出しようとする者は，「修士論文の指導体制について」を参照すること。
⑵　修士フォリオを提出しようとする者は，「修士フォリオの指導体制について」を参照すること。
５　早期修了
　２年未満の在学で修了を希望する学生は，「修士論文の指導体制について」第９項及び「修士フォ
リオの指導体制について」第10項を参照すること。

Ⅳ　キャリアアップ型プログラムに関する留意事項
１　指導教員と研究・履修計画書
⑴　関係教員と面談のうえ，入学した学期の初めに，指導教員１名を決定して，教務学生係に届け出
なければならない。
⑵　指導教員による指導を受けたうえで，１年次の所定の期日に，研究・履修計画書を教務学生係に
提出しなければならない。

２　修了要件
　２年間の在学期間（標準）に，本研究科が開講する，「特殊講義科目」（12単位以上必修），「アカ
デミック・スキル科目」（２単位以上必修），「研究指導演習科目」（２科目４単位必修），「高度専門演
習科目」，「特殊研究科目」，「ＥＵエキスパート人材養成プログラム科目」の中から，合計30単位以上
を履修・修得し，かつ「修了研究レポート」の審査に合格した学生に対して，修士（学術）の学位が
授与される。
３　履修上の注意
⑴　キャリアアップ型プログラムの学生は，自己が所属するコースが開講する「特殊講義科目」を，
８単位以上履修・修得することが望ましい。
⑵　「高度専門演習科目」及び「ＥＵエキスパート人材養成プログラム特別講義」は，担当教員が同
一であるか否にかかわらず，重複して履修・単位修得することができる。
⑶　キャリアアップ型プログラムの学生は，「研究指導演習Ⅰ，Ⅱ」を原則として２年次に履修・単
位修得しなければならない。ただし，履修計画上，必要である場合は１年次に履修・単位修得する
こともできる。

⑸　神戸大学大学院国際文化学研究科規則第27条により留学を許可された学生は，留学を許可された

期間中に，指導教員の承認を得て，「研究指導演習科目」を履修することができる。

⑹



４　修了研究レポート
　修了研究レポートの作成については，「修了研究レポート作成要領」を参照すること。
５　早期修了
　２年未満の在学で修了を希望する学生は，「修了研究レポートの指導体制について」第９項を参照
すること。

⑷　キャリアアップ型プログラムの学生は，本研究科後期課程が開講する「特別演習科目」を履修・
単位修得することができない。



３　修士論文の指導体制について

１　指導教員
　修士論文を提出しようとする学生は，関係教員と面談のうえ，入学した学期の初めに指導教員１名及
び副指導教員１名以上を決定して，教務学生係に届け出なければならない。
２　研究・履修計画書
　修士論文を提出しようとする学生は，指導教員による指導を受けたうえで，１年次の所定の期日に「研
究・履修計画書」を，教務学生係に提出しなければならない。当該学生の所属するコースは，この「研
究・履修計画書」を審議のうえ，承認を与えるものとする。
３　研究指導演習
　指導教員は，「研究指導演習Ⅰ～Ⅳ」において，修士論文の作成・提出に向けて研究指導を行うもの 
とする。
４　修士論文の題目届
　修士論文を提出しようとする学生は，２年次の10月17日までに，指導教員の承認を経て所定の様式に 
より論文題目届を教務学生係に提出しなければならない。提出期限の日が休業日に当たるときは，その 
次の最初の業務日を期限とする。次年度以降の９月修了予定者は，次年度の４月17日までに，同様の手 
続により論文題目届を提出するものとする。
５　修士論文の提出資格
　修士論文を提出しようとする学生は，題目届を提出する期限までに16単位以上を修得していなければ 
ならない。
６　修士論文の提出期限
　修士論文の提出期限は，１月17日とする。次年度以降の９月に修了しようとする者の提出期限は，７ 
月17日とする。提出期限の日が休業日に当たるときは，その次の最初の業務日を期限とする。
７　修士論文の審査
　修士論文の論文審査及び最終試験は，研究科を担当する専任の教授及び准教授のうちから２名以上の 
審査委員により行い，審査の結果を教授会に報告し，承認を得るものとする。ただし，審査委員には少 
なくとも教授１名を含めなければならない。
　また，前記の審査委員のほか，審査のために必要があると認めるときは，研究科を担当する専任の講 
師を加えることができるものとする。
８　修士論文報告会の開催等
⑴　学生の所属するコースまたは領域は，修士論文の中間報告会を開催するものとする。
⑵　学生の所属するコースまたは領域は，修士論文の最終試験を公開形式で開催し，修士論文の水準 
の維持・向上を図るものとする。最終試験の時期は，原則として２年次の２月とする。次年度以降
　　次年度以降の９月に修了しようとする者の最終試験の時期は，原則として８月とする。



９　早期修了者に係る修士論文の提出資格判定
　Ⅰ　１年の在学で前期課程を修了しようとする場合
⑴　優れた業績をあげ，１年の在学で修士論文を提出しようとする者は，指導教員及びコース代表
の了承を得て，１年次の５月末日までに所定の様式により早期修了申請書を教務学生係に提出し
なければならない。
⑵　早期修了申請書の提出がなされた場合，研究科長は，教授会の議を経て，直ちに，当該学生の
早期修了の資格を審議する判定委員会を設置するものとする。
⑶　判定委員会は，指導教員１名，当該コース所属の教員１名，他コース所属の教員１名の３名か
ら構成される。判定委員会は，中間報告会を開催し，その報告内容及び学業成績・業績等を勘案
して，早期修了の資格の有無を審議し，９月の教授会において報告し，研究科長の承認を得るも
のとする。
⑷　１年の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，10月17日までに修士論文の題
目届を提出したうえで，１月17日までに修士論文を提出するものとする。
⑸　１年の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「高度専門演習」を４単位以
上修得することをもって「研究指導演習Ⅲ」及び「研究指導演習Ⅳ」に代えることができる。

Ⅱ　１年６ヶ月の在学で前期課程を修了しようとする場合
⑴　優れた業績をあげ，１年６ヶ月の在学で修士論文を提出しようとする者は，指導教員及びコース
代表の了承を得て，１年次の11月末日までに所定の様式により早期修了申請書を教務学生係に提
出しなければならない。
⑵　早期修了申請書の提出がなされた場合，研究科長は，教授会の議を経て，直ちに，当該学生の
早期修了の資格を審議する判定委員会を設置するものとする。
⑶　判定委員会は，指導教員１名，当該コース所属の教員１名，他コース所属の教員１名の３名か
ら構成される。判定委員会は，中間報告会を開催し，その報告内容及び学業成績・業績を勘案し
て，早期修了の資格の有無を審議し，３月の教授会において報告し，研究科長の承認を得るもの
とする。
⑷　１年６ヶ月の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，４月17日までに修士論
文の題目届を提出したうえで，７月17日までに修士論文を提出するものとする。
⑸　１年６ヶ月の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「高度専門演習」を２
単位以上修得することをもって「研究指導演習Ⅳ」に代えることができる。



【参 考】

■標準修業年限２年：３月修了

１年次 ４月 指導教員１名及び副指導教員１名以上を決定

５月 「研究・履修計画書」の提出

２年次 修士論文中間報告会 ※

１０月 「修士論文題目届」を提出（１０月１７日）

１月 修士論文提出（１月１７日）

２月 修士論文最終試験 ※

■早期修了１年：３月修了

１年次 ４月 指導教員１名及び副指導教員１名以上を決定

５月 「研究・履修計画書」及び「早期修了申請書」の提出

６月 判定委員会の設置

修士論文中間報告会 ※

９月 判定委員会報告

１０月 「修士論文題目届」を提出（１０月１７日）

１月 修士論文提出（１月１７日）

２月 修士論文最終試験 ※

■早期修了１年６ヶ月：９月修了

１年次 ４月 指導教員１名及び副指導教員１名以上を決定

５月 「研究・履修計画書」の提出

１１月 「早期修了申請書」の提出

１２月 判定委員会の設置

修士論文中間報告会 ※

３月 判定委員会報告

２年次 ４月 「修士論文題目届」を提出（４月１７日）

７月 修士論文提出（７月１７日）

８月 修士論文最終試験 ※

※ 修士論文の中間報告会及び最終試験は，コースまたは領域（講座）単位で開催するものとする。



（平成１９年４月１日制定）

４　修士論文作成要領

1． 修士論文は，２通提出するものとする。ただし，審査のため必要があるときは，その必要数を提
出するものとする。なお，提出にあたっては，あらかじめ指導教員の点検を受け，承認を得ておく

こととし，提出後の原稿訂正は認めない。

2． 修士論文は，別紙様式1に準じた表紙を付して，仮綴にして提出すること。
3． 修士論文は，表紙に続いて，修士論文要旨，目次，本文の順に綴じるものとする。
（書　　式）

4． 修士論文は，Ａ４縦位置，横書き，左綴じを基本とする。
5． 修士論文が日本語による場合は，１ページあたり40字，30行の書式を基本とする。外国語による
場合は，それに相当するものを目安とする。

6． 修士論文は10.5ポイントで記入することを基本とする。
（修士論文要旨）

7． 修士論文要旨の長さは2,000字程度とし，外国語による場合はそれに相当する分量を目安とする。
8． 修士論文要旨には，別紙様式2に従って，修士論文題目を15ポイント，所属専攻・コース，氏名，
指導教員氏名を12ポイントで記入することを基本とする。

（修士論文本文）

9． 修士論文本文の長さは40,000字程度とし，外国語による場合はそれに相当する分量を目安とする。
10．修士論文本文の様式等に関するその他の事項については，指導教員の指示に従うものとする。





１ 修士フォリオの概要

１．１ 修士フォリオとは何か

前期課程で作成・提出される「修士フォリオ」は，共通のテーマに基づき，ゆるやかに連関した３

種類の業績のコンポーネントから構成される。フォリオの最大の特徴は，単一の「論文」という形式

にとらわれず，ジャンルを横断した複数の業績が審査対象になるという点にある。

修士フォリオは，修士論文よりも短い「フォリオ・ペーパー」２点と，実践的な「フォリオ・プロ

ジェクト」業績１点の，合計３つのコンポーネントによって構成される。また，各コンポーネントの

提出に先立ち，コンポーネント相互の関連や全体のテーマを説明する「フォリオ研究趣意書」を提出

しなければならない。

１．２ 修士フォリオの各コンポーネントの説明

� フォリオ研究趣意書

・各コンポーネントの相互関連や，統一テーマとの関係性を説明するとともに，先行研究史におけ

る当該フォリオ研究の位置づけについて論証する。

・字数は，４，０００字程度とする。

� フォリオ・ペーパー�【第１コンポーネント】

・各自の専門分野に関する学術論文。分量は標準的な修士論文より短いが，書式等は原則として修

士論文に準じるものとする。

・字数は，１５，０００字程度とする。

� フォリオ・ペーパー�【第２コンポーネント】

・フォリオ・ペーパー�に準じる。研究趣意書に示した統一テーマに則ったものであれば，フォリ

オ・ペーパー�と異なる研究分野について執筆することも認められる。

・字数は，１５，０００字程度とする。

� フォリオ・プロジェクト【第３コンポーネント】

・原則として，１点。

・コース及び指導教員の指導のもと，それぞれの分野のニーズに応じた実践的な課題研究を行う。

たとえば，以下のようなものが具体例として考えられる。

� ソフトウェア，データベース等の開発・特許取得

� 教育上のコース・デザイン，カリキュラムの開発

� 各種分野の教授資料・教科書，テストの開発・作成

	 高い専門的・学術的価値を持つ翻訳や調査報告書

５　修士フォリオの指導体制について
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２ 指導教員

修士フォリオを提出しようとする学生は，関係教員と面談のうえ，１年次の４月に指導教員１名及び

副指導教員１名以上を決定して，教務学生係に届け出なければならない。

３ 研究・履修計画書

修士フォリオを提出しようとする学生は，指導教員による指導を受けたうえで，１年次の５月に「研

究・履修計画書」を，教務学生係に提出しなければならない。当該学生の所属するコースは，この「研

究・履修計画書」を審議のうえ，承認を与えるものとする。

４ 研究指導演習

指導教員は，「研究指導演習�～�」において，修士フォリオの作成・提出に向けて研究指導を行う

ものとする。

５ フォリオ研究趣意書

修士フォリオを提出しようとする学生は，２年次の４月１７日までに，指導教員の指導を受けたうえで

「フォリオ研究趣意書」を教務学生係に提出しなければならない。次年度以降の９月修了予定者は，２

年次の１０月１７日までに，同様の手続により「フォリオ研究趣意書」を提出するものとする。提出期限の

日が休業日に当たるときは，その次の最初の業務日を期限とする。

なお，「フォリオ研究趣意書」は，その後の研究の進展に従い指導教員の許可を得て変更することが

できるが，第３コンポーネントと同時に最終的に提出しなければならない。

６ 修士フォリオの提出資格

修士フォリオを提出しようとする学生は，「フォリオ研究趣意書」を提出する期日までに１０単位以上

を修得していなければならない。ただし，１年の在学で前期課程を早期修了しようとする者については，



この限りでない。

７ 修士フォリオの提出期限

修士フォリオの第１コンポーネントは，２年次の７月１７日までに，第２コンポーネントは１０月１７日ま

でに，第３コンポーネントは１月１７日までに教務学生係に提出しなければならない。次年度以降の９月

に修了しようとする者は，第１コンポーネントを１月１７日までに，第２コンポーネントを４月１７日まで

に，第３コンポーネントを７月１７日までに教務学生係に提出しなければならない。提出期限の日が休業

日に当たるときは，その次の最初の業務日を期限とする。

ただし，各コンポーネントの提出順は，指導教員と相談のうえ変更することができる。

８ 修士フォリオの審査

修士フォリオの審査及び最終試験は，研究科を担当する専任の教授及び准教授のうちから２名以上の

審査委員により行い，審査の結果を教授会に報告し，承認を得るものとする。ただし，審査委員には少

なくとも教授１名を含めなければならない。

また，前記の審査委員のほか，審査のために必要があると認めるときは，研究科を担当する専任の講

師を加えることができるものとする。

９ 修士フォリオ報告会の開催等

� 学生の所属するコースまたは領域は，修士フォリオの報告会を開催するものとする。報告会の時

期は，原則として２年次の７月及び１０月とする。ただし，指導教員及びコースの指導により，学会

発表等をもってこれに代えることがある。

� 学生の所属するコースまたは領域は，修士フォリオの最終試験を公開形式で開催し，その水準の

維持・向上を図るものとする。最終試験の時期は，原則として２年次の２月とする。

１０ 早期修了者に係る修士フォリオの提出資格判定

� １年で前期課程を修了しようとする場合

� 優れた業績をあげ，１年の在学で修士フォリオを提出しようとする者は，指導教員及びコース代

表の了承を得て，１年次の５月末日までに「フォリオ研究趣意書」と併せて所定の様式により早期

修了申請書を教務学生係に提出しなければならない。さらに，当該学生は６月末日までに第１コン

ポーネントを提出しなければならない。

⑵　早期修了申請書の提出がなされた場合，研究科長は，教授会の議を経て，直ちに，当該学生の早
期修了の資格を審議する判定委員会を設置するものとする。
⑶　判定委員会は，指導教員１名，当該コース所属の教員１名，他コース所属の教員１名の３名から
構成される。判定委員会は，第１コンポーネントの報告会における報告内容及び学業成績・業績等
を勘案して，早期修了の資格の有無を審議し，９月の教授会において報告し，研究科長の承認を得
るものとする。
⑷　１年の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，10月17日までに第２コンポーネ

ントを提出し，１月17日までに第３コンポーネントを提出するものとする。



【参 考】

■標準修業年限２年：３月修了

１年次 ４月 指導教員１名及び副指導教員１名以上を決定

５月 「研究・履修計画書」の提出

２年次 ４月 「フォリオ研究趣意書」の提出

指導教員・副指導教員との議論

７月 第１コンポーネントの提出

修士フォリオ報告会 ※

１０月 第２コンポーネントの提出

修士フォリオ報告会 ※

１月 第３コンポーネントの提出

修士フォリオ最終試験 ※

■早期修了１年：３月修了

１年次 ４月 指導教員１名及び副指導教員１名以上を決定

５月 「研究・履修計画書」，「フォリオ研究趣意書」及び「早期修了申請書」の

提出

⑸　１年の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「高度専門演習」を４単位以上
修得することをもって「研究指導演習Ⅲ」及び「研究指導演習Ⅳ」に代えることができる。

Ⅱ　１年６ヶ月で前期課程を修了しようとする場合
⑴　優れた業績をあげ，１年６ヶ月の在学で修士フォリオを提出しようとする者は，指導教員及びコ
ース代表の了承を得て，１年次の10月末日までに「フォリオ研究趣意書」と併せて所定の様式によ
り早期修了申請書を教務学生係に提出しなければならない。さらに，当該学生は１月17日までに第
１コンポーネントを提出しなければならない。
⑵　早期修了申請書の提出がなされた場合，研究科長は，教授会の議を経て，直ちに，当該学生の早
期修了の資格を審議する判定委員会を設置するものとする。
⑶　判定委員会は，指導教員１名，当該コース所属の教員１名，他コース所属の教員１名の３名から
構成される。判定委員会は，第１コンポーネントの報告会における報告内容及び学業成績・業績等
を勘案して，早期修了の資格の有無を審議し，３月の教授会において報告し，研究科長の承認を得
るものとする。
⑷　１年６ヶ月の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，４月17日までに第２コン
ポーネントを提出し，７月17日までに第３コンポーネントを提出するものとする。
⑸　１年６ヶ月の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「高度専門演習」を２単
位以上修得することをもって「研究指導演習Ⅳ」に代えることができる。



６月 判定委員会の設置

指導教員・副指導教員との議論

第１コンポーネントの提出

修士フォリオ報告会 ※

９月 判定委員会報告

１０月 第２コンポーネントの提出

修士フォリオ報告会 ※

１月 第３コンポーネントの提出

修士フォリオ最終試験 ※

■早期修了１年６ヶ月：９月修了

１年次 ４月 指導教員１名及び副指導教員１名以上を決定

５月 「研究・履修計画書」の提出

１０月 「フォリオ研究趣意書」及び「早期修了申請書」の提出

指導教員・副指導教員との議論

１月 第１コンポーネントの提出

修士フォリオ報告会 ※

３月 判定委員会報告

２年次 ４月 第２コンポーネントの提出

修士フォリオ報告会 ※

７月 第３コンポーネントの提出

修士フォリオ最終試験 ※

※ 修士フォリオの報告会及び最終試験は，コースまたは領域（講座）単位で開催するものとする。



（平成１９年４月１日制定）

６　フォリオ研究趣意書作成要領

1． フォリオ研究趣意書は，２通提出するものとする。ただし，審査のため必要があるときは，その必
要数を提出するものとする。なお，提出にあたっては，あらかじめ指導教員の点検を受け，承認を

得ておくこととする。

2． フォリオ研究趣意書は，Ａ4判サイズで縦位置，横書，左綴じを基本とする。フォリオ研究趣意書
の長さは4,000字程度とし，外国語による場合はそれに相当する分量を目安とする。

3． 日本語による場合は，1ページあたり40字，30行の書式を基本とする。外国語による場合は，それ
に相当するものを目安とする。

4． フォリオ研究趣意書の１ページ目には，別紙様式１に従って，所属専攻・コース，氏名，指導教員
氏名をそれぞれ12ポイントで，フォリオ題目を14ポイントで記入する。

5． フォリオ研究趣意書の２ページ目以降には，別紙様式２に従って，ページの右上に氏名とページ番
号を記入する。

6． フォリオ研究趣意書本文は，10.5ポイントで記入することを基本とする。





（平成１９年４月１日制定）

７　フォリオ・ペーパー作成要領

1． フォリオ・ペーパーは，２通提出するものとする。ただし，審査のため必要があるときは，その
必要数を提出するものとする。なお，提出にあたっては，あらかじめ指導教員の点検を受け，承認

を得ておくこととし，提出後の原稿訂正は認めない。

2． フォリオ・ペーパーは，別紙様式１に準じた表紙を付して，仮綴にして提出すること。
3． フォリオ・ペーパーは，表紙に続いて，フォリオ・ペーパー要旨，目次，本文の順に綴じるもの
とする。

（書　　式）

4． フォリオ・ペーパーは，Ａ４縦位置，横書き，左綴じを基本とする。
5．フォリオ・ペーパーが日本語による場合は，１ページあたり40字，30行の書式を基本とする。外国
語による場合は，それに相当するものを目安とする。

6． フォリオ・ペーパーは10.5ポイントで記入することを基本とする。
（フォリオ・ペーパー要旨）

7． 要旨の長さは1,000字程度とし，外国語による場合はそれに相当する分量を目安とする。
8． 要旨には，別紙様式２に従って，フォリオ・ペーパー題目を15ポイント，所属専攻・コース，氏
名，指導教員氏名を12ポイントで記入することを基本とする。

（フォリオ・ペーパー本文）

9． フォリオ・ペーパー本文の長さは15,000字程度とし，外国語による場合はそれに相当する分量を目
安とする。

10．フォリオ・ペーパー本文の様式等に関するその他の事項については，指導教員の指示に従うもの
とする。





（平成１９年４月１日制定）

８　フォリオ・プロジェクト提出要領

1． フォリオ・プロジェクトは，それぞれに解説書を添付のうえ２点を提出するものとする。ただ
し，審査のため必要があるときは，その必要数を提出するものとする。なお，提出にあたってはあ

らかじめ指導教員の点検を受け，承認を得ておくこととし，提出後の訂正は認めない。

2． フォリオ・プロジェクト解説書は，フォリオ全体におけるフォリオ・プロジェクトの意義・位置
付けについて，フォリオ研究趣意書に沿って説明するものである。

3． フォリオ・プロジェクトの解説書は，縦位置，横書とし，Ａ４判１ページとする。
4． フォリオ・プロジェクトの解説書を日本語によって記述する場合は，１ページあたり40字，30行
の書式を基本とする。外国語による場合は，それに相当するものを目安とする。

5．フォリオ・プロジェクトの解説書には，別紙様式に従って，フォリオ題目とフォリオ・プロジェク
ト題目をそれぞれ15ポイント，所属専攻・コース，氏名，指導教員氏名を12ポイントで記入するこ

とを基本とする。

6． フォリオ・プロジェクトの解説書本文は10.5ポイントで記入することを基本とする。



９　修了研究レポートの指導体制について

１　指導教員
　キャリアアップ型プログラムを選択し，修了研究レポートを提出しようとする学生は，関係教員と面
談のうえ，入学した学期の初めに指導教員１名を決定して，教務学生係に届け出なければならない。
２　研究・履修計画書
　修了研究レポートを提出しようとする学生は，指導教員による指導を受けたうえで，１年次の所定の
期日に「研究・履修計画書」を，教務学生係に提出しなければならない。当該学生の所属するコースは，
この「研究・履修計画書」を審議のうえ，承認を与えるものとする。
３　修了研究レポートの題目届
　修了研究レポートを提出しようとする学生は，２年次の10月17日までに，指導教員の承認を経て所定
の様式により題目届を教務学生係に提出しなければならない。提出期限の日が休業日に当たるときは，
その次の最初の業務日を期限とする。次年度以降の９月修了予定者は，次年度の４月17日までに，同様
の手続により題目届を提出するものとする。
４　研究指導演習
　指導教員は，「研究指導演習Ⅰ，Ⅱ」において修了研究レポートの作成・提出に向けて研究指導を行
うものとする。
５　修了研究レポートの提出資格
　修了研究レポートを提出しようとする学生は，提出しようとする学期の開始時までに20単位以上を修
得していなければならない。
６　修了研究レポートの提出期限
　修了研究レポートの提出期限は，１月17日とする。次年度以降の９月に修了しようとする者の提出期
限は，７月17日とする。提出期限の日が休業日に当たるときは，その次の最初の業務日を期限とする。
７　修了研究レポートの審査
　修了研究レポートの審査及び最終試験は，研究科を担当する専任の教授及び准教授のうちから２名以
上の審査委員により行い，審査の結果を教授会に報告し，承認を得るものとする。ただし，審査委員に
は少なくとも教授１名を含めなければならない。
　また，前記の審査委員のほか，審査のために必要があると認めるときは，研究科を担当する専任の講
師を加えることができるものとする。
８　修了研究レポートの最終試験
　学生の所属するコースまたは領域は，修了研究レポートの最終試験を開催し，修了研究レポートの水
準の維持・向上を図るものとする。最終試験の時期は，原則として２年次の２月とする。次年度以降の
９月に修了しようとする者の最終試験の時期は，原則として８月とする。
９　早期修了者に係る修了研究レポートの提出資格判定
Ⅰ　１年で前期課程を修了しようとする場合
⑴　優れた業績を上げ，１年の在学で修了研究レポートを提出しようとする者は，指導教員及びコー



ス代表の了承を得て，１年次の５月末日までに所定の様式により早期修了申請書を教務学生係に提
出しなければならない。
⑵　早期修了申請書の提出がなされた場合，申請者が所属するコースは，申請者の学業成績・業績を
勘案して，早期修了の資格の有無を審議し，９月の教授会において報告し，研究科長の承認を得る
ものとする。ただし，早期修了の資格を認定する場合には，申請者が，１年次の前期において18単
位以上を修得し，かつ「合格」又は「認定」の単位を除く修得単位の80％以上において「秀」また
は「優」の評価を得ていなければならない。
⑶　１年の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，10月17日までに修了研究レポー
トの題目届を提出し，１月17日までに修了研究レポートを提出するものとする。
⑷　１年の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「高度専門演習」を４単位以上
修得することをもって「研究指導演習Ⅰ」及び「研究指導演習Ⅱ」に代えることができる。

Ⅱ　１年６ヶ月で前期課程を修了しようとする場合
⑴　優れた業績を上げ１年６ヶ月の在学で修了研究レポートを提出しようとする者は，指導教員及び
コース代表の了承を得て，１年次の11月末日までに所定の様式により早期修了申請書を教務学生係
に提出しなければならない。
⑵　早期修了申請書の提出がなされた場合，申請者が所属するコースは，申請者の学業成績・業績等
を勘案して，早期修了の資格の有無を審議し，３月の教授会において報告し，研究科長の承認を得
るものとする。ただし，早期修了の資格を認定する場合には，申請者が，１年次において24単位以
上を修得し，かつ「合格」又は「認定」の単位を除く修得単位の80％以上において「秀」または「優」
の評価を得ていなければならない。
⑶　１年６ヶ月の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，４月17日までに修了研究
レポートの題目届を提出し，７月17日までに修了研究レポートを提出するものとする。
⑷　１年６ヶ月の在学で前期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「高度専門演習」を２単
位以上修得することをもって「研究指導演習Ⅱ」に代えることができる。



【参 考】

■標準修業年限２年：３月修了の場合

１年次 ４月 指導教員１名を決定

５月 「研究・履修計画書」の提出

２年次 １０月 「修了研究レポート題目届」を提出（１０月１７日）

１月 修了研究レポート提出（１月１７日）

２月 修了研究レポート最終試験 ※

■早期修了１年：３月修了の場合

１年次 ４月 指導教員１名を決定

５月 「研究・履修計画書」及び「早期修了申請書」の提出

９月 判定委員会による早期修了資格の有無の報告

１０月 「修了研究レポート題目届」を提出（１０月１７日）

１月 修了研究レポート提出（１月１７日）

２月 修了研究レポート最終試験 ※

■早期修了１年６ヶ月：９月修了の場合

１年次 ４月 指導教員１名を決定

５月 「研究・履修計画書」の提出

１１月 「早期修了申請書」の提出

３月 判定委員会による早期修了資格の有無の報告

２年次 ４月 「修了研究レポート題目届」を提出（４月１７日）

７月 修了研究レポート提出（７月１７日）

８月 修了研究レポート最終試験 ※

※ 修了研究レポートの最終試験は，コースまたは領域（講座）単位で開催するものとする。



（平成１９年４月１日制定）

10　修了研究レポート作成要領

1． 修了研究レポートは，２通提出するものとする。ただし，審査のため必要があるときは，その必
要数を提出するものとする。なお，提出にあたっては，あらかじめ指導教員の点検を受け，了承を

得ておくこととし，提出後の原稿訂正は認めない。

2． 修了研究レポートは，別紙様式1に準じた表紙を付して，仮綴にして提出すること。
（書　　式）

3． 修了研究レポートは，Ａ４縦位置，横書き，左綴じを基本とする。
4． 修了研究レポートが日本語による場合は，１ページあたり40字，30行の書式を基本とする。外国
語による場合は，それに相当するものを目安とする。

5．修了研究レポートは10.5ポイントで記入することを基本とする。
（修了研究レポート本文）

6． 別紙様式２に従い，論文の冒頭に，修了研究レポート題目を15ポイントで，所属専攻・コース，
氏名，指導教員氏名を12ポイントで記入し，次いで目次を付すことを基本とする。

7． 修了研究レポートの本文の長さは15,000～20,000字程度とし，外国語による場合は，それに相当す
る分量を目安とする。

8． 修了研究レポート本文の様式等に関するその他の事項については，指導教員の指示に従うものと
する。





（平成１９年４月１日制定）

（趣旨）

第１条 この内規は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年４月１日制定）第２１条第２項の

規定による教育プログラムの変更に関する必要な事項を定めるものとする。

（申請）

第２条 前期課程の学生は，指導教員の承認を経て，教育プログラムの変更を申請することができる。

（申請の期限）

第３条 ２年次の４月の時点で教育プログラムの変更を希望する学生は，前年の１２月末日までに，２年

次の１０月の時点で教育プログラムの変更を希望する学生は，同年の６月末日までに，その旨を，理由

を付して教務学生係に申請しなければならない。

（審査）

第４条 当該学生が所属するコースは，当該学生の適性・能力を審査したうえで，その結果を，申請後

２ヶ月以内に教授会に報告し，教授会がこれを承認するものとする。ただし，当該コースはその報告

に際して，審査の内容及び合否の理由を明らかにしなければならない。

（修了要件）

第５条 いずれの教育プログラムへ変更する場合も，変更後のプログラム修了要件を満たさなければな

らない。ただし，変更前に修得した単位を修了要件に含めることができる。

２）キャリアアップ型プログラムの学生が，研究者養成型プログラムに教育プログラムを変更する場合

は，プログラムの変更時から原則として２年間在籍し，各学期ごとに「研究指導演習�～�」を１科

目ずつ履修しなければならない。ただし，「高度専門演習」を４単位以上修得することをもって「研

究指導演習�」及び「研究指導演習�」に，あるいは「高度専門演習」を２単位以上修得することを

もって「研究指導演習�」に代えることにより，プログラム変更時から１年，あるいは１年半で修了

することができる。

　　　附　則
　この内規は，平成24年４月１日から実施する。
　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から実施する。

11　前期課程　教育プログラムの変更手続に関する内規

第4条 当該学生が所属するコースは，当該学生の適性・能力を審査したうえで，その結果を，申請後
２ヶ月以内に教授会に報告し，教授会の議を経て，研究科長がこれを承認するものとする。ただし，
当該コースはその報告に際して，審査の内容及び合否の理由を明らかにしなければならない。



（平成２４年１月２０日制定）

（趣旨）

第１条 この内規は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３月２０日制定，以下「研究科規

則」という。）第３１条第２項の規定に基づき，ダブル・ディグリーの取得を目的とする海外協定大学（以

下「協定大学」という。）の修士課程学生（以下「留学生」という。）の神戸大学大学院国際文化学研

究科博士課程前期課程（以下「前期課程」という。）への受入れ並びに修了要件について定めるもの

とする。

（入学者選抜）

第２条 協定大学の推薦に基づき，本研究科において選抜を実施する。

（選抜方法）

第３条 次の各号の提出書類により，教授会の議を経て，入学者の受入れを決定する。

� 履歴書（所定の様式）

� 研究計画書

� 協定大学の推薦書

� 協定大学が発行した学業成績証明書

（教育プログラム）

12 海外協定大学の修士課程学生の神戸大学大学院国際文化学研究科

 博士課程前期課程への受入れ並びに修了要件に関する内規

第4条 留学生は，前期課程の研究者養成型プログラムもしくはキャリアアップ型プログラムのいずれ
かに所属する。
２　前項の教育プログラムの選択は，指導教員の承認を経て，入学した学期の初めに届け出なければな
らない。なお，決定した教育プログラムの変更はできない。
（前期課程の修了要件）

第 5条 前期課程修了に必要な単位数30単位を修得し，優れた業績を上げた留学生は，教授会の議を経
て，１年又は１年半で修了できる。
（授業科目の履修要件）

第 6条 ２年で修了する場合は，所属する教育プログラムの履修要件を適用する。
２　前条の規定に基づき，研究者養成型プログラムに所属する留学生が，１年で修了する場合は，「特
殊講義科目」又は「高度専門演習科目」を４単位以上修得することをもって「研究指導演習Ⅲ」及び
「研究指導演習Ⅳ」に代えることができる。また，１年半で修了する場合は，「特殊講義科目」又は「高
度専門演習科目」を２単位以上修得することをもって「研究指導演習Ⅳ」に代えることができる。た
だし，その他の履修要件については，研究者養成型プログラムの履修要件と同一とする。
３　前条の規定に基づき，キャリアアップ型プログラムに所属する留学生が，１年又は１年半で修了す
る場合は，所属する教育研究分野が開講する「高度専門演習科目」，又は指導教員の承認の下で「Ｅ
Ｕエキスパート人材養成プログラム科目」を修得することをもって「特殊講義科目」に代えることが



できる。なお，６単位を限度とする。ただし，その他の履修要件については，キャリアアップ型プロ
グラムの履修要件と同一とする。
（入学前の既修得単位の認定）

第 7条 研究科規則第24条の規定に基づき，協定大学での既修得単位は，教授会の議を経て，10単位を
限度として，前期課程の必要修得単位数に算入することができる。
（本研究科以外の授業科目の履修）

第 8条 研究科規則第22条の規定に基づき，留学生は本研究科以外の授業科目を履修することができる。
２　前項の履修については研究科長を通じて，当該研究科長の許可を得るものとする。
３　第１項による修得単位は，前条に規定する入学前の既修得単位の認定単位と合わせて14単位を限度
として，前期課程の必要修得単位数に算入することができる。
（優れた業績）

第 9条 第５条の優れた業績とは，次の各号のいずれかをさすものとする。
⑴　修士論文又は修了研究レポートの評価が秀又は優であること。
⑵　「研究指導演習科目」及び「高度専門演習科目」のうち，８単位が秀又は優であること。
⑶　その他，本研究科において優れた業績と認めたもの。

　　　附　則
　この内規は，平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この内規は，平成26年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この内規は，平成27年６月19日から施行し，平成27年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この内規は，平成28年10月１日から施行する。



（平成２４年１月２０日制定）

（趣旨）

第１条 この内規は，神戸大学大学院国際文化学研究科規則（平成１９年３月２０日制定，以下「研究科規

則」という。）第３１条第２項の規定に基づき，本研究科博士課程前期課程（以下「前期課程」という。）

の学生の，海外協定大学（以下「協定大学」という。）の修士課程への，ダブル・ディグリーの取得

を目的とする派遣並びに修了要件について定めるものとする。

13 神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程前期課程の学生の

 海外協定大学の修士課程への派遣並びに修了要件に関する内規

（派遣学生要件）
第 2条 ダブル・ディグリー・プログラムには，前期課程の研究者養成型プログラムもしくはキャリア
アップ型プログラムに所属する学生が出願できるものとする。ただし，前期課程入学試験に合格した
者でかつ，前期課程に入学を確約できる者は出願できるものとする。
（派遣学生選抜）

第 3条 本研究科の推薦にもとづき，協定大学において選抜を実施する。
（派遣学生の修士論文・修了研究レポート提出）

第 4条 派遣学生は，協定大学への派遣終了後，本研究科に半年以上在学し，研究者養成型プログラム
に所属する学生は修士論文を，キャリアアップ型プログラムに所属する学生は修了研究レポートを提
出しなければならない。
（前期課程の修了要件）

第 5条 ダブル・ディグリー・プログラムによる派遣学生は，前期課程修了に必要な単位数30単位以上
を修得し，優れた業績を上げたものについては，教授会の議を経て，１年又は１年半で修了できる。
（授業科目の履修要件）

第 6条 ２年で修了する場合は，所属する教育プログラムの履修要件を適用する。
２　前条の規定に基づき，研究者養成型プログラムに所属する学生が，１年で修了する場合は，「高度
専門演習科目」を４単位以上修得することをもって「研究指導演習Ⅲ」及び「研究指導演習Ⅳ」に代
えることができる。また，１年半で修了する場合は，「高度専門演習科目」を２単位以上修得するこ
とをもって「研究指導演習Ⅳ」に代えることができる。ただし，その他の履修要件については，研究
者養成型プログラムの履修要件と同一とする。
第 7条 研究科規則第23条の規定に基づき，協定大学での修得単位は，教授会の議を経て，10単位を限
度として，前期課程の必要修得単位数に算入することができる。
（優れた業績）

第 8条 第５条の優れた業績とは，次の各号のいずれかをさすものとする。
⑴　修士論文又は修了研究レポートの評価が秀又は優であること。
⑵　「研究指導演習科目」及び「高度専門演習科目」のうち，８単位が秀又は優であること。
⑶　その他，本研究科において優れた業績と認めたもの。



　　　附　則
　この内規は，平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から施行する。



14 国際文化学研究科　異文化研究留学プログラム（Intercultural Studies 

 Study Abroad Program-Graduate, ICSSAP-G）に関する申合せ

 （平成26年９月12日制定）

　国際文化学研究科が掲げる教育目標は，刻々と進展している現代社会のグローバル化を踏まえ，異文
化間の相互作用並びにグローバルな文化変容及びコミュニケーションに関わる諸問題を究明することに
ある。
　そのため国際文化学研究科では，様々な文化やグローバル社会の動態に伏在する社会的・文化的問題
を察知しかつ明確化したうえで，その解決に向けて自在なコミュニケーション能力をもって対応・発信
できる研究能力を涵養するべく，１年間の海外留学と留学先での単位取得を柱とした体系的な留学プロ
グラムを整える。

１．国際文化学研究科（以下「本研究科」という。）異文化研究留学プログラム（以下「ICSSAP-G」
という。）を修了しようとする学生は，以下⑴～⑶に定める要件をすべて満たさなければならない。
⑴　本研究科在籍中に，外国の大学のうち，神戸大学もしくは本研究科と協定を結んでいる大学，又
は本研究科が適当と認めた大学に１学期以上留学し，留学先で修得した単位を本研究科の「外国大
学院修得単位」として２単位以上認定されること。
⑵　外国語によって作成した研究レポートを，留学帰国後１ヶ月以内に教務学生係に提出すること。
レポートの長さは，作成言語が英語であれば2,000～4,000語程度を目安とする。それ以外の言語に
ついては，これに相当するものを目安とする。
⑶　留学から帰国後，オープンキャンパス，後援会との懇談会，留学説明会等において留学の成果を
報告することによって，後進の育成に寄与すること。

２．ICSSAP-Gの修了については，次のとおりとする。
⑴　修了の認定は，本研究科の教授会の議を経て行う。
⑵　修了を認定された者については，修了認定証を授与する。
⑶　修了認定証の様式は，別に定める。
⑷　修了認定証は，原則として学位記授与式の日に交付する。

　　　附　則
１　この申合せは平成26年11月21日から実施する。
２　この申合せ実施の際現に在学する者が実施日以前に第１項に定める要件を満たした場合は本申合せ
を適用することができる。

　　　附　則
　この申合せは平成27年４月１日から実施する。



　　　附　則
　この申合せは平成27年11月27日から実施する。



15　留学に関する内規

 （平成26年６月20日制定）

（趣　　旨）
第 1条 この内規は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定）第76条並びに神戸大学大学院国際文
化学研究科規則（平成19年３月20日制定。以下「規則」という。）第23条の規定により，学生が留学
する場合の取り扱いについて定める。
（留学機関）

第 2条 留学が認められる外国の大学院は，外国において学位授与権を有する大学院又はこれに相当す
る正規の教育研究機関で，あらかじめ神戸大学または本研究科と協定を結んでいるものとする。ただ
し，事前協定を欠いている場合でも，本研究科教授会が適当と認めた外国の大学院については，学生
の留学を認めることがある。
（留学の許可申請）

第 3条 外国の大学院へ留学しようとする学生は，次の書類を提出して，留学の許可を研究科長に申請
しなければならない。ただし，必要に応じてその他の書類の提出を求めることがある。
⑴　留学許可申請書（別紙様式）
⑵　外国の大学院の入学許可書（写）
（修業年限への算入）

第 4条 許可を受けて留学した期間は，１年を限度として，修業年限に算入する。
（単位の認定）

第 5条 外国の大学院において修得した授業科目の単位（以下「海外修得単位」という。）については，
規則第23条第３項に基づき，修得単位数に算入することができる。
２　海外修得単位の単位数の計算は，規則第19条の単位計算基準に照らして算定する。
３　留学した学生で単位の認定を希望する者は，原則として留学期間終了後６ヶ月以内に，次の書類を
提出しなければならない。
⑴　留学した大学院の単位認定書及び成績証明書，又は受講証明書などの公的文書及びその日本語訳
⑵　留学した大学院において履修した授業科目についてのシラバス，授業総時間数などの文書及びそ
の日本語訳
⑶　単位認定申請書
４　国際交流委員会は，学生から提出された書類に不備がないか確認する。
（外国大学院修得単位）

第 6条 海外修得単位の内，前期課程においては，10単位までは「外国大学院修得単位」として規則別
表第２の選択科目の単位数に算入することができる。ただし，後期課程においては，４単位までとする。
（授業料の納付）

第 7条 この内規の規定により留学するものは，その留学期間中，授業料を本研究科に納入しなければ
ならない。



（雑　　則）
第 8条 この内規に定めるもののほか，この内規の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て，研究
科長が定める。

　　　附　則
　この内規は，平成26年４月１日から施行する。

　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から施行する。



16　国際文化学部学生の大学院授業科目の履修に関する内規

 （平成28年７月15日制定）

（趣旨）
第 1条 神戸大学国際文化学部（以下「本学部」という。）に在学する学生が神戸大学大学院国際文化
学研究科（以下「研究科」という。）の授業科目を履修すること（以下「早期履修」という。）に関し
必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第 2条 早期履修は，研究科に進学を志望する学業優秀な本学部の学生に対して研究科の授業科目を履
修する機会を提供し，神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程前期課程の学生の海外協定大学の
修士課程への派遣並びに修了要件に関する内規（平成24年１月20日制定）に定めるダブル・ディグ
リー・プログラム（以下「ダブル・ディグリー・プログラム」という。），神戸大学ＥＵエキスパート
人材養成プログラム規則（平成25年10月29日制定）に定める大学院プログラム（以下「大学院プログ
ラム」という。）又は神戸大学もしくは研究科と協定を結んでいる外国の大学院への交換留学（以下「交
換留学」という。）による留学の促進を図ることを目的とする。
（早期履修）

第 3条 本学部の学生は，卒業予定年次に在籍し，研究科への進学を予定している場合に限り，神戸大
学大学院国際文化学研究科規則（平成19年３月20日制定）（以下「研究科規則」という。）第18条に定
める研究科の授業科目のうち別に定める授業科目を履修することができる。
２　前項の履修を希望する者は，所定の期日までに履修希望届を神戸大学大学院国際文化学研究科長
（以下「研究科長」という。）に提出し，許可を受けなければならない。ただし，大学院プログラムの
履修を希望している者は，当該履修希望届を，研究科長を経て，プログラム責任者に提出し，許可を
受けなければならない。
（単位の認定）

第 4条 前条の規定により，履修を許可された者（以下「早期履修者」という。）が，当該授業科目を
履修し，試験に合格したときは，早期履修者が卒業後研究科に入学し，かつ，ダブル・ディグリー・
プログラムへの参加，大学院プログラムの履修又は交換留学のいずれかを予定している場合に限り，
神戸大学大学院国際文化学研究科教授会の議を経て，10単位を限度として，研究科規則第31条に定め
る単位に認定することができる。なお，成績の評語は「認定」とする。
２　早期履修者が履修する研究科の授業科目に係る授業料は，徴収しない。
３　早期履修した授業科目は，本学部の卒業の要件には含めない。

　　　附　則
　この内規は，平成28年10月１日から実施する。



17　国際人間科学部学生の大学院授業科目の履修に関する内規

　（趣旨）

第１条　神戸大学国際人間科学部（以下「学部」という。）に在学する学生が神戸大学大学院国際文化

学研究科（以下「研究科」という。）の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。）に関し必

要な事項を定めるものとする。

　（目的）

第２条　早期履修は，研究科に進学を志望する学業優秀な学部の学生に対して研究科の授業科目を履

修する機会を提供し，神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程前期課程の学生の海外協定大学の修

士課程への派遣並びに修了要件に関する内規（平成24年1月20日制定）に定めるダブル・ディグリー・

プログラム（以下「ダブル・ディグリー・プログラム」という。），神戸大学ＥＵエキスパート人材養

成プログラム規則（平成25年10月29日制定）に定める大学院プログラム（以下「大学院プログラム」

という。）又は神戸大学もしくは研究科と協定を結んでいる外国の大学院への交換留学（以下「交換留

学」という。）による留学の促進を図ることを目的とする。

　（早期履修）

第３条　学部の学生は，卒業予定年次に在籍し，研究科への進学を予定している場合に限り，神戸大

学大学院国際文化学研究科規則（平成19年3月20日制定）（以下「研究科規則」という。）第18条に定

める研究科の授業科目のうち別に定める授業科目を履修することができる。

2　 前項の履修を希望する者は，所定の期日までに履修希望届を神戸大学大学院国際文化学研究科長

（以下「研究科長」という。）に提出し，許可を受けなければならない。ただし，大学院プログラムの

履修を希望している者は，当該履修希望届を，研究科長を経て，プログラム責任者に提出し，許可を

受けなければならない。

　（単位の認定）

第４条 前条の規定により，履修を許可された者(以下「早期履修者」という。）が，当該授業科目を履

修し，試験に合格したときは，早期履修者が卒業後研究科に入学し，かつ，ダブル・ディグリー・プ

ログラムへの参加，大学院プログラムの履修又は交換留学のいずれかを予定している場合に限り，神

戸大学大学院国際文化学研究科教授会の議を経て，10単位を限度として，研究科規則第31条に定める

単位に認定することができる。なお，成績の評語は「認定」とする。

2　 早期履修者が履修する研究科の授業科目に係る授業料は，徴収しない。

3　 早期履修した授業科目は，学部の卒業の要件には含めない。

　　　附　則

　この内規は，平成30年4月1日から施行する。

（平成30年１月19日制定）



１３ 教育職員免許状の所要資格の取得等

本研究科において専修免許状を取得しようとする者は，修了に必要な単位を修得するほか，教育職員

免許法及び同法施行規則に定める専修免許状に必要な単位を併せて修得しなければならない。基礎資格

は，修士の学位を有するほか，大学（学部）において，中学校教諭，高等学校教諭の一種免許状（英語）

を取得していることが必要である。各専攻ごとに定められた教科・教職に関する科目（第３表～第４表）

の中から２４単位以上を修得すること。

１ 本研究科で取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科

【第１表】

英語
英語

中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状

グ ロ ー バ ル 文 化 専 攻

英語
英語

中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状

文 化 相 関 専 攻

免 許 教 科免 許 状 の 種 類専 攻

２ 基礎資格及び最低必要単位数

【第２表】

１６２３２０学士の学位を有すること一種免許状
高等学校教諭

４０２３２０修士の学位を有すること専修免許状

８３１２０学士の学位を有すること一種免許状
中 学 校 教 諭

３２３１２０修士の学位を有すること専修免許状

教科又は教職教職教科
基 礎 資 格

所要資格

免許状の種類

大学において修得することを
必 要 と す る 最 低 単 位 数

第３欄第２欄第１欄

［備考］専修免許状に係る第３欄に定める科目の単位数のうち，その単位数からそれぞれの一種

免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については，大

学院の課程又は大学の専攻科の課程若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課

程において修得するものとする。

17　教育職員免許状の所要資格の取得等18



３　教科等に関する授業科目

】表３第【 攻専関相化文　１　

免許法に規定する科目
〔免許状の種類〕

単位数
左に対応する授業科目

備考
授 業 科 目 単位数

英語の教科
 ・教職に関する科目

〔中学校・高等学校
 教諭専修免許状〕

24

【教科に関する科目】
ヨーロッパ・アメリカ文化論演習 2

2習演論化文境越
イギリス宗教文化論特殊講義１ 1
イギリス宗教文化論特殊講義２ 1
アメリカ多民族社会形成論特殊講義１ 1
アメリカ多民族社会形成論特殊講義２ 1
アメリカ言語映像文化論特殊講義１ 1
アメリカ言語映像文化論特殊講義２ 1
日米文化交流論特殊講義１ 1
日米文化交流論特殊講義２ 1
伝統文化翻訳論特殊講義１ 1
伝統文化翻訳論特殊講義２ 1
古代越境文化論特殊講義１ 1
古代越境文化論特殊講義２ 1
アカデミック・ライティング（英語）１ 1
アカデミック・ライティング（英語）２ 1
アカデミック・コミュニケーション（英語）１ 1
アカデミック・コミュニケーション（英語）２ 1
【教職に関する科目】

1１習実ルキスＴＩ
1２習実ルキスＴＩ

】表４第【 攻専化文ルバーログ　２　

免許法に規定する科目
〔免許状の種類〕

単位数
左に対応する授業科目

備考
授 業 科 目 単位数

英語の教科
 ・教職に関する科目

〔中学校・高等学校
 教諭専修免許状〕

24

【教科に関する科目】
言語コミュニケーション論演習 2
感性コミュニケーション論演習 2
外国語教育システム論演習 2
外国語教育コンテンツ論演習 2
レトリカル・コミュニケーション論特殊講義１ 1
レトリカル・コミュニケーション論特殊講義２ 1
言語インターフェイス論特殊講義１ 1
言語インターフェイス論特殊講義２ 1
言語対照基礎論特殊講義１ 1



英語の教科
 ・教職に関する科目

〔中学校・高等学校
 教諭専修免許状〕

24

言語対照基礎論特殊講義２ 1
言語教育環境論特殊講義１ 1
言語教育環境論特殊講義２ 1
言語文化環境論特殊講義Ⅰ－１ 1
言語文化環境論特殊講義Ⅰ－２ 1
言語文化環境論特殊講義Ⅱ－１ 1
言語文化環境論特殊講義Ⅱ－２ 1

1１義講殊特論学科語言
1２義講殊特論学科語言

外国語教授学習論特殊講義１ 1
外国語教授学習論特殊講義２ 1
外国語教育内容論特殊講義Ⅰ－１ 1
外国語教育内容論特殊講義Ⅰ－２ 1
外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－１ 1
外国語教育内容論特殊講義Ⅱ－２ 1
第二言語習得論特殊講義１ 1
第二言語習得論特殊講義２ 1
言語教育科学論特殊講義１ 1
言語教育科学論特殊講義２ 1
言語文化表象論特殊講義１ 1
言語文化表象論特殊講義２ 1
外国語教育工学論特殊講義１ 1
外国語教育工学論特殊講義２ 1
第二言語運用論特殊講義１ 1
第二言語運用論特殊講義２ 1
言語対照応用論特殊講義Ⅱ－１ 1
言語対照応用論特殊講義Ⅱ－２ 1
アカデミック・ライティング（英語）１ 1
アカデミック・ライティング（英語）２ 1
アカデミック・コミュニケーション（英語）１ 1
アカデミック・コミュニケーション（英語）２ 1
【教職に関する科目】

1１習実ルキスＴＩ
1２習実ルキスＴＩ

　「高度専門演習科目」は，担当教員が同一であるか否かにかかわらず，重複して履修・単位修得する

ことができる。ただし，英語の教科に関する授業科目として認定されている高度専門演習は，英語の教

科に関する授業科目として特殊講義を担当している教員が開講する高度専門演習のみである。





１　後期課程　ナンバリング基本方針

博 士 課 程 後 期 課 程
第１～２桁 Ｃ３ 指定

第３桁
Ｉ 文化相関
Ｇ グローバル文化
Ｚ 専攻共通

第４桁

Ａ 日本学コース
Ｂ アジア・太平洋文化論コース
Ｃ ヨーロッパ・アメリカ文化論コース
Ｄ 文化人類学コース
Ｅ 比較文明・比較文化論コース
Ｆ 国際関係・比較政治論コース
Ｇ モダニティ論コース
Ｈ 先端社会論コース
Ｉ 芸術文化論コース
Ｊ 言語コミュニケーションコース
Ｋ 感性コミュニケーションコース
Ｌ 情報コミュニケーションコース
Ｍ 外国語教育システム論コース
Ｎ 外国語教育コンテンツ論コース
Ｏ 先端コミュニケーション論コース
Ｚ コース共通

第５桁 ８ 指定
第６桁 ０

第７桁
０ 特別演習科目，プロジェクト基礎演習科目
１ 学位論文指導演習科目，プロジェクト指導演習科目
２ 学位論文コロキアム科目



博士課程後期課程　授業科目一覧
　⑴　文化相関専攻

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

特 別 演 習 科 目

日本社会変容論特別演習 C3IA800
日本社会経済論特別演習 C3IA800
日本言語文化論特別演習 C3IA800
日本芸能文化論特別演習 C3IA800
日本文化表象論特別演習 C3IA800
日本・ロシア交流論特別演習 C3IA800
中国社会経済論特別演習 C3IB800
中国社会文化論特別演習 C3IB800
モンゴル社会文化論特別演習 C3IB800
東南アジア社会文化論特別演習 C3IB800
東南アジア国家統合論特別演習 C3IB800
オセアニア社会文化論特別演習 C3IB800
フランス文化表象論特別演習 C3IC800
スラヴ社会文化論特別演習 C3IC800
イギリス市民文化論特別演習 C3IC800
イギリス宗教文化論特別演習 C3IC800
アメリカ多民族社会形成論特別演習 C3IC800
アメリカ言語映像文化論特別演習 C3IC800
ラテン・アメリカ文化交流論特別演習 C3IC800
社会人類学特別演習 C3ID800
文化人類学特別演習 C3ID800
現代人類学特別演習 C3ID800
民族学特別演習 C3ID800
民族誌論特別演習 C3ID800
科学技術文明論特別演習 C3IE800
科学技術社会論特別演習 C3IE800
日米文化交流論特別演習 C3IE800
伝統文化翻訳論特別演習 C3IE800
古代越境文化論特別演習 C3IE800
多文化政治社会論特別演習 C3IF800
国際政治社会論特別演習 C3IF800
比較政治社会論特別演習 C3IF800
比較地域社会論特別演習 C3IF800
比較地域政治論特別演習 C3IF800
高度専門インターンシップ実習 C3IZ800
高度海外専門研修 C3IZ800



　⑵　グローバル文化専攻

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

特 別 演 習 科 目

近代社会思想系譜論特別演習 C3GG800
近代経済思想系譜論特別演習 C3GG800
近代政治思想系譜論特別演習 C3GG800
文化言説系譜論特別演習 C3GG800
表象文化系譜論特別演習 C3GG800
現代社会理論特別演習 C3GH800
ジェンダー社会文化論特別演習 C3GH800
メディア社会文化論特別演習 C3GH800
文化規範形成論特別演習 C3GH800
生命規範形成論特別演習 C3GH800
現代法規範論特別演習 C3GH800
現代芸術動態論特別演習 C3GI800
現代芸術社会論特別演習 C3GI800
表象文化相関論特別演習 C3GI800
文化環境形成論特別演習 C3GI800
芸術文化共生論特別演習 C3GI800
芸術文化表現論特別演習 C3GI800
比較・対照言語論特別演習 C3GJ800
言語慣用類型論特別演習 C3GJ800
翻訳行為論特別演習 C3GJ800
レトリカル・コミュニケーション論特別演習 C3GJ800
第二言語習得論特別演習 C3GJ800
日本語教育方法論特別演習 C3GJ800
日本語教育内容論特別演習 C3GJ800
言語行動科学論特別演習 C3GK800
コミュニケーション文法論特別演習 C3GK800
言語インターフェース論特別演習 C3GK800
コミュニケーション認知論特別演習 C3GK800
非言語コミュニケーション論特別演習 C3GK800
対人行動論特別演習 C3GK800
コンピューター・コミュニケーション・システム論特別演習 C3GL800
コンピューター・シミュレーション論特別演習 C3GL800
情報ベース論特別演習 C3GL800
計算科学応用論特別演習 C3GL800
メディア統合論特別演習 C3GL800
認知情報システム論特別演習 C3GL800
言語対照基礎論特別演習 C3GM800
言語教育科学論特別演習 C3GM800
言語教育環境論特別演習 C3GM800
言語文化環境論特別演習 C3GM800
言語文化表象論特別演習 C3GM800



特 別 演 習 科 目

言語科学論特別演習 C3GM800
外国語教授学習論特別演習 C3GN800
外国語教育工学論特別演習 C3GN800
外国語教育内容論特別演習Ⅰ C3GN800
外国語教育内容論特別演習Ⅱ C3GN800
第二言語運用論特別演習 C3GN800
言語対照応用論特別演習Ⅰ C3GN800
言語対照応用論特別演習Ⅱ C3GN800
先端コミュニケーション論特別演習 C3GO800
高度専門インターンシップ実習 C3GZ800
高度海外専門研修 C3GZ800

　⑶　各専攻共通
　　①　コースワーク型教育プログラム

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

学 位 論 文
指 導 演 習 科 目

学位論文指導演習Ⅰ C3ZZ801
学位論文指導演習Ⅱ C3ZZ801
学位論文指導演習Ⅲ C3ZZ801

学 位 論 文
コ ロ キ ア ム 科 目

学位論文コロキアム（博士基礎論文） C3ZZ802
学位論文コロキアム（博士予備論文） C3ZZ802

　　②　プロジェクト型教育プログラム

区 分 授 業 科 目 ナンバリング

プ ロ ジ ェ ク ト
基 礎 演 習 科 目

プロジェクト理論基礎演習 C3ZZ800
プロジェクト調査基礎演習 C3ZZ800
プロジェクト企画基礎演習 C3ZZ800

プ ロ ジ ェ ク ト
始 動 演 習 科 目

プロジェクト指導演習Ⅰ C3ZZ801
プロジェクト指導演習Ⅱ C3ZZ801
プロジェクト指導演習Ⅲ C3ZZ801

学 位 論 文
コ ロ キ ア ム 科 目

学位論文コロキアム（プロジェクトプロポーザル） C3ZZ802
学位論文コロキアム（プロジェクト報告書） C3ZZ802



２　後期課程の履修等に関する留意事項

Ⅰ　入学後の手続
１　指導教員の決定
　１年次の４月に，関係教員と面談のうえ指導教員１名を決定して，教務学生係に届け出なければな
らない。

２　教育プログラムの選択
　関係教員と相談のうえ，指導教員の承認を経て，コースワーク型教育プログラムを選択するか，プ
ロジェクト型教育プログラムを選択するかを，４月に教務学生係に届け出なければならない。

Ⅱ　コースワーク型教育プログラムに関する留意事項
１　修了要件
　３年間の在学期間（標準）に，本研究科が開講する，「特別演習科目」（４単位以上必修），「学位論
文指導演習科目」（３科目６単位必修），「学位論文コロキアム科目」（２科目４単位必修），合計14単
位以上を履修・修得し，かつ，予備審査用博士論文の審査に合格のうえ，博士論文の審査に合格した
学生に対して，博士（学術）の学位が授与される。

２　コースワーク型教育プログラムの授業科目
⑴　「特別演習科目」（２単位）とは，当該科目がカバーする領域における高度な専門知識や先端的な
研究成果の修得を教育目標とする演習形式の授業である。
⑵　「学位論文指導演習（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）」（各２単位）とは，博士基礎論文（１年次），博士予備論文（２
年次）， 予備審査用博士論文（３年次）の完成に向けて研究指導を行うことを教育内容とする，各
コースによる「共同演習」形式の授業科目である。論文構想の発表，文献研究・フィールド調査の
報告，研究報告，中間報告，草稿発表等に対する集団指導を実施するため，定期的に開催される。
⑶　「学位論文コロキアム（博士基礎論文）」（２単位），「学位論文コロキアム（博士予備論文）」（２
単位）とはそれぞれ，領域（講座）が単位となって開催し，博士基礎論文（１年次），博士予備論文（２
年次）に対して公開の審査を行う研究会形式の授業科目である。

３　履修上の注意
⑴　「先端コミュニケーション論特別演習科目」は，担当教員が同一であるか否かにかかわらず，重

複して履修・単位修得することができる。ただし，指導教員が担当する「先端コミュニケーション

論特別演習科目」は重複して履修・単位修得することができない。

⑵　神戸大学大学院国際文化学研究科規則第27条により留学を許可された学生は，留学を許可された

期間中に，指導教員及びコース代表の承認を得て，「学位論文指導演習（Ⅰ，Ⅱ又はⅢ）」（各２

単位）を履修することができる。



⑵　１年次に履修する「学位論文指導演習Ⅰ」においては，博士基礎論文の作成・提出に向けて，逐
一指導を受けるものとする。
⑶　博士基礎論文提出時までに，前期課程段階での研究成果を基に，学術雑誌へ論文を投稿しなけれ
ばならない（論文１）。
⑷　１年次の１月７日までに，博士基礎論文を，教務学生係に提出しなければならない。博士基礎論
文の作成に当たっては，「博士基礎論文作成・提出要領」を参照すること。
⑸　博士基礎論文の審査は，１年次の２月に所属領域（講座）が開催する公開審査「コロキアムⅠ（博
士基礎論文）」にて行われる。ここで「条件付き合格」とされた場合は，所定の期日までに書き直し，
再審査を受けなければならない。

５　２年次のスケジュール
⑴　２年次に履修する「学位論文指導演習Ⅱ」においては，博士予備論文の作成・提出に向けて，逐
一指導を受けるものとする。
⑵　前期履修登録の締切日までに，前年度分の「学生業績報告書」を提出しなければならない。
⑶　博士予備論文提出時までに，博士基礎論文を基に，学術雑誌へ論文を投稿しなければならない 
（論文２）。
⑷　２年次末までに，学会発表を行うことが求められる。
⑸　２年次の１月７日までに，博士予備論文を，教務学生係に提出しなければならない。博士予備論
文の作成に当たっては，「博士予備論文作成・提出要領」を参照すること。
⑹　博士予備論文の審査は，２年次の２月に所属領域（講座）が開催する公開審査「コロキアムⅡ（博
士予備論文）」で行われる。ここで「条件付き合格」とされた場合は，所定の期日までに書き直し，
再審査を受けなければならない。

６　３年次のスケジュール
⑴　３年次に履修する「学位論文指導演習Ⅲ」においては，毎月１回，博士論文部分草稿の評価・指
導を受けるものとする。
⑵　前期履修登録の締切日までに，前年度分の「学生業績報告書」を提出しなければならない。
⑶　３年次の10月末日までに，予備審査用博士論文を，教務学生係に提出しなければならない。予備
審査用博士論文の作成に当たっては，「予備審査用博士論文作成・提出要領」を参照のこと。
⑷　予備審査用博士論文の審査は，３年次の11月に所属領域（講座）が開催する公開審査で行われる。
⑸　３年次の１月７日までに，博士論文を，教務学生係に提出しなければならない。提出期限，博士
論文の作成に当たっては，「後期課程　博士論文作成・提出要領」を参照のこと。
⑹　博士論文の最終試験は，３年次の原則として２月末日までに公開で行われる。

４　１年次のスケジュール
⑴　指導教員による指導を受けたうえで，１年次の５月に，「学位論文指導演習Ⅰ」において，博士
論文構想を発表し，コースの承認を得なければならない。



単位必修），「学位論文コロキアム科目」（２科目４単位必修），合計14単位以上を履修・修得し，かつ，
予備審査用博士論文の審査に合格のうえ，博士論文の審査に合格した学生に対して，博士（学術）の
学位が授与される。

２　プロジェクト型教育プログラムの授業科目
⑴　「プロジェクト基礎演習科目」とは，プロジェクト理論基礎演習（２単位），プロジェクト調査基
礎演習（２単位），プロジェクト企画基礎演習（２単位）の３つの授業科目からなる。
⑵　「プロジェクト指導演習（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）」（各２単位）とは，プロジェクト・プロポーザル（１年
次），プロジェクト報告書（２年次），予備審査用博士論文（３年次）の完成に向けて研究指導を行
うことを教育内容とする，各プロジェクトによる「共同演習」形式の授業科目である。論文構想の
発表，文献研究・フィールド調査の報告，研究報告，中間報告，草稿発表等に対する集団指導を実
施するため，定期的に開催される。
⑶　「学位論文コロキアム（プロジェクト・プロポーザル）」（２単位），「学位論文コロキアム（プロ
ジェクト報告書）」（２単位）とはそれぞれ，領域（講座）が単位となって開催し，プロジェクト・
プロポーザル（１年次），プロジェクト報告書（２年次）に対して公開の審査を行う研究会形式の
授業科目である。

Ⅲ　プロジェクト型教育プログラムに関する留意事項
１　修了要件
　３年間の在学期間（標準）に，本研究科が開講する科目のうち，当該学生が参加するプロジェクト
に関する「プロジェクト基礎演習科目」（４単位以上必修），「プロジェクト指導演習科目」（３科目６

３　１年次のスケジュール
⑴　指導教員による指導を受けたうえで，１年次の６月に，「プロジェクト指導演習Ⅰ」において，
プロジェクト企画を発表し，プロジェクト・チームの承認を得なければならない。
⑵　１年次に履修する「プロジェクト指導演習Ⅰ」においては，プロジェクト・プロポーザルの作成・
提出に向けて，逐一指導を受けるものとする。
⑶　プロジェクト・プロポーザル提出時までに，前期課程段階での研究成果を基に，学術雑誌へ論文
を投稿しなければならない（論文１）。
⑷　１年次の１月７日までに，プロジェクト・プロポーザルを，教務学生係に提出しなければならな
い。プロジェクト・プロポーザルの作成に当たっては「プロジェクト・プロポーザル作成・提出要
領」を参照すること。
⑸　プロジェクト・プロポーザルの審査は，１年次の２月に所属領域（講座）が開催する公開審査「コ
ロキアムⅠ（プロジェクト・プロポーザル）」にて行われる。ここで「条件付き合格」とされた場合は，
所定の期日までに書き直し，再審査を受けなければならない。

３　履修上の注意

　　神戸大学大学院国際文化学研究科規則第27条により留学を許可された学生は，留学を許可された

期間中に，指導教員及びプロジェクト・リーダーの承認を得て，「プロジェクト指導演習（Ⅰ，Ⅱ

又はⅢ）」（各２単位）を履修することができる。

４



⑸　２年次の１月７日までに，プロジェクト報告書を，教務学生係に提出しなければならない。プロ
ジェクト報告書の作成に当たっては，「プロジェクト報告書作成・提出要領」を参照すること。
⑹　プロジェクト報告書の審査は，２年次の２月に所属領域（講座）が開催する公開審査「コロキア
ムⅡ（プロジェクト報告書）」にて行われる。ここで「条件付き合格」とされた場合は，所定の期
日までに書き直し，再審査を受けなければならない。

５　３年次のスケジュール
⑴　３年次に履修する「プロジェクト指導演習Ⅲ」においては，毎月１回，博士論文部分草稿の評価・
指導を受けるものとする。
⑵　前期履修登録の締切日までに前年度分の「学生業績報告書」を提出しなければならない。
⑶　３年次の10月末日までに，予備審査用博士論文を，教務学生係に提出しなければならない。予備
審査用博士論文の作成に当たっては，「予備審査用博士論文作成・提出要領」を参照すること。
⑷　予備審査用博士論文の審査は，３年次の11月に所属領域（講座）が開催する公開審査にて行われる。
⑸　３年次の１月７日までに，博士論文を，教務学生係に提出しなければならない。博士論文の作成
に当たっては，「後期課程　博士論文作成・提出要領」を参照すること。
⑹　博士論文の最終試験は，３年次の原則として２月末日までに公開で行われる。

４　２年次のスケジュール
⑴　２年次に履修する「プロジェクト指導演習Ⅱ」においては，プロジェクト報告書の作成・提出に
向けて，逐一指導を受けるものとする。
⑵　前期履修登録の締切日までに，前年度分の「学生業績報告書」を提出しなければならない。
⑶　プロジェクト報告書提出時までに，プロジェクト・プロポーザルを基に，学術雑誌へ論文を投稿
しなければならない（論文２）。
⑷　２年次末までに，学会発表を行うことが求められる。

５

６



３　コースワーク型教育プログラムの指導体制について

１　指導教員
　指導教員は，コースの教員と連携を取りつつ，論文作成のためのチュートリアルを系統的かつ継続的
に行う。
２　コース
⑴　コースは，学位論文指導演習Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ等を通じて，博士論文構想から，博士基礎論文，博士予
備論文，予備審査用博士論文，及び博士論文の作成・提出に至るまでのプロセスの管理を，集団指
導体制によって逐一行う。
⑵　コースは，学位論文コロキアムにおいて，博士基礎論文及び博士予備論文の審査を実施する。
⑶　コースは，予備審査用博士論文の審査を実施する。
３　領域（講座）
⑴　領域（講座）は，学位論文コロキアムを開催し，博士基礎論文及び博士予備論文の作成プロセス
をチェックする。
⑵　領域（講座）は，予備審査用博士論文の審査会を開催し，博士論文の作成プロセスをチェックする。
４　博士論文構想
　学生は，指導教員による指導を受けたうえで，１年次の原則として５月に，博士論文構想を学位論文
指導演習Ⅰにおいて発表し，コースの承認を得なければならない。
５　学術論文の投稿
　学生は，指導教員の指導を受けつつ，１年次及び２年次に，研究論文を学術雑誌に投稿しなければな
らない。これらは各々，２年次，３年次への進級要件である。
６　博士基礎論文
　１年次の学生は，「博士基礎論文作成・提出要領」に従い博士基礎論文を作成し，１月７日までに提
出しなければならない。提出期限が休業日に当たるときは，その次の最初の業務日を期限とする。
７　学会発表
　学生は，２年次において，博士予備論文の完成に向けて学会発表を行うものとする。
８　博士予備論文
　２年次の学生は，「博士予備論文作成・提出要領」に従い博士予備論文を作成し，１月７日までに提
出しなければならない。提出期限が休業日に当たるときは，その次の最初の業務日を期限とする。
９　博士基礎論文及び博士予備論文の書き直し
⑴　学生は，学位論文コロキアムにおいて「条件付き合格」という審査結果を受けた場合，指導教員
の指導のもと，２ヶ月以内の定められた期日までに，論文を書き直し，再提出しなければならない。
⑵　再提出された論文の審査は，コースがこれを行う。
10　予備審査用博士論文
⑴　３年次の学生は，博士論文の提出に先立ち，「予備審査用博士論文作成・提出要領」に従い予備
審査用博士論文を作成し，10月末日までに提出しなければならない。ただし，翌年度以降の９月に
修了しようとする者の提出期限は，３月末日とする。



⑵　領域（講座）は，予備審査用博士論文の公開審査会を開催する。
⑶　コースは，予備審査用博士論文の審査を行い，その結果を教授会に報告する。
11　博士論文
　予備審査用博士論文の審査に合格し，博士の学位を申請する学生は「後期課程　博士論文作成・提出
要領」に従い博士論文を作成し，１月７日までに提出しなければならない。ただし，翌年度以降の９月
に修了しようとする者の提出期限は，６月７日とする。提出期限が休業日に当たるときは，その次の最
初の業務日を期限とする。
12　早期修了
　コースワーク型教育プログラムにおける早期修了に関しては，「コースワーク型教育プログラムの早
期修了に関する申合せ」を参照すること。

【参　考】
■３月修了の場合
１年次 ４月 指導教員を決定
 ４～12月 学術雑誌への投稿
 ５月 博士論文構想の発表と承認（学位論文指導演習Ｉにて）
 １月 博士基礎論文提出（１月７日）
 ２月  博士基礎論文審査（領域（講座）による「学位論文コロキアム（博士基礎論文）」

の開催／「条件付き合格」の場合は２ヶ月以内に書き直しのうえ再審査）
２年次 ～12月 学術雑誌への投稿
 ～12月 学会での発表
 １月 博士予備論文提出（１月７日）
 ２月  博士予備論文審査（領域（講座）による「学位論文コロキアム（博士予備論

文）」の開催／「条件付き合格」の場合は２ヶ月以内に書き直しのうえ再審査）
３年次 10月 予備審査用博士論文提出（10月末日）
 11月  予備審査用博士論文審査（領域（講座）による審査会の開催）
 １月 博士論文提出（１月７日）
  博士論文審査委員会の設置
 ２月 博士論文最終試験
 ３月 教授会による学位授与の可否決定

■９月修了の場合
３年次 ３月 予備審査用博士論文提出（３月末日）
翌年度 ４月  予備審査用博士論文審査（領域（講座）による審査会の開催）
 ６月 博士論文提出（６月７日）
  博士論文審査委員会の設置
 ７月 博士論文最終試験
 ９月 教授会による学位授与の可否決定



４　コースワーク型教育プログラムの早期修了に関する申合せ

 （平成19年４月１日制定）
 最終改正　平成27年２月20日

　本研究科後期課程のコースワーク型教育プログラムの学生が，神戸大学大学院国際文化学研究科規則
第31条第２項ただし書の規定に基づき３年未満の在学期間で修了しようとする場合，以下の規定による
ものとする。

Ⅰ　１年の在学で後期課程を修了しようとする場合
⑴　前期課程を２年未満の在学で修了した者は，１年の在学で後期課程を修了することができない。
⑵　優れた研究業績をあげ，１年の在学で博士論文を提出しようとする者は，指導教員及びコース代
表の了承を得て，１年次の４月末日までに，所定の様式による早期修了申請書と併せて，博士予備
論文及び公刊された参考論文２点を教務学生係に提出しなければならない。
⑶　早期修了申請書の提出がなされた場合，研究科長は，教授会の議を経て，直ちに，当該学生の早
期修了の資格の審議を，当該学生の所属するコースに付託するものとする。
⑷　当該コースは，早期修了の資格の有無を速やかに審議し，７月の教授会において報告し，研究科
長の承認を得るものとする。
⑸　１年の在学で後期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「学位論文指導演習Ⅰ」（２単
位），「学位論文指導演習Ⅱ」（２単位），「学位論文コロキアム（博士基礎論文）」（２単位），「学位
論文コロキアム（博士予備論文）」（２単位）を修得したものとみなす。
⑹　当該学生は，10月末日までに予備審査用博士論文を教務学生係に提出して，公開審査を受けなけ
ればならない。
⑺　予備審査用博士論文の審査において合格の判定を受けた学生は，「学位論文指導演習Ⅲ」（２単
位）を修得したものとみなす。
⑻　当該学生は，１月７日までに博士論文を教務学生係に提出しなければならない。

Ⅱ　１年６ヶ月の在学で後期課程を修了しようとする場合
⑴　前期課程を１年６ヶ月未満の在学で修了した者は，１年６ヶ月の在学で後期課程を修了すること
ができない。
⑵　優れた研究業績をあげ，１年６ヶ月の在学で博士論文を提出しようとする者は，指導教員及びコ
ース代表の了承を得て，１年次の４月末日までに，所定の様式による早期修了申請書と併せて，博
士予備論文及び公刊された参考論文２点を教務学生係に提出しなければならない。
⑶　早期修了申請書の提出がなされた場合，研究科長は，教授会の議を経て，直ちに，当該学生の早
期修了の資格の審議を，当該学生の所属するコースに付託するものとする。
⑷　当該コースは，早期修了の資格の有無を速やかに審議し，７月の教授会において報告し，研究科
長の承認を得るものとする。



⑸　１年６ヶ月の在学で後期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「学位論文指導演習Ⅰ」
（２単位），「学位論文指導演習Ⅱ」（２単位），「学位論文コロキアム（博士基礎論文）」（２単位），「学
位論文コロキアム（博士予備論文）」（２単位）を修得したものとみなす。
⑹　当該学生は，３月末日までに予備審査用博士論文を教務学生係に提出して，公開審査を受けなけ
ればならない。
⑺　予備審査用博士論文の審査において合格の判定を受けた学生は，「学位論文指導演習Ⅲ」（２単
位）を修得したものとみなす。
⑻　当該学生は，６月７日までに博士論文を教務学生係に提出しなければならない。

Ⅲ　２年の在学で後期課程を修了しようとする場合
⑴　優れた研究業績をあげ，２年の在学で博士論文を提出しようとする者は，指導教員及びコース代
表の了承を得て，２年次の４月末日までに，所定の様式による早期修了申請書と併せて，博士予備
論文及び公刊された参考論文２点を教務学生係に提出しなければならない。
⑵　早期修了申請書の提出がなされた場合，研究科長は，教授会の議を経て，直ちに，当該学生の早
期修了の資格の審議を，当該学生の所属するコースに付託するものとする。
⑶　当該コースは，早期修了の資格の有無を速やかに審議し，７月の教授会において報告し，研究科
長の承認を得るものとする。
⑷　２年の在学で後期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「学位論文指導演習Ⅱ」（２単
位），「学位論文コロキアム（博士予備論文）」（２単位）を修得したものとみなす。
⑸　当該学生は，10月末日までに予備審査用博士論文を教務学生係に提出し，公開審査を受けなけれ
ばならない。
⑹　予備審査用博士論文の審査において合格の判定を受けた学生は，「学位論文指導演習Ⅲ」（２単
位）を修得したものとみなす。
⑺　当該学生は，１月７日までに博士論文を教務学生係に提出しなければならない。

Ⅳ　２年６ヶ月の在学で後期課程を修了しようとする場合
⑴　優れた研究業績をあげ，２年６ヶ月の在学で博士論文を提出しようとする者は，指導教員及びコ
ース代表の了承を得て，２年次の４月末日までに，所定の様式による早期修了申請書と併せて，博
士予備論文及び公刊された参考論文２点を教務学生係に提出しなければならない。
⑵　早期修了申請書の提出がなされた場合，研究科長は，教授会の議を経て，直ちに，当該学生の早
期修了の資格の審議を，当該学生の所属するコースに付託するものとする。
⑶　当該コースは，早期修了の資格の有無を速やかに審議し，７月の教授会において報告し，研究科
長の承認を得るものとする。
⑷　２年６ヶ月の在学で後期課程を早期修了する資格を認定された学生は，「学位論文指導演習Ⅱ」
（２単位），「学位論文コロキアム（博士予備論文）」（２単位）を修得したものとみなす。
⑸　当該学生は，３月末日までに予備審査用博士論文を教務学生係に提出し，公開審査を受けなけれ
ばならない。
⑹　予備審査用博士論文の審査において合格の判定を受けた学生は，「学位論文指導演習Ⅲ」（２単



位）を修得したものとみなす。
⑺　当該学生は，６月７日までに博士論文を教務学生係に提出しなければならない。

 【参　考】
■標準修業年限３年：３月修了の場合
１年次 ４月 指導教員１名を決定
 ５月 「学位論文指導演習Ⅰ」における博士論文構想の発表
 ４～12月 「学位論文指導演習Ⅰ」における博士基礎論文の研究指導
 ４～12月 学術雑誌への論文投稿
 １月 博士基礎論文の提出（１月７日）
 ２月 「学位論文コロキアム（博士基礎論文）」における審査

２年次 ４～12月 「学位論文指導演習Ⅱ」における博士予備論文の研究指導
 ４～12月 学術雑誌への投稿
 ４～12月 学会での発表
 １月 博士予備論文の提出（１月７日）
 ２月 「学位論文コロキアム（博士予備論文）」における審査

３年次 ４～10月 「学位論文指導演習Ⅲ」における博士論文草稿の研究指導
 10月 予備審査用博士論文の提出（10月末日）
 11月 予備審査用博士論文における審査
 １月 博士論文提出（１月７日）
  博士論文審査委員会の設置
 ２月 博士論文最終試験
 ３月 教授会による学位授与の可否決定

■早期修了１年：３月修了の場合
１年次 ４月 指導教員１名の決定
 ４月 早期修了申請書，博士予備論文，及び公刊された参考論文２点の提出
 ５月 所属コースへの早期修了資格の判定の付託
 ７月 教授会での資格認定
 ７～12月 「学位論文指導演習Ⅲ」における博士論文草稿の研究指導
 10月 予備審査用博士論文の提出（10月末日）
 11月 予備審査用博士論文審査
 １月 博士論文提出（１月７日）
  博士論文審査委員会の設置
 ２月 博士論文最終試験



 ３月 教授会による学位授与の可否決定

■早期修了１年６ヶ月：９月修了の場合
１年次 ４月 指導教員１名の決定
 ４月 早期修了申請書，博士予備論文，及び公刊された参考論文２点の提出
 ５月 所属コースへの早期修了資格の判定の付託
 ７月 教授会での資格認定
 ７～３月 「学位論文指導演習Ⅲ」における博士論文草稿の研究指導
 ３月 「予備審査用博士論文」の提出（３月末日）

２年次 ４月 予備審査用博士論文審査
 ６月 博士論文提出（６月７日）
  博士論文審査委員会の設置
 ７月 博士論文最終試験
 ９月 教授会による学位授与の可否決定

■早期修了２年：３月修了の場合
２年次 ４月 早期修了申請書，博士予備論文，及び公刊された参考論文２点の提出
 ５月 所属コースへの早期修了資格の判定の付託
 ７月 教授会での資格認定
 ７～10月 「学位論文指導演習Ⅲ」における博士論文草稿の研究指導
 10月 「予備審査用博士論文」の提出（10月末日）
 11月 予備審査用博士論文審査
 １月 博士論文提出（１月７日）
  博士論文審査委員会の設置
 ２月 博士論文最終試験
 ３月 教授会による学位授与の可否決定

■早期修了２年６ヶ月：９月修了の場合
２年次 ４月 早期修了申請書，博士予備論文，及び公刊された参考論文２点の提出
 ５月 所属コースへの早期修了資格の判定の付託
 ７月 教授会での資格認定
 ７～３月 「学位論文指導演習Ⅲ」における博士論文草稿の研究指導
 ３月 「予備審査用博士論文」の提出（３月末日）

３年次 ４月 予備審査用博士論文審査
 ６月 博士論文提出（６月７日）
  博士論文審査委員会の設置



 ７月 博士論文最終試験
 ９月 教授会による学位授与の可否決定



（平成１９年４月１日制定）

最終改正 平成２０年３月４日

コースワーク型教育プログラムの学生は，１年次において博士基礎論文を次の要領に従い作成し，所

定の期日までに教務学生係に提出しなければならない。

�．博士基礎論文

１．日本語または英語で論述すること。

２．日本語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイント，また

は，Ａ４判，横位置，縦書き，右綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイントを基本とする。本文の長さは，

２０，０００字以上とする。

３．英語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，６０字×３０行，１０．５ポイントを基本とす

る。本文の長さは，１０，０００語以上とする。

４．別紙様式に則って，１，０００字程度の要旨及び目次を論文の冒頭に付すこと。英語の場合，要旨の

分量は５００語程度とする。

５．所属するコースの教員の人数分の部数を提出すること。

�．添付書類

１．学術雑誌に掲載された論文，または，学術雑誌への論文の掲載証明書もしくは投稿証明書

２．論文要旨及び目次（論文題目，所属専攻・コース，氏名を明記したもの）１部

５　博士基礎論文作成・提出要領





（平成１９年４月１日制定）

最終改正 平成２０年３月４日

コースワーク型教育プログラムの学生は，２年次において博士予備論文を次の要領に従い作成し，所

定の期日までに教務学生係に提出しなければならない。

�．博士予備論文

１．日本語または英語で論述すること。

２．日本語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイント，また

は，Ａ４判，横位置，縦書き，右綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイントを基本とする。本文の長さは，

４０，０００字以上とする。

３．英語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，６０字×３０行，１０．５ポイントを基本とす

る。本文の長さは，２０，０００語以上とする。

４．別紙様式に則って，２，０００字程度の要旨及び目次を論文の冒頭に付すこと。英語の場合，要旨の

分量は１，０００語程度とする。

５．所属するコースの教員の人数分の部数を提出すること。

�．添付書類

１．学術雑誌に掲載された論文，または，学術雑誌への論文の掲載証明書もしくは投稿証明書

２．論文要旨及び目次（論文題目，所属専攻・コース，氏名を明記したもの）１部

６　博士予備論文作成・提出要領





７　プロジェクト型教育プログラムの指導体制について

１　指導教員
　指導教員は，当該プロジェクトを担当する教員（以下「プロジェクト・チーム」という。）と連携を
取りつつ，論文作成のためのチュートリアルを系統的かつ継続的に行う。
２　プロジェクト・チーム
⑴　プロジェクト・チームは，プロジェクト指導演習Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ等を通じて，プロジェクト企画から，
プロジェクト・プロポーザル，プロジェクト報告書，予備審査用博士論文，及び博士論文の作成に
至るまでのプロセス管理を集団指導体制によって逐一行う。
⑵　プロジェクト・チームは，学位論文コロキアムにおいて，プロジェクト・プロポーザル及びプロ
ジェクト報告書の審査を実施する。
⑶　プロジェクト・チームは，予備審査用博士論文の審査を実施する。
３　領域（講座）
⑴　学生が所属する領域（講座）は，学位論文コロキアムを開催し，プロジェクト・プロポーザル及
びプロジェクト報告書の作成プロセスをチェックする。
⑵　領域（講座）は，予備審査用博士論文の審査会を開催し，博士論文の作成プロセスをチェックする。
４　プロジェクト企画
⑴　プロジェクト企画とは，プロジェクトの掲げるテーマと連関した個々の学生の研究計画である。
⑵　学生は，指導教員による指導を受けたうえで，１年次の原則として６月までにプロジェクト企画
を，プロジェクト指導演習Ｉにおいて発表し，プロジェクト・チームの承認を得なければならない。

５　学術論文の投稿
　学生は，指導教員及びプロジェクト・チームの指導を受けつつ，１年次と２年次に，研究論文を学術
雑誌に投稿しなければならない。これらは各々，２年次，３年次への進級要件である。
６　プロジェクト・プロポーザル
⑴　プロジェクト・プロポーザルとは，プロジェクト企画に基づく，先行研究の検討，方法論，仮説，
事例研究など，博士論文の基盤となる研究成果である。
⑵　１年次の学生は，「プロジェクト・プロポーザル作成・提出要領」に従いプロジェクト・プロポー
ザルを作成し，１月７日までに提出しなければならない。提出期限が休業日に当たるときは，その
次の最初の業務日を期限とする。

７　学会発表
　学生は，２年次において，プロジェクト報告書の完成に向けて学会発表を行うものとする。
８　プロジェクト報告書
⑴　プロジェクト報告書とは，プロジェクト・プロポーザルに基づいた調査・研究の中間報告である。
⑵　２年次の学生は，「プロジェクト報告書作成・提出要領」に従いプロジェクト報告書を作成し，
１月７日までに提出しなければならない。提出期限が休業日に当たるときは，その次の最初の業務
日を期限とする。



９　プロジェクト・プロポーザル及びプロジェクト報告書の書き直し
⑴　学生は，学位論文コロキアムにおいて「条件付き合格」という審査結果を受けた場合，指導教員
の指導のもと，２ヶ月以内の定められた期日までに，論文を書き直し，再提出しなければならない。
⑵　再提出された論文の審査は，プロジェクト・チームがこれを行う。
10　予備審査用博士論文
⑴　３年次の学生は，博士論文の提出に先立ち「予備審査用博士論文作成・提出要領」に従い予備審
査用博士論文を作成し，10月末日までに提出しなければならない。ただし，翌年度の９月に修了し
ようとする者の提出期限は，３月末日とする。
⑵　学生の所属する領域（講座）は，予備審査用博士論文の公開審査会を開催する。
⑶　プロジェクト・チームは，予備審査用博士論文の審査を行い，その結果を教授会に報告する。
11　博士論文
　予備審査用博士論文の審査に合格し，博士の学位を申請する学生は「後期課程　博士論文作成・提出
要領」に従い博士論文を作成し，１月７日までに提出しなければならない。ただし，翌年度の９月に修
了しようとする者の提出期限は，６月７日とする。提出期限が休業日に当たるときは，その次の最初の
業務日を期限とする。
12　プロジェクト研究成果報告書
⑴　プロジェクト・チームは，プロジェクトが終了した段階でプロジェクト研究成果報告書を作成す
るものとする。
⑵　学生は，博士論文の審査終了後に，プロジェクト研究成果報告書に研究の成果を報告しなければ
ならない。

13　早期修了
　プロジェクト型教育プログラムにおける早期修了は，プロジェクト型教育の趣旨に鑑み，これを認め
ない。

【参　考】
■３月修了の場合
１年次 ４月 プロジェクト所属，指導教員を決定
 ～６月 プロジェクト企画の発表と承認（プロジェクト指導演習Ⅰにて）
 ４～12月 学術雑誌への論文掲載または投稿
 １月 プロジェクト・プロポーザル提出（１月７日） 
 ２月  プロジェクト・プロポーザル審査（所属領域（講座）による「学位論文コロ 

キアム（プロジェクト・プロポーザル）」の開催／「条件付き合格」の場合 
は２ヶ月以内に書き直しのうえ再審査）

２年次 ～12月 学術雑誌への論文掲載または投稿
 ～12月 学会での発表
 １月 プロジェクト報告書提出（１月７日）



 ２月  プロジェクト報告書審査（所属領域（講座）による「学位論文コロキアム（プ 
ロジェクト報告書）」の開催／「条件付き合格」の場合は２ヶ月以内に書き
直しのうえ再審査）

３年次 10月 予備審査用博士論文提出（10月末日）
 11月  予備審査（所属領域（講座）による審査会の開催）
 １月 博士論文提出（１月７日）
  博士論文審査委員会の設置
 ２月 博士論文最終試験
 ３月 教授会による学位授与の可否決定
  プロジェクト研究成果報告書提出

■９月修了の場合
３年次 ３月 予備審査用博士論文提出（３月末日）

翌年度 ４月  予備審査（所属領域（講座）による審査会の開催）
 ６月 博士論文提出（６月７日）
  博士論文審査委員会の設置
 ７月 博士論文最終試験
 ９月 教授会による学位授与の可否決定
  プロジェクト研究成果報告書提出



（平成１９年４月１日制定）

最終改正 平成２０年３月４日

プロジェクト型教育プログラムの学生は，プロジェクト企画に基づく，先行研究の検討，方法論，仮

説，事例研究など，博士論文の基盤となる研究成果を示すために，１年次においてプロジェクト・プロ

ポーザルを次の要領に従い作成し，所定の期日までに教務学生係に提出しなければならない。

�．プロジェクト・プロポーザル

１．日本語または英語で論述すること。

２．日本語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイント，また

は，Ａ４判，横位置，縦書き，右綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイントを基本とする。本文の長さは，

２０，０００字以上とする。

３．英語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，６０字×３０行，１０．５ポイントを基本とす

る。本文の長さは，１０，０００語以上とする。

４．別紙様式に則って，１，０００字程度の要旨及び目次を冒頭に付すこと。英語の場合，要旨の分量は

５００語程度とする。

５．プロジェクト・チームの教員の人数分の部数を提出すること。

�．添付書類

１．学術雑誌に掲載された論文，または，学術雑誌への論文の掲載証明書もしくは投稿証明書

２．論文要旨及び目次（論文題目，所属専攻・コース，氏名を明記したもの）１部

８　プロジェクト・プロポーザル作成・提出要領





（平成１９年４月１日制定）

最終改正 平成２０年３月４日

プロジェクト型教育プログラムの学生は，プロジェクト・プロポーザルに基づいた調査・研究の中間

報告として，２年次においてプロジェクト報告書を次の要領に従い作成し，所定の期日までに教務学生

係に提出しなければならない。

�．プロジェクト報告書

１．日本語または英語で論述すること。

２．日本語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイント，また

は，Ａ４判，横位置，縦書き，右綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイントを基本とする。本文の長さは，

４０，０００字以上とする。

３．英語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，６０字×３０行，１０．５ポイントを基本とす

る。本文の長さは，２０，０００語以上とする。

４．別紙様式に則って，２，０００字程度の要旨及び目次を冒頭に付すこと。英語の場合，要旨の分量は，

１，０００語程度とする。

５．プロジェクト・チームの教員の人数分の部数を提出すること。

�．添付書類

１．学術雑誌に掲載された論文，または，学術雑誌への論文の掲載証明書もしくは投稿証明書

２．論文要旨及び目次（論文題目，所属専攻・コース，氏名を明記したもの）１部

９　プロジェクト報告書作成・提出要領





10　学術論文の投稿に関する申合せ

（平成20年1月18日制定）
最終改正　平成30年1月19日

この申合せは，「博士基礎論文作成・提出要領」第Ⅱ項，「博士予備論文作成・提出要領」第Ⅱ項，「プ

ロジェクト・プロポーザル作成・提出要領」第Ⅱ項及び「プロジェクト報告書作成・提出要領」第Ⅱ

項に定める学術論文の投稿に関し，必要な事項を定めるものとする。

　（査読付論文）

1．学生は，在学中に，学術論文（以下「論文」という。）のうち少なくとも１編を，査読制を実施す

る学術雑誌に投稿しなければならない。ただし，学術書に収録された論文は，これを査読制を実施す

る学術雑誌に掲載された論文とみなす。

　（国際学会の会議録）

2．国際学会の会議録（プロシーディングズ）は，これを学術雑誌とみなすことができる。ただし，会

議録の掲載内容が論文の要約である場合は，この限りでない。

　（論文の受理）

3．投稿された論文は，学術雑誌等の公刊の日付に基づき，当該年度に公刊されたものとして受理す

る。ただし，公刊されていない論文の場合は，掲載証明書又は投稿証明書の日付に基づく。なお，１

年次の１月から３月までの間に２本目以降の論文が投稿された場合は，２年次において投稿された論

文とみなすことができる。

　（論文の重複提出の禁止）

4．次の各号に定めるとおり，同一論文の重複提出は認めない。

①　１年次において論文の投稿証明書を提出し，その掲載が許可された場合，２年次において当該

論文又はその掲載証明書を博士予備論文又はプロジェクト報告書の添付書類として提出すること

はできない。

②　１年次において論文の投稿証明書を提出したが，その掲載が許可されなかった場合，その論文

を手直しして２年次に再び投稿しても，この再投稿についての投稿証明書は博士予備論文又はプ

ロジェクト報告書の添付書類として提出することができない。

　（共著論文）

5．共著論文を投稿する場合は，第一著者の場合に限り，当該論文の著者と認めるものとする。

　（投稿証明書）

6.　投稿証明書は，投稿受付の通知をもってこれに代えることができる。



１０ 博士基礎論文／プロジェクト・プロポーザルに関するガイドライン

（平成１９年１０月１９日制定）

１．博士基礎論文／プロジェクト・プロポーザルには，博士論文の課題，構成（章立て），研究方法（依

拠する資料，分析方法等），及び見込まれる学術的成果が明示されなければならない。

２．博士基礎論文／プロジェクト・プロポーザルには，博士論文の各章の概略とその執筆計画（調査・

研究計画等を含む）が明示されなければならない。

１１ 博士予備論文／プロジェクト報告書に関するガイドライン

（平成２０年６月２０日制定）

１．博士予備論文／プロジェクト報告書には，博士論文の課題，構成（章立て），研究方法（依拠する

資料，分析方法等），及び見込まれる学術的成果が明示されなければならない。

２．博士予備論文／プロジェクト報告書には，博士論文の主要部分の草稿，その他の部分の概略，及び

予備審査用博士論文提出までの執筆計画が含まれなければならない。

11　博士基礎論文／プロジェクト・プロポーザルに関するガイドライン

12　博士予備論文／プロジェクト報告書に関するガイドライン



１２ 予備審査用博士論文作成・提出要領

（平成１９年４月１日制定）

最終改正 平成２０年３月４日

博士論文の審査を願い出ようとする学生は，この要領に従い予備審査用博士論文を作成し，所定の期

日までに教務学生係に提出しなければならない。提出にあたっては，あらかじめ指導教員の点検を受け

ること。

１．日本語または英語で論述すること。

２．日本語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイント，または，

Ａ４判，横位置，縦書き，右綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイントを基本とする。

３．英語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，６０字×３０行，１０．５ポイントを基本とする。

４．別紙様式１に則って，表紙を付して仮綴じにすること。

５．別紙様式２に則って，要旨を論文の冒頭に付すこと。要旨の分量は，日本語の場合は２，０００字程度，

英語の場合は１，０００語程度とする。題目は１５ポイント，所属専攻名等は１２ポイントで印字すること。

６．表紙，要旨，目次，本文の順に綴じて，所属コースもしくは所属プロジェクトを構成する教員の人

数分の部数を提出すること。

７．前項の冊子のほか，論文要旨及び目次（論文題目，所属専攻・コース，氏名を明記したもの）１部

を添付すること。

13　予備審査用博士論文作成・提出要領





（平成１９年４月１日制定）

（平成２５年５月１７日改正）

博士論文の審査を願い出る学生は，この要領に従い博士論文及び所定の書類を作成し，所定の期日ま

でに教務学生係に提出しなければならない。博士論文及び所定の書類の提出にあたっては，あらかじめ

指導教員の点検を受けること。

�．博士論文

１．日本語または英語で論述すること。

２．日本語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイント，または，

Ａ４判，横位置，縦書き，右綴じ，４０字×３０行，１０．５ポイントを基本とする。

３．英語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴じ，６０字×３０行，１０．５ポイントを基本とす

る。

４．参考例にしたがって，製本した審査委員会用４通及び公表用の電子媒体（ＰＤＦファイル）１通

を，それぞれ所定の期日までに提出すること。

�．添付書類

１．博士論文審査願

別紙様式１により１通作成すること。（所定の用紙を交付する。）

２．論文目録

別紙様式２により１通作成すること。（所定の用紙を交付する。）

３．論文要旨

別紙様式３により４通作成すること。要旨の長さは，日本語の場合は２，０００字程度，英語の場合

は１，０００語程度とする。

４．履歴書

１通作成すること。（所定の用紙を交付する。）

５．業績一覧

４通作成すること。既発表論文（掲載予定証明書を得られる未公刊論文を含む）を漏れなく記載

し，必要な書誌事項を明記すること。

６．参考論文

業績一覧に掲載した論文を，２点を上限として参考論文として提出することができる。参考論文

を提出する場合は，論文目録に書誌事項を明記すること。

14　後期課程　博士論文作成・提出要領



研究科名・学番・
氏名

論文題目
（和訳）

公表用の学位論文（ＰＤＦファイル） ＣＤ１枚

＊ＣＤ―Ｒの表面に「研究科名・学番・氏名・論文題目（和訳）」を記入してください。

＊１人１枚で提出してください。

＊電子データ形式はＰＤＦ／Ａ（ＩＳＯ―１９００５）で作成してください。

＊ファイル名は下記例に従って作成してください。

（例）：甲＿１２３Ｃ４５６Ｃ＿神戸太郎＿学術



別紙様式１
　学位論文審査願

学位論文審査願





15　後期課程　博士論文審査要領

 （平成19年４月１日制定）

１．博士論文の提出資格については，予備審査用博士論文の審査結果に基づき，教授会の議を経て認定
するものとする。なお，３月に修了しようとする者については12月に，９月に修了しようとする者に
ついては５月に行うこととする。
２．前項の規定により博士論文提出資格が認定された場合，教授会の議を経て，博士論文審査委員会（以
下「審査委員会」という。）を設置しなければならない。
３．審査委員会は，指導教員を含む３名以上の委員により構成される。
４．審査委員会は，互選により本研究科の教授から審査委員長１名を選出するものとする。ただし，指
導教員を審査委員長に充てることはできない。
５．審査委員のうち２名は，本研究科の教授でなければならない。また，次の者を審査委員に充てるこ
とができる。ただし，審査委員のうち少なくとも１名は，当該コースまたはプロジェクトの構成員以
外の専門家から選出することに努めるものとする。
⑴　本研究科の准教授
⑵　本学の他研究科の教授又は准教授
⑶　他大学の大学院又は研究所等の教授又は准教授等
６．審査委員会は，原則として，最終試験を実施する少なくとも２週間前から，提出された博士論文及
び関係書類を公開するものとする。なお，学外の審査委員に審査を依頼する場合は，この限りではない。
７．審査委員会は，博士論文及び関連科目に関する最終試験を公開で行い，論文審査及び最終試験の結
果を速やかに教授会に報告するものとする。
８．審査委員会の報告に基づき，教授会において博士の学位を授与すべきか否かの審議を行わせ，投票
により議決するものとする。

　　　附　則
　この要領は，平成27年４月１日から実施する。
　　　附　則
１　この要領は，平成28年４月１日から実施する。
２　この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成28年４月１日以後において
在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の要領１．の規定にかか
わらず，なお従前の例による。



１７ 博士論文の公表方法に関する内規

（平成１９年４月１日制定）

（趣 旨）

第１条 この内規は，神戸大学学位規程第１９条の規定による博士論文の公表方法に関して必要な事項を

定めるものとする。

（公表方法）

第２条 博士の学位を授与された者は，博士論文を，電子アーカイヴ，単行の書籍又は学術雑誌等（以

下「公表物」という。）によって，学位取得後１年以内に公表しなければならない。

（公 表 物）

第３条 公表物は，学術資料として，大学，その他の学術機関に保存され，随時閲覧し得るものでなけ

ればならない。

（自費出版）

第４条 自費出版等によるものであっても，大学，その他の学術機関等に配布されたものについては，

これを公表物として扱うことができる。

（全文の公表）

第５条 博士論文の公表にあたっては，原則としてその全文を公表しなければならない。ただし，題目

や本文に若干の修正を加え，又は論文の主旨に直接影響しない部分を除外して公表することを妨げな

い。

（論文の分割）

第６条 公表は，博士論文を分割してこれを行うことができる。

（論文目録への記載）

第７条 博士論文提出時にすでに学術雑誌等に掲載されたもの又は掲載されることが決定しているもの

については，論文目録にその公表方法及び発行（予定）日を記載するものとする。ただし，掲載予定

のものについては，掲載予定証明書の写し１部を論文目録に添付しなければならない。

２ 博士論文提出時において，公表方法が決定していない場合は，論文目録に「未定」と記載するもの

とする。

（要約による公表）

16　博士論文の公表方法に関する内規

第8条 神戸大学学位規程第19条第２項の規定に従い，博士の学位を授与された者が，博士論文の全文
に代えてその要約を公表しようとする場合は，あらかじめ「やむを得ない事由」を明示して研究科に
申請し，教授会の議を経て，承認を得なければならない。
　　　附　則
　この内規は，平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この内規は，平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から施行する。



17　神戸大学における博士論文の公表に関する取扱要項

 平成25年７月４日
 大学教育推進委員会承認
 平成27年３月５日一部改正

（趣　　旨）
第１　この要項は，神戸大学学位規程（以下「学位規程」という。）第19条に規定する博士論文の公表
に関する取扱いについて，必要な事項を定めるものである。
（公　　表）

第２　学位規程第19条第１項及び３項の規定に基づき，博士の学位を授与された者は，当該博士の学位
を授与された日（以下「授与日」という。）から１年以内に，博士論文の全文を神戸大学学術成果リ
ポジトリ（以下「リポジトリ」という。）の利用により公表するものとする。
（公表延期又は非公表の理由）

第３　学位規程第19条第２項に規定する，博士論文の全文に代えて，その内容を要約したもの（以下「要
約」という。）とすることができる「やむを得ない理由がある場合」とは，次の場合をいう。
⑴　博士論文が，立体形状による表現を含む等の理由により，リポジトリの利用により公表すること
ができない場合
⑵　博士論文が，著作権保護，個人情報保護等の理由により，博士の学位を授与された日から１年を
超えてリポジトリの利用により公表することができない内容を含む場合
⑶　出版刊行，多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載，特許の出願等との関係で，リポジトリ
の利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって，明らかな不利益が
博士の学位を授与された日から１年を超えて生じる場合
⑷　その他，特別な理由がある場合
（公表を延期する期間）

第４　第３に掲げる理由（第３の⑴に掲げる理由等により公表することができない場合を除く。）により，
リポジトリの利用による公表を行わなかった博士論文については，原則として，授与日から２年経過
後にリポジトリの利用により公表を行うものとする。
（公表延期申請又は非公表申請）

第５　第３の理由により，博士論文の公表の延期又は非公表の承認を受けようとする者は，当該研究科
長に「（様式１）博士論文全文の公表延期申請書（新規）」又は「（様式４）博士論文全文の非公表申請書」
を当該研究科長が定める期間内に要約を添えて提出するものとする。
（公表延期継続申請）

第６　第５の申請により承認を受けた期間を超えて公表を延期する理由が生じた場合，博士の学位を授
与された者は，承認された期間内に当該研究科長に「（様式２）博士論文全文の公表延期申請書（継
続）」を提出するものとする。
（公表延期理由解消申請）



第７　第５及び第６により承認を受けた期間内に公表の延期理由が消滅した場合には，博士の学位を授
与された者は，当該研究科長に「（様式３）博士論文の公表延期理由解消申請書」を提出するものとする。
（教 授 会）

第８　研究科長は，第５から第７までの規定による申請があったときは，教授会に審議を行わせ，その
結果を直ちに学長に報告するものとする。
（雑　　則）

第９　この要項に定めるもののほか，この要項の実施に関し必要な事項は，大学教育推進機構大学教育
推進委員会が定める。

　　　附　則
　この要項は，平成25年７月４日から施行し，平成25年４月１日以後に学位を授与された者について適
用する。
　　　附　則
　この要項は，平成27年４月１日から施行する。



別紙様式１
博士論文全文の公表延期申請書（新規）

別紙様式２
博士論文全文の公表延期申請書（継続）

別紙様式３
博士論文全文の公表延期理由解消申請書

別紙様式４
博士論文全文の非公表申請書

様式１

平成 年 月 日

○○研究科長 殿

（学籍番号）
氏 名 印

博士論文全文の公表延期申請書（新規）

学位が授与された場合、下記の理由により博士論文の全文を神
戸大学学術成果リポジトリの利用によるインターネットでの公表
をしないことについて、承認をお願いします。

記

論文題目：

公表しない期間：博士の学位を授与された日から２年間

理由：

（注）
・公表しない期間は、博士の学位を授与された日から原則２年
間とする。
ただし、公表しない期間が確定している場合は、その期間と
する。

様式２

平成 年 月 日

○○研究科長 殿

（学籍番号）
氏 名 印

博士論文全文の公表延期申請書（継続）

神戸大学学術成果リポジトリの利用によるインターネットでの
公表の延期が承認されています博士論文について、下記理由によ
り引き続き公表をしないことの承認をお願いします。

記

前回公表延期承認期限：

公表延期申請期限：前回公表延期承認期限から１年

学位及び専攻分野の名称：

学位授与年月日：

学位記番号：

論文題目：

理 由：

様式３

平成 年 月 日

○○研究科長 殿

（学籍番号）
氏 名 印

博士論文全文の公表延期理由解消申請書

神戸大学学術成果リポジトリの利用によるインターネットでの
公表の延期が承認されています博士論文について、公表延期の理
由が解消されましたので公表をお願いします。

記

公表延期承認期限：

学位及び専攻分野の名称：

学位授与年月日：

学位記番号：

論文題目：

理 由：

様式４

平成 年 月 日

○○研究科長 殿

（学籍番号）
氏 名 印

博士論文全文の非公表申請書

学位が授与された場合、下記の理由により博士論文の全文を神
戸大学学術成果リポジトリの利用によるインターネットでの公表
ができないことについて、承認をお願いします。

記

論文題目：

理 由：



１９ 後期課程 教育プログラムの変更手続に関する申合せ

（平成１９年４月１日制定）

本研究科後期課程の教育プログラムの変更手続は，以下の規定によるものとする。

�．プロジェクト終了に伴う教育プログラムの変更

１．プロジェクト型教育プログラムに所属する学生が在学中にプロジェクトが終了した場合には，終

了した時点をもって，コースワーク型教育プログラムに異動するものとする。その場合，原則とし

て，指導教員が在籍するコースに所属するものとする。

２．前項の規定により教育プログラムを変更した場合，プロジェクト型教育プログラムにおいて履修

・修得した単位は，コースワーク型教育プログラムの授業科目の単位として認定する。

�．やむを得ない事由による教育プログラムの変更

３．前２項に定めるもののほか，やむを得ない事由が存する場合には，教授会の議を経て，後期課程
の学生の教育プログラムの変更を認めることがある。ただし，教育プログラムの変更は年度当初に
のみ行うことができる。
４．教育プログラムの変更を希望する学生は，指導教員の承認を経て，前年の12月末日までに教務学
生係に教育プログラム変更申請書を提出しなければならない。
５．当該学生が所属を希望するコースまたはプロジェクトは，当該申請を審査のうえ，やむを得ない
事由が存すると判断し，教育プログラムの変更を適切と認める場合には，その旨を教授会に報告し，
承認を得るものとする。
６．当該学生の受け入れを認めたコースまたはプロジェクトは，当該学生が教育プログラムを変更す
る以前に履修・修得した単位を，受け入れ先の教育プログラムの授業科目の単位として認定するこ
とができる。

　　　附　則
　この申合せは，平成27年４月１日から実施する。
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２０ 後期課程 所定単位修得退学者に関する申合せ

（平成１９年４月１日制定）

１．本研究科博士課程後期課程に３年以上在学し，所定の14単位以上を修得し，必要な研究指導を受け
て退学した者を，所定単位修得退学者とする。
２．所定単位修得退学者から請求があった場合は，別紙様式１の証明書を交付する。

　　　附　則
　この申合せは，平成27年４月１日から実施する。
　　　附　則
１　この申合せは，平成28年４月１日から実施する。
２　この申合せ実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成28年４月１日以後におい
て在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の申合せの規定にかか
わらず，なお従前の例による。
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20　学位（論文博士）授与に関する内規

 （平成19年４月１日制定）

（趣　　旨）
第 1条 この内規は，神戸大学学位規程国際文化学研究科細則第13条の規定に基づき，本研究科におけ
る学位（論文博士）の授与に関して必要な事項を定めるものとする。
（学位申請資格）

第 2条 本研究科の学位（論文博士）の授与を申請できる者は，次の各号の一に該当する者とする。
⑴　大学院の博士課程において，所定の期間在学し，所定の単位を修得して退学した者
⑵　大学院の修士課程を修了した後，３年以上の研究歴を有する者
⑶　大学を卒業した後，５年以上の研究歴を有する者
⑷　前３号に掲げる者のほか，本研究科において資格があると認めた者
（研 究 歴）

第 3条 前条の研究歴とは，次の各号に掲げるものとする。
⑴　大学院，大学又は短期大学の専任教員として研究に従事した期間
⑵　大学院，大学の研究生として研究に従事した期間
⑶　大学院の学生として在学した期間（ただし，修士課程は２年，博士課程は３年を上限とする。）
⑷　官公庁，会社等において研究に従事した期間
⑸　その他本研究科において研究歴と認めた期間
（博士論文等の提出）

第 4条 申請者は，提出する博士論文の内容に関係の深い領域の本研究科の教授（以下「推薦教授」と
いう。）の推薦を受けた上，次の各号に掲げる書類等を教務学生係に提出すること。
⑴　学位申請書（所定の用紙を交付する。）１通
⑵　論文目録（所定の用紙を交付する。）１通
⑶　博士論文５通（内１通は電子媒体とする）
⑷　博士論文の要旨４通
⑸　推薦書（所定の用紙を交付する。）１通
⑹　履歴書（所定の用紙を交付する。）１通
⑺　業績一覧（書式自由）４通
⑻　最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書１通
⑼　在職・研究従事内容証明書（所定の用紙を交付する。）又は博士課程所定単位修得退学証明書１
通
⑽　参考論文４通
　　次の①又は②のいずれかを必ず含むこと。
　　①　著書（単著）１点
②　所属する学会や学術研究団体等のレフェリー付きの論文２点及びこれに準ずる論文１点の計



３点（掲載予定証明のあるものを含む。）
（内見委員会）

第 5条 研究科長は，学位の申請があったときは，当該論文を学長に進達すべきか否かを検討するため
に，内見委員会を置く。
２　内見委員会の構成は，推薦教授を含め，推薦教授の推薦に基づき教授会の議を経て承認した３名と
する。
３　内見委員会は，審査の結果を速やかに研究科長に報告するものとする。
（学長への進達）

第 6条 研究科長は，内見委員会の審査報告に基づき，教授会の議を経て，当該論文を学長に進達すべ
きか否かを決定するものとする。
２　研究科長は，前項の規定により，受理決定した当該論文を，論文審査料５万７千円を添え，学長に
進達するものとする。
（審査委員会）

第 7条 研究科長は，学長から論文審査を付託されたときは，博士論文の審査及び試験を行わせるため，
教授会の議を経て，審査委員会を設置する。
２　審査委員会の構成は，推薦教授を含め，推薦教授の推薦に基づき教授会の議を経て，承認した３名
とする。
３　審査委員会は，互選により本研究科の教授から審査委員長１名を選出するものとする。
４　審査委員のうち２名は，本研究科の教授でなければならない。また，次の者を審査委員に充てるこ
とができる。
⑴　本研究科の准教授
⑵　本学の他研究科の教授又は准教授
⑶　他大学の大学院又は研究所等の教授又は准教授等
（試　　験）

第 8条 審査委員会は，博士論文を中心として，これに関連する科目について，筆答又は口頭による試
験を，原則として公開で行うものとする。
２　審査委員会は，前項に規定する試験を実施する少なくとも２週間前から，提出された博士論文及び
関係資料を公開するものとする。
（学力の確認のための試問）

第 9条 審査委員会は，学位申請者が本研究科の課程を修了した者と同等以上の学力があることを確
認するため，筆答又は口頭による学力の確認のための試問（以下「試問」という。）を行う。ただし，
学位申請者の学歴，業績等に基づいて学力の確認を行うことができる場合は，試問を省略することが
できる。
２　試問は，学位申請者が専門とする学術領域の専門科目又は審査委員会が必要と認めた科目（外国語
を含む。）について行う。
３　研究科長は，必要と認めるときは，教授会の議を経て，審査委員以外の教員にも試問を委嘱するこ
とができる。
（試験及び試問の実施期間）



第10条 前２条に規定する試験及び試問は，論文審査終了後１ヶ月以内に行うものとする。
（審査結果の報告）

第11条 審査委員会は，論文審査，試験及び試問が終了したときは，その結果を遅滞なく教授会に報告
しなければならない。
（雑　　則）

第12条 この内規に定めるもののほか，必要な事項は，教授会の議を経て，研究科長が定める。

　　　附　則
　この内規は，平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この内規は，平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この内規は，平成27年４月１日から施行する。



２２ 博士論文（論文博士）作成・提出要領

（平成１９年４月１日制定）

最終改正 平成２５年５月１７日

神戸大学学位規程第５条第２項の規定に従い，本研究科に博士論文の審査を願い出る者は，この作

成・提出要領に従って博士論文及び所定の書類を作成し，教務学生係に提出しなければならない。提出

に当たっては，あらかじめ推薦教授に提出書類の点検を受けること。

�．学位申請書

別紙様式１により作成すること。（所定の用紙を交付する。）

�．論文目録

１．別紙様式２により作成すること。（所定の用紙を交付する。）

２．博士論文の印刷公表の方法及び時期並びに参考論文の書誌事項について記載すること。

�．博士論文

１．日本語または英語で論述すること。

２．日本語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴，１０．５ポイント，４０字×３０行，または，

Ａ４判，横位置，縦書き，１０．５ポイント，４０字×３０行を基本とする。

３．英語の場合，書式は，Ａ４判，縦位置，横書き，左綴，１０．５ポイント，６０字×３０行を基本とする。

４．参考例にしたがって，製本した審査委員会用４通及び公表用の電子媒体（ＰＤＦファイル）１通

を，それぞれ所定の期日までに提出すること。

�．博士論文要旨

１．別紙様式３により作成すること。（所定の用紙を交付する。）

２．要旨の分量は，日本語の場合は２，０００字程度，英語の場合は１，０００語程度を基本とする。

�．推薦書

別紙様式４により，提出する博士論文の内容に関係の深い領域の本研究科の教授の署名・捺印を付し

て作成すること。（所定の用紙を交付する。）

�．履歴書

１．履歴書を１通作成すること。（所定の用紙を交付する。）

２．氏名について

戸籍（旧姓使用可）又は外国人登録原票記載事項証明書（記載されている通称使用可）のとおり

記載すること。

21　博士論文（論文博士）作成・提出要領



３．現住所について

各種の連絡，通知に支障のないよう，団地名，マンション名等も記入すること。

４．学歴について

� 高等学校卒業後の学歴を，年次を追って記入すること。

� 入学・休学・復学・退学・卒業・修了その他在籍中における異動を，もれなく記入すること。

� 博士課程所定単位修得退学者は，「単位修得退学」と記入すること。

５．学会及び社会における活動等について

加入している学会の名称及び博士論文審査の参考になると思われる社会における活動について，

年次を追って記入すること。

６．賞罰について

特記すべきと思われるものを記入すること。

７．職歴・研究歴について

� 職歴・研究歴を，年次を追って記入すること。

� 職歴は，常勤の職についてその勤務先，職種等を年次を追って記入すること。ただし，非常勤

の職であっても，特に教育・研究に関するものについては記入すること。

� 現職については，当該職について記入した箇所に「現在に至る」と明示すること。

� 研究歴については，およそ次のような事項を記入すること。

イ．研究課題に関するもの

ロ．研修に関するもの

ハ．学術調査に関するもの

ニ．学術奨励金に関するもの

ホ．その他博士論文審査の参考になるもの

�．業績一覧

１．業績一覧を４通作成すること。

２．既発表論文（掲載予定証明書を得られる未公刊論文を含む）を漏れなく記載し，必要な書誌事項

を明記すること。

�．在職・研究従事内容証明書

１．別紙様式５により作成すること。（所定の用紙を交付する。）



研究科名・学番・
氏名

論文題目
（和訳）

公表用の博士論文（ＰＤＦファイル） ＣＤ１枚

＊ＣＤ―Ｒの表面に「研究科名・氏名・論文題目（和訳）」を記入してください。
＊１人１枚で提出してください。
＊電子データ形式はＰＤＦ／Ａ（ＩＳＯ―19005）で作成してください。
＊ファイル名は下記例に従って作成してください。
　　 （例）：乙＿六甲花子＿学術











学生生活上の周知事項

１　学生への通知等について
　学生諸君へのいろいろな通知や連絡は，特別な場合を除き，すべて掲示によってなされます。
　ときに緊急を要するものもあり，見落としたために後になって不都合を生じることがあるので，
登・下校の際は，必ず掲示板を見るように十分に留意してください。
　　掲示場所……国際文化学研究科掲示板（Ｅ棟１階ホール，Ｌ棟１階北出入口）
２　諸手続及び窓口事務等について
　手続には，大学からの掲示による通知に従い，一定の期間内に諸君が手続をとらなければならない
ものと，学生諸君から必要となったとき自発的に手続をしなければならないものがあります。
　手続を怠ったり，不十分だったり，時期を失すると，諸君自身にとって不利益となるばかりでなく，
修学上にも支障を来すことがあるので十分に注意してください。
　諸手続に関して不明な点があれば国際文化学研究科教務学生係に問い合わせてください。
　　事務取扱時間……８：30～17：15まで（ただし，授業開講中は８：30～18：30まで。）
３　施設等の使用について
　鶴甲第１キャンパス（国際文化学研究科，大学教育推進機構）の施設については，授業，公務，施
設管理に支障のない限り，研究，集会，スポーツ活動等のため，教室，グラウンド，体育館，テニス
コート等の施設を使用することができます。教室の使用については，国際文化学研究科教務学生係に
おいて手続をしてください。また，体育施設については，学務部発行の「学生生活案内」を参照して
ください。これらの施設を使用するときは，学生支援課において手続をしてください。
４　鶴甲第１キャンパスの車両乗り入れ規制について
　鶴甲第１キャンパス内での事故及び騒音の防止並びに環境保全のため，学生の自動車通学の禁止及
び単車による通学の自粛を要望しています。なお，身体上の理由により，車両の構内乗り入れを必要
とする者は「車両入構許可願」を提出して許可を受けてください。
５　バイクの駐輪登録について
　学生センター又は国際文化学研究科教務学生係で登録書の配付と受付をしていますので登録をして
ください。
６　健康診断，健康相談及び救急処置について　キャンパスライフ支援センターについて
　障害があるなどの理由により，日常の勉学や学生生活になんらかの困難や不安を抱えている場合の
相談や調整を行っています。専門家が相談にのり，講義に対する配慮や履修登録の支援，試験時の配
慮等，必要に応じたサポートを検討します。
　電話　078―803―5258



14　大学の掲示によって行う手続きの例

名 　 　 称 内 　 　 容 手 続 期 間 備 　 　 考

履 修 登 録
授業科目の履修・受験
を願い出る手続，登録
はweb上で行います

毎学期の始めとし，そ
の都度掲示します。

教育職員免許状授与願 教育職員免許状取得の
ための手続

修了年の12月頃掲示し
ます。 前期課程の学生のみ

授業料免除（徴収猶予）
申 請 書

授業料（全額又は半額）
免除希望者の手続 その都度掲示します。

独立行政法人日本学生
支援機構奨学生願書 奨学金貸与希望者の手続 毎年度始めに掲示しま

す。

その他の育英奨学団体
の 奨 学 生 願 書 奨学金貸与希望者の手続 その都度掲示します。

外 国 政 府 等 奨 学 金
留 学 生 願 書

外国政府等奨学金によ
る留学希望者の手続 その都度掲示します。

７



15　学生が自発的に行う手続きの例

名 　 　 称 内 　 　 容 手 続 期 間 備 　 　 考

身 上 異 動・
住 所 変 更 届

改姓，改名等の身上に異
動があったとき，又は住
所（帰省先の住所を含
む。）を変更したとき

異動後直ちに

学 生 証 再 交 付 願 学生証を紛失，汚損した
場合 紛失，汚損後直ちに

欠 席 届 長期欠席（２週間～３か
月）する場合 事態発生後直ちに

休 学 願 休学する場合 休学希望日の１か
月前まで

休学理由が病気の場合は，医
師の診断書を添付してくださ
い。

復 学 願 復学する場合 復学する日の１か
月前まで

病気を理由に休学していた場
合は，本学所定の健康診断書
を提出してください。

退 学 願 退学する場合 退学希望日の１か
月前まで

退学理由が病気の場合は，医
師の診断書を添付してくださ
い。

健康診断書交付願 健康診断書の交付を希望
する場合

必要とする日の１
週間前まで

保健管理センターに願い出て
ください。

通 学 証 明 書
学生証による購入ができ
ない交通機関の証明を願
い出る場合

（土・日・祝日は
使用不可。） 自動発行機により発行

学 校 学 生 生 徒
旅 客 運 賃 割 引 証

（土・日・祝日は
使用不可。）

年間15枚まで
自動発行機により発行

在 学 証 明 書 （土・日・祝日は
使用不可。） 自動発行機により発行

成 績 証 明 書
必要とする３日前
まで（土・日・祝
日は含みません。）

修了（見込）証明書 〃

英文による諸証明書 必要とする10日前
まで

教 室 使 用 願
原則として１週間
前から（使用当日
は認めません。）

８



地震や火事，事故から身を守るために ――――――――――――――――――――――――――

１．災害及び事故発生時の対応

災害，事故発生時の対応は，日頃から頭の片隅ででも考えておくのとおかないのとでは，緊急時に

大きな違いが生じます。また，火災や事故はちょっとした注意で未然に防ぐことができます。防災，

災害時の心得については，『学生生活案内』（学務部発行）にまとめられていますので，ぜひ目を通し

てください。

万が一，事故や火災，地震等が発生した場合は，下記の通り迅速に対処してください。

緊急時の連絡先（１７４頁），キャンパス内にある学内緊急電話設置場所（１７４頁及び１９９～２０３頁の配

置図），避難経路（１９７頁）を心得ておいてください。

� 地震のとき

詳しくは，１７８頁の「地震その時１０のポイント」（東京消防庁ホームページ）を見てください。特

に大事なことは次の４つです。

� まず身の安全を確保する。

� すばやく火の始末をし，火が出たらすぐに消火する。

� 出口を確保する。

� あわてて外に飛び出さない。落ち着いて避難する。

� 火災のとき

� 自分で消火できると判断した火災の場合，手近の消火器で消火に努め，他に人がいれば教職員

への連絡を依頼する。一人の場合は消火後ただちに教職員に連絡する。

（１７６頁に「消火器の使い方」（東京消防庁ホームページ）を載せておきました。）

� 自分では消火できない火災の場合，１１９番へ連絡するとともに，教職員にも連絡する。また，

速やかに避難する。

� 火災警報機が鳴った場合，速やかに異常の有無を調べる。誤動作だと思い込まず，必ず異常の

有無を調べる。

� 事故のとき

� 比較的軽い事故の場合，近くの教職員に連絡する。連絡を受けた教職員は適切に対応する。

� 重大事故発生の場合，１１９番へ連絡するとともに，近くの教職員にも連絡する。

以上，いずれの場合も，倒れている人がいれば，１７６頁で紹介されているような手順（東京消防庁

ホームページ）に従って応急手当をしてください。

また，自分が負傷した場合，保健管理センター（内線５２４５），あるいはその他の医療機関で速やか

に治療を受けてください。

　緊急時の連絡先（206頁），キャンパス内にある学内緊急電話設置場所（206頁及び231～235頁
の配置図），避難経路（229頁）を心得ておいてください。

　詳しくは，210頁の「地震その時10のポイント」（東京消防庁ホームページ）を見てください。特
に大事なことは次の４つです。

　（208頁に「消火器の使い方」（東京消防庁ホームページ）を載せておきました。）

　以上，いずれの場合も，倒れている人がいれば，208頁で紹介されているような手順（東京消防庁
ホームページ）に従って応急手当をしてください。

16　防災安全マニュアル９

205

209

207

207

205 226～231

225



２．緊急時の連絡先

・国際文化学研究科 事務室 ８０３―７５３０（内線７５３０） 勤務時間内（平日８：３０～１７：１５）

・国際文化学研究科 門衛所 ８０３―７５４６（内線７５４６） 勤務時間外

・保健管理センター ８０３―５２４５（内線５２４５） 平日９：００～１７：００

・１１９番

３．学内緊急電話設置場所（１９９～２０３頁配置図参照）

国際文化学研究科 １階 Ｂ１０９，Ｆ１０１ （教室の前または横）

２階 Ｂ２０８，Ｂ２０９，Ｆ２０２，Ｋ２０１ 〃

３階 Ｆ３０１，Ｄ３１２ 〃

４階 Ｆ４０１，Ｋ４０１，Ｄ４１４ 〃

５階 Ｋ５０１，Ｆ５０２，Ｄ５１２ 〃

６階 Ｄ６２６ 〃

※学内緊急電話は災害等が発生したときの専用電話で，事務室，門衛所，保健管理センター，１１９

番以外への連絡はできません。

3 ． 学内緊急電話設置場所（231～235頁配置図参照）

 2 ．緊急時の連絡先

226～231



４．学生教育研究災害傷害保険について

この制度は，教育研究活動中の災害傷害事故に対する全国的な規模の互助制度で，これにより安心

して学生生活が送れるようにするために発足されたものです。

正課中，学校行事中，学校施設内外での課外活動中及び通学中等の不慮の事故を被った際に，学生

やその保護者等の経済的負担を救済するものであり，学生は全員加入することとしています。

まだ加入していない人は，ぜひ加入してください。手続き等については学生支援課（学生センター）

へ問い合わせてください。









10　その他

学生生活に関する次の項目については，「平成30年度　学生生活案内」を参照してください。

① 学生アカウント利用上の注意：22ページ

② 奨学制度・授業料免除：29～33ページ

③ 心身の健康管理：35～41ページ

④ ハラスメント：42～45ページ

◇ 国際文化学研究科，国際コミュニケーションセンター相談窓口

　　　〒657-8501　神戸市灘区鶴甲1－2－1　神戸大学大学院国際文化学研究科気付

ハラスメント防止委員会　E-mail：sodan@ccs.cla.kobe-u.ac.jp

◇ 国際文化学研究科，国際コミュニケーションセンター相談員

氏　名　　

窪田　幸子　

石田　圭子　

遠田　　勝　

藤濤　文子　

福岡　麻子　

⑤ 学生教育研究災害傷害保険制度：46ページ

⑥ アルバイト：66ページ





１ 神戸大学学生健康診断規程

（平成１６年４月１日制定）

神戸大学学生健康診断規程（昭和３３年１２月８日制定）の全部を改正する。

（趣 旨）

第１条 この規程は，神戸大学の学生に対する健康診断及び事後措置等について定めるものとする。

（実施機関）

第２条 健康診断は，保健管理センターが行う。

（健康診断の種類）

第３条 健康診断は，定期健康診断及び臨時健康診断とする。

２ 定期健康診断は，毎学年定期に行うものとする。

３ 臨時健康診断は，保健管理センター所長が必要と認めたときに行うものとする。

（受診の義務）

第４条 学生は，健康診断を受けなければならない。

２ 学生は，健康診断を受けなかったときは，保健管理センター所長の定める期間内に，当該健康診

断と同等の実施項目を含む健康診断証明書を保健管理センターに提出しなければならない。

３ 前項の規定による健康診断証明書を提出できないときは，保健管理センター所長に申し出て指示

を受けなければならない。

（健康診断の結果の区分及び通知）

第５条 保健管理センター所長は，健康診断の結果を別表により区分し，学部長等（各学部長及び各

研究科長をいう。以下同じ。）に通知するとともに，学生に通知するものとする。ただし，疾病のな

い者については，学生への通知を省略することができる。

（事後措置）

第６条 学部長等は，健康診断の結果，疾病のため生活規正又は治療を要する者があるときは，保健

管理センター所長と協議の上，当該学生の健康回復に必要な指導を行わなければならない。

２ 健康診断の結果，疾病のある者は，前項の指導に従わなければならない。

（復学時の受診）

第７条 疾病のため休学中の者が復学しようとするときは，学部長等を経て，保健管理センター所長

に申し出て，健康診断を受けなければならない。

（証明書の発行）

第８条 第３条の健康診断を受けた者が，健康診断証明書を必要とするときは，これを発行すること

がある。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。



医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの３（健 康）

医
療
の
面

医師による直接の医療行為を必要としないが，定期的に医師の
観察指導を必要とするもの

２（要 観 察）

医師による直接の医療行為を必要とするもの１（要 医 療）

全く平常の生活でよいものＤ（健 康）

生
活
規
正
の
面

授業をほぼ平常に行ってもよいものＣ（要 注 意）

授業に制限を加える必要のあるものＢ（要 軽 業）

授業を休む必要のあるものＡ（要 休 業）

判 定 区 分

別表



２ 神戸大学授業料免除及び徴収猶予取扱規程

（平成１６年４月１日制定）

第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 この規程は，神戸大学教学規則（平成１６年４月１日制定。以下「教学規則」という。）第５１条

第２項及び第５２条第２項（教学規則第７２条において準用する場合を含む。）の規定に基づき，神戸大

学（以下「本学」という。）の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納（以下「授業料の免除等」

という。）の取扱いについて定めるものとする。

（対 象 者）

第２条 授業料の免除等の対象となる者は，本学の学部及び大学院の学生（特別聴講学生，特別研究

学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻生を除く。以下同じ。）並びに乗船実習科の学生とする。

（申請及び許可）

第３条 授業料の免除等を受けようとする者（授業料の徴収猶予を受けようとする場合であって，学

生が行方不明であるときは，学生に代わる者）は，各期（教学規則第５０条第１項に規定する前期及

び後期をいう。以下同じ。）ごとに学長に申請しなければならない。ただし，医学部（１年次生を除

く。），海事科学部（１年次生を除く。），乗船実習科，医学研究科，保健学研究科又は海事科学研究

科（以下「医学部等」という。）に所属する者は，医学部等の長を経て学長に申請しなければならない。

２ 学長は，前項の規定による申請があったときは，神戸大学学生委員協議会（以下「学生委員協議会」

という。）の議を経て当該期分の授業料の免除等を許可することができる。

（免許実施可能額及び選考基準）

第４条 授業料の免除等の免許実施可能額及び選考基準は，別に定める。

（申請者に係る授業料）

第５条 授業料の免除等の申請者は，授業料の免除等の許可又は不許可の決定がなされるまでの間，当

該授業料の納付を要しない。

第２章 授業料の免除

（経済的理由による免除）

第６条 学生が経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀であると認

められる場合は，授業料の全額又は半額を免除することができる。

２ 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期ごとの所定の日までに次の書類を持っ

て申請しなければならない。

� 授業料免除申請書

� 学生又は当該学生の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）の居住地の

市区町村長の所得証明書

� その他本学において必要と認める書類



（特別な事情による免除）

第７条 学生が次の各号のいずれかに該当する特別な事情により授業料を納付することが著しく困難

であると認められる場合は，当該理由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の全額又は

半額を免除することができる。ただし，当該理由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり，

かつ，当該学生が当該期分の授業料を納付していないときは，当該期分の授業料の全額又は半額を免

除することができる。

� 各期ごとの授業料の納期前６月以内（入学した日の属する期分の授業料の免除に係る場合は，入

学前１年以内）において学資負担者が死亡し，又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害（以

下「災害」という。）を受けた場合。

� 前号に準ずる場合であって，本学が相当と認める理由があるとき。

２ 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期ごとの所定の日までに次の書類を持っ

て申請しなければならない。

� 授業料免除申請書

� 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書

� 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除を受けようとする者に

限る。）

� 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の罹災証明書（災害を受けたことにより免除を受けよ

うとする者に限る。）

� その他本学において必要と認める書類

第３章 授業料の徴収猶予及び月割分納

（徴収猶予）

第８条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は，授業料の徴収を猶予することができる。

� 経済的理由により納付期限までに授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀である

と認められる場合

� 行方不明の場合

� 学生又は学資負担者が災害を受け，納付期限までに授業料を納付することが困難であると認めら

れる場合

� その他やむを得ない事情により納付期限までに授業料を納付することが困難であると認められる

場合

２ 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は，各期ごとの所定の日までに次の書類

を持って申請しなければならない。

� 授業料徴収猶予申請書

� 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書

� その他本学において必要と認める書類

３ 授業料の徴収猶予の期間は，前期分については８月末日まで，後期分については２月末日までと

する。



（月割分納）

第９条 前条第１項第１号，第３号又は第４号に該当する場合であって，特別の事情のあるときは，

授業料を月割分納させることができる。

２ 前項の規定により授業料の月割分納をしようとする者は，各期ごとの所定の日までに次の書類を

もって申請しなければならない。

� 授業料月割分納申請書

� 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書

� その他本学において必要と認める書類

３ 授業料の月割分納額は，授業料の年額の１２分の１に相当する額（以下「月割計算額」という。）とし，

毎月５日までに納付するものとする。

第４章 許可の取消し

（許可の取消し）

第１０条 授業料の免除等を許可されている者が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，学生委

員協議会の議を経て授業料の免除等の許可を取り消すことができる。

� 授業料の免除等の理由が消滅したことが判明したとき。

� 申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したとき。

� 学則規則第５５条の２に規定する懲戒処分をうけたとき。

（許可を取り消された者に係る授業料）

第１１条 前条の規定により授業料の免除等の許可を取り消された者は，次の各号に定める授業料を納付

しなければならない。

� 授業料の免除の許可を取り消された者は，月割計算額に，その許可を取り消された月からその期

の末月までの月数を乗じて得た額の授業料。ただし，申請が虚偽の事実に基づくものであることが

判明したことにより免除の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

� 授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，当該期分の授業料

� 授業料の月割分納の許可を取り消された者は，未納の授業料

第５章 雑 則

（雑 則）

第１２条 この規程に定めるもののほか，授業料の免除等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。

附 則

１ この規程は，平成２３年４月１日から施行する。





（趣　　旨）
第 1条 この規程は，神戸大学情報基盤センター規則（平成16年４月１日制定）第９条の規定に基づき，
神戸大学情報基盤センター（以下「センター」という。）が提供するサービスの利用に関し必要な事
項を定めるものとする。
（利用の原則）

第 2条 センターが提供するサービスの利用は，神戸大学（以下「本学」という。）における研究，教
育及び事務処理上必要と認められるものに限るものとする。
（利用者の資格）

第 3条 センターが提供するサービスを利用することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者
とする。
⑴　本学の教職員
⑵　本学の学生
⑶　前２号に掲げる者のほか情報基盤センター長（以下「センター長」という。）が特に適当と認め
た者
（利用の申請）

第 4条 センターが提供するサービスのうち，センター長が申請を必要と認めた別表に定めるサービス
（以下「申請サービス」という。）を利用しようとする者は，利用申請書（以下「申請書」という。）
をセンター長に提出し，承認を受けなければならない。
２　センター長は，前項の申請に係る申請サービスの利用を適用と認めたときは，利用を承認し，その
旨を申請者に通知するものとする。
３　前項の規定により承認された申請サービスの利用に係る有効期間は，当該会計年度内とする。
４　利用者は，申請書の記載事項について変更が生じた場合は，速やかにセンター長に届け出なければ
ならない。
（利用者の遵守事項）

第 5条 利用者は，この規程及び別に定める内規等に基づきセンターが提供するサービスを利用しなけ
ればならない。
（報告書の提出）

第 6条 センター長が必要と認めたときは，センターが提供するサービスの利用に係る事項について，
利用者に対し報告を求めることができる。
（経費の負担）

第 7条 利用者は，別表に定める経費を負担しなければならない。この場合において，消費税の課税の
対象となるものについては，別表記載の各区分の負担額に消費税相当分を加えた額を徴収するものと
する。
２　前項の規定にかかわらず，センター長が特に必要と認める場合は，当該経費の全部又は一部につい
て負担を要しないものとする。

神戸大学情報基盤センター利用規程



（利用の承認の取消し等）
第 8条 利用者が，この規程若しくはこの規程に基づく定めに違反し，又はセンターの運営に重大な支
障をもたらした場合には，センター長は，利用の承認を取り消し，又は一定期間センターが提供する
サービスの利用を停止させることができる。
（書類の様式）

第 9条 この規程の実施に必要な書類の様式は，センター長が定める。
（雑　　則）

第10条 この規程に定めるもののほか，センターが提供するサービスの利用に関し必要な事項は，セン
ター長が定める。

　　　附　則
　この規程は，平成29年４月１日から施行する。

別表
申 請 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 一 覧

区　　　　分 負　担　金 備　　　　考

DNSホスティングサービス 10,000円 年度ごとに課金

グループWebページサービス 1,000円

年度ごとに課金
容量が1,000MBを超える場合，1,000MBごとに左
記の金額に1,000円を加算する。ただし，容量の上
限は，10,000MBまでとする。

Webサーバホスティングサー
ビス 10,000円

年度ごとに課金
容量が5,000MBを超える場合，1,000MBごとに左
記の金額に2,000円を加算する。ただし，容量の上
限は，10,000MBまでとする。

トップドメインWebサーバホ
スティングサービス 10,000円 年度ごとに課金

メーリングリストサービス 1,000円 年度ごとに課金

メールサーバホスティング
サービス 10,000円 年度ごとに課金

Windows認証サービス 40,000円

年度ごとに課金
Windows認証サービスを利用しようとするコン
ピュータの台数が100台を超える場合，10台ごと
に左記の金額に4,000円を加算する。

高速計算機サービス 20,000円 年度ごとに課金



共有ディスクサービス 10,000円

年度ごとに課金
容量が10,000MBを超える場合，10,000MBごとに
左記の金額に10,000円を加算する。ただし，容量
の上限は，100,000MBまでとする。

Mapleサービス

個人向け
サービス 2,000円 年度ごとに課金

（利用可能なバージョンは，Maple2015のみ）

研究室向け
サービス 10,000円 年度ごとに課金

（利用可能なバージョンは，Maple2015のみ）

認証フェデレーションサービス 40,000円 年度ごとに課金

バージョン管理サービス 40,000円

年度ごとに課金
容量が20,000MBを超える場合，20,000MBごとに
左記の金額に40,000円を加算する。ただし，容量
の上限は，100,000MBまでとする。

LMS BEEFコース設置サービス 2,000円 年度ごとに課金（1コースあたり）

クラウドホスティングサービス 40,000円

年度ごとに課金
基本構成45,000円とし，必要に応じて追加分を従
量制課金とする。
仮想CPUを1CPU追加するごとに7,800円，メモリ
の容量を1GB追加するごとに4,800円，ストレージ
の容量を100GB追加するごとに7,800円を加算する。

ビジター用無線LANサービス 無償

ビジター用無線LANサービス
（一時滞在個人向け） 無償

部局用無線LANサービス 無償

分館演習室利用サービス 無償

LDAPグループ管理サービス 無償

事務系メーリングリスト自動
生成サービス 無償

対外公開サーバ登録 無償

メール中継登録 無償

SNS公式利用登録 無償


